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錆鮎環境開題時約帯ングで
展望を切り拓こう

原田正純
全国安全センタ 顧問ー熊本大学医学部助教授 
第8回聴会(1997.109)での議長退任の挨掛

切り弓安1季最!?坊が姓に合う
私はもともと「長jがつくものは苦手でして、む

しろ切り込み隊長みたいな方が似合っているの

で、今後も要請があればいろいろと一緒にやって

いきたいと思っています。

私はこの会に入れていただいて、ずっと地元の

労働組合や皆さん方とお付き合いができて、今ま

でになかった新鮮な感覚になったんですね。私は

あまり労働運動と関係をもってきていません。ゅ

うべ懇親会の席にチッソの労働組合の元委員長

も出席されていましたが、だいたい最初はあまり

好きでなかったのですものね。(笑い)昭和 30

年代、(水俣病の)患者たちが本当に孤立している

ときに、なんで労働組合が助けんのだろうと思っ

て、すごく不満だったですね。(懇親会にもみえて

いた)浜元仁徳さんだって、坂本しのぶさんのお

母さんだって、もう本当に肩身の狭い思いを地域

の中でしてたんです。だから、その頃から少し不

信感を持っていたわけです。

しかし、そのあとずっと付き合っていくなか

で、お互いに変わってきて、水俣病の裁判のとき

には、労働組合が非常によくがんばったわけで

す。自分のクビをかけて裁判を支えてくれたとい

うことがあって、それからずっと付き合っている

わけです。

都唱の高揚141 :)l］つ'.O'いうこと

そういうことでいま感じることは、最近、悲し

いというか、寂しいんですけれど、なにか弱い者

の立場に立つというか、そういうことを明確にす

るということが、「なしリというと怒られちゃうか

もしれませんが、欠落しているような気がするん

です。それは何も労働組合とか政党とかだけじゃ

なくて、われわれのように大学にいる研究者も含

めてですね。「おまえ、どっちの立場なのよ j、とい

う感じを最近しているんです。

私にとって非常に大きなことだったのは、もち

ろん水俣病だったわけです。 10年くらい大学にい

たら田舎に帰って開業するつもりだったのが、ず

るずるずるっと停年近くまでいちゃったわけで。

そのために原田医院はつぶれちゃったわけです

が(笑い)、親父はあの世でそう恨んではいないん

じゃないかとJ思いますが。私にとっては水俣病と

の出会いはものすこ、かったわけです。すべてのこ

とがここから出発したような気がします。

なことがあったときに支えてくれたのは、労働組

合とか運動をしている仲間たちだったわけです。

「総織護課.ut震か腕難しさ

原田正純さん (1997.10.9全国安全センター草8回総会)

私の医師生活で、九州ではいろいろなことが

あったわけです。たとえばカネミ油症事件という

のもありましたし、土日久の枇素中毒事件、その

他いろいろな事件があって、日本の高度成長の

ちょうど裏側の部分というのが九州に集中して

いるロ昭和3 8年 11月9日には、三池で戦後最大の

炭塵爆発が起こったわけですが、これもずっと今

日まで付き合って、(19 9 7年)3月 31日に閉山し

てしまいましたが、閉山の時点で、いま残ってい

る後遺症の人たちの調査をやりました。

そういうわけで、「恵まれていた」と言って誤解

をされると困るんですけどね、そういうことに恵

まれちゃったわけです。そのなかで、専門家から

の庄力だとか政治的、社会的圧力だとかいろいろ

あったわけですが、やっぱり支えてくれたのは、

チッソの労働組合の仲間だとかいろいろな仲間

たちが支えてくれたわけですが、そうすると、あ

いつは組合にひっつきすぎるとか、患者にひっつ

きすぎると言われました。

私を批難するのに、水｛知丙のデータは正しいか

もしれないけど、あいつは患者側に立ちすぎる

と。患者側に立たない医学って何だろうと思うわ

けで。認めてもらえてありがとうございますとい

うとなんですけれど。(笑い)そういういろいろ

ただ悩みはたくさんあったわけです。行政とか

大学の幹部がどうのこうのとか、そういうのはど

ういうことはなかったんですけれど、非常にむず

しいのは、たとえば水俣病の場合だって組織が

いっぱいあったわけですね。 7つ、 8つくらいある

わけですロ三池のときだって、組合が3つあった

り、また組合の中で割れたりするわけです。その

組織との関係がものすごくむずかしかった。

運動というと何かそこに組織があって、組織と

いうのはかなり画一化されていくわけですが、医

療というのは、もともと画一化できないし、画

化してはいけないわけですね。そこのところの摩

擦というのは、やはりあまり人に言えなかったで

すけどもあったわけです。

水俣の場合だ、っていろんな団体があるわけで

すね。それぞれ後ろにまた組織がついているのが

あったり、まったくついていなかったり、いろい

ろあったんで=す。ただ、私がどのグループとも付

き合えたというのは、後ろのことは無視して、と

にかく患者が直接私に頼みに来たら引き受ける、

というかたちをずっと 貫してとったことだと

思うんですね。

非常にむずかしかったけれども、何を中心に自

分の行動を決めるかということをやってきたつ

もりです。だから、人に言わせると、「おまえは何

派か」と。(笑い)何派もないわけで、いろいろな

人と付き合ってこれたわけです。私は、 30 年くら

い職業病とか公害病をやってきたなかで、その組

織との関係というので非常に悩まされたというこ

とを、ちょっと申し上げておきたいと思います。

したがって、いままでの車邸語論、運動論でいい

のだろうかという気がしています。では、どんな

ものがいいのかと言うと、それはわからないです

ね、私は。ただまあ、いま言いましたように、何と

言ったらいいですかね。ある程度自立したという

か、ある程度は距離を置いたというか、すべての
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運動体に少し距離を置いたかたちーべつに反接

したり、ケンカするわけじゃない。協力はするん

ですけれど、お互いの自律性というか自主性とい

うのを尊重しながら、べったりとひつつかないで

少し距離を置いてやってきたんで、まあそういう

ことかなぁと。そんな気がしております。

ただ、やはり向じ水俣病でも、3 0年、 40年近く

たつと、社会状況も変わるし、人々の意識も生活

状況も変わってくるわけですから、最初の頃の運

動でよかったかというと、決してそうじゃなくて

やはり変わらなくてはいけない。本当に、運動と

いうのは生き物だなあと、私は感じています。

認め宅捜横柄欄の問題
反省としては、水俣病の場合に、私がものすご

くエネルギーを使ったのは、まず患者を掘り起こ

して、これを水俣病と認めさせることだったんで

すね。裁判の20年、ずっとそのことをやってきた

わけですが、残念ながら、そのことにあまりにも

エネルギーを使ったために、水俣病と認めさせて

そのあとどうするのよと。中味をどうするのよと

いう問題が欠落してきたわけですね。

それは労災にも当てはまるんじゃないか。たと

えば、三池のco中毒の場合も、一貫して(障害)等

級闘争 14級を12級に上げろとかですね、 7級に

しろとかいうととをずっとやってきたわけで、水

俣病にしても三池にしても、何か入り口の議論で

ものすごくエネルギーを使わされた。実際、じゃ

あ14級が7級になったら救われたかと言えば、そ

んなことはないわけで、もう少し中味の議論をし

たかった。ところが、反省ですけれど、 coにして

も水俣にしても、入り口のところでものすごくエ

ネルギーを使わされたということがあります。

水俣の場合にはそれでも、相手が見えたのです

ね。具体的に、加害者というのが見えたわけです

けれども、 coのときに感じたのは、出てくるのは

労働基準局であったり担当医であったりで、見え

ないんです。加害者が。その後ろに三井はおるわ

けです。家族の思いは、加害者と交渉したいわけ

です。加害者が出てこないものですから、労働省

とケンカしてみたり、担当医とケンカしてみたり

して。そこのところでエネルギーを使って、実際

の加害者は、後ろの方でのうのうとしているわけ

ですねロ

そこがなんとかならないかというのが、三池の

ときの思いです。三池をやることによヲていろい

ろなことが見えて、もういっぺんそれで水俣を見

ると、水俣か漸しく見えてくる。また、水俣をやっ

て、また三池を見ると、また新しくいままで見え

なかったものが見えてきたりしたわけです。

たとえば、三池の場合も、お母ちゃんたちが医

者に対して、等級が低いとか対応が悪いとか苦情

を言ってくる。そうすると、大部分の医師たちは

嫌気がさしてくるわけです。ところが、彼女らが

何を言っているかというと、お父ちゃんが障害を

受けて家の中がめちゃくちゃになった、そのめ

ちゃくちゃになったところは労災はみてくれな

い。父ちゃんがガ、スを吸わされたために家庭がめ

ちゃくちゃになった分をどうするのよと。かりに

12級を7級にしたところで、 7級を5級にしたと

ころで、解決する問題じゃなかったわけですねロ

三池労組というのはすごくよくがんばったと

思うんです。新しいランクを作ったり、 co立法を

成立させたりして闘ったわけですけれども、しか

し限界だったのは、そこのところがまったく見え

ない。被害者の思いというのは、そんなことでは

ない。お父ちゃんをこうしちゃった後ろにいる三

井を引っ張り出し、謝らせて責任をとらせたいわ

けですよ。ところが労災法というのがあるため

に、全然後ろに認れて出てこない。とれを引き出

そうというのが、三池の裁判になっていくわけで

すが。つまり、民事訴訟というかたちでないと、そ

ういう責任が問えないことが問題ですね。

そんなことを、私はずっと考えてきたわけで

す。労災というのは労働者にとって必要なものだ

けれど、私の反省としては、なんか等級だとか入

り口の議論ばっかりにエネルギーを費やして、

もっと等級の中味の問題だとか、水俣であれば、

認定されたからめでたしめでたしじゃないわけ

で、認定されたからといって病気が治るわけでは

ないわけで。認定させたあとどうするのよ、とい

う議論が欠落してきた、というふうに思っていま

す。そのことが、今後の運動の中で、何かのかたち

で活かされないだろうかと考えております。

市民運動燃職物運動の組織力

熊本の安全センターは、もちろん熊本総評の福

島さん(元事務局長・元連合熊本会長)たちがつ

くってきたわけですけれども、私たちの側均、らい

くと水俣病というのがものすごく大きな影響が

あったわけです。と言うのは、安全センターの中

心となった若いドクターたちは、白主的に水俣病

の掘り起こしをやってきた人たちです。だからそ

うですね、何かやろうといえば20人くらいのや

る気のあるドクターたちが集まるわけです。研究

者と医者はいるんですね。こういう会議に出てこ

れないのは、昼間みんな仕事をしているから。ま

あ私くらいが暇で出てきているわけで。(笑い)

みんなすごく忙しいわけですが、何かあるとい

うときにはぱっと集まる。それは、みんな水俣を

経験してきでいるわけです。泊まり込んで、こと

(会場の水俣・水天荘)から見える御所浦あたりを

拠点にして、ずっと学生時代からやってきた人た

ちが安全センターの中心にいるわけです。だか

ら、私たちの運動の中では、水俣病というのは、い

い意味でも悪い意味でも影響をもってやってい

るわけです。

住民運動とか被害者運動というのは、すごい奇

抜なアイディアを出して、面白いエネルギーが出

てくるわけですね。その代わり、まったく組織が

ないものですから、明日交渉に行こうとなって、

誰が行くのと聞くと、「えっ誰がつ」。何人くらい

行くのって言うと、「集まってみなければわから

ないjみたいな。しかし、発想は非常に間白くて、

エネルギッシュになっているわけですね。組合の

一組織の方は、最初にきちんと計画を立ててや

る。労働組合の方のあの組織力というか、あのき

ちんとしたエネルギーと、自由な、めちゃくちゃ

という感覚の市民運動のネルギーとですね、これ

がどこかで一緒になったら、新しい展望が拓ける

んじゃないかと、まあ大げさに思って(笑い)、こ

こ何年かやってきたわけです。

そこで、労災職業病と環境問題をドッキングさ

せようということで私たちなりにやってきて、そ

れが秋津レークタウンクリニックというかたち

で実を結んだ (199C年4月開設入クリニックの2
階の部分は遊びの部分で、ふつうの開業医でいえ

ばもったいない空間です。しかし、労働組合の人

たちががんばってお金も集めてやってくれたか

ら、夢が実現できたわけです。街頭に立って募金

したからといってできるものじゃない。それは、

組織があったからできたことです。

しかし、いまどっちが利用しているかと言え

ば、あそこの2階には「環境ネットワーク・くまも

と」というのをつくって事務所を置いています。

蛍を守ろうという人たちから、水俣病、原発から、

川辺川ダム反対から、いろんな いくつあったか

忘れちゃいましたが、 20いくつかの団体が入っ

て、そこはものすご‘く活発にやっているんですけ

ど。一方、「労働と健康研究会」というのもやって

いるんですが、どうも労働組合の方が利用するエ

ネルギーが、いまのところ少ないんですね。そこ

をどうやってまたやっていくかということも、私

たちの課題です。

ひろ怠?ゑ察.)lI'biりプクの輸

いろいろなことをやるわけです。 4月になると

毎年、クリニック前の広場でお祭りをやるんです

が、だいたい4千人くらい集まる。出庖は、労働組

合がー自治労が鍋を出すとか、漁師がサザエを

持ってくるとか、農協のおばちゃんたちが野菜を

持ってきて売るとか、障害者のグ凡ープが自分た

ちの作品を売るとかロずいぶん幅広いいろいろな

人たちが集まれるようになってきたわけです。何

遍も言うようですが、労働組合があって支えてく

れたからこういうものができているわけですね。

そのなかでいろいろなプロジェクトができて

くるわけですが、今 (1997)年は大牟凹市の職員

組合から依頼を受けて、ストレスの調査をやった

ですね。とれは面白いデータが出ているんで、安

全センター情報に載せてもらうように、山口(秀
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樹)先生に「早く論文を書きなっせ」と言っている

のです。 (12月号参照)労働組合からいろいろ講

演を頼まれでも、それに応じられるスタッフはい

るから、そういう意味では楽しくやっていますo

それから、やはり水俣は世界的に有名になった

ものですから、いろいろな国の人たちが来ます。

またそれのつながりでもって、環境問題だけでは

なく職業病問題までずっとひろがっていく。たと

えば、(インドの)ボパールの問題とか韓国の二硫

化炭素中毒の問題だとか、そういった連帯が少し

ずつできているというようなことがあります。

「専現物関茶阿かj
それから、私はいま一番、今後やっていかなけ

ればいけないと思っているのは、「専門家とは何

だ」ということだと思うんです。水俣でも、たしか

に原因究明は、専門家と言われる医師たちがやっ

たんですけれども、また、悪いことも医師たちは

やっているわけですね。患者のためにならないこ

とを、たくさんの研究費をもらってやっているわ

けです。咋日も出ていたアスベストなども、わ

かっていることはいっぱいあ石のに、それをなか

なか積極的に活かそうとしない。

審議会とか専門家会議というのがいろんな省

庁にあり、県のレベルや市町村のレベルにもあ

る。そこにたくさんの専門家たちが動員されてい

る。どっちが利用しているかというと、選ぶのは

官僚ですから、気にくわないのは呼ばないわけで

すね。私なんか、何もしたことがない。だからひが

んで言っているわけじゃないですけど。(笑い)結

局、自分たちのお膳立てをうまく承認するものを

つくっていくわけです。あとは、議論の過程は公

開しないし、その結果について責任を持とうとし

ない。そういう専門家が多すぎるんですね。

それは労災職業病もそうですし、三池のときも

そうなんです。すご、いひどいことをやっている。

そういう人たちは、専門家という名前でもって、

許されているわけですね。そのへんをもうちょっ

と、われわれの運動として、私も含めてですけど

ね 「専門家つてのはいったい何なんだ」という

ことを問う。そういう運動も必要ではないかと

恩っています。

労働還動と市民運致の共働を

それから、労働組合だって、少し眠っていると

言ったら悪いけれども、たとえばダイオキシンの

問題だって、こんなにいま問題になっています

が、一番先に考えなければいけないことは、あの

ダイオキシンを焼いている労働者はどうなるの

よ、ということが、すぐこなくてはいけないけど、

なかなかその話は聞こえてこない。清掃工場付近

の測定値がこうだつたというような話ばかり新

聞に出てくるというのも、本当はおかしな話だと

思うんですね。

焼却場からダイオキシンが出るとすれば、一番

心配しなければいけないのは、そこで働いている

人たちだと思うんです。こんなことはいっぱいあ

るわけです。今後、環境ホルモンの問題なども大問

題になってくると思うんですが、そういう場合

だって、労働者の立場からも見なければいけない。

私は幸いにして、三池で代表されるような労災

事件というものに参加できて、水俣病というきわ

めて象徴的な公害病を経験できて、両方を経験で

きたものですから、こっちから見る、あつちから

見るということカ1できたわけですね。

今後は、労働者の目から見て環境を、市民、環境

問題をやっている人たちから労働組合を見ると、

お互いにもう少し話し合って共働できたら、市民

の持つアイディアとエネルギー、それと労働組合

の持つ組織力とがうまく結びついたときに、少し

は展望が拓けるんじゃないか。

そういうことを、全国安全センターの議長を務

めさせていただくなかで考えました。ここまで来

ることができたのは皆様のおかげですし、ひとつ

の結論に達するのに少し時潤がかかりすぎたの

ですけれど、今後ともよろしくお願いし 陪T市

たいと思います。 組↓以

(1997年 1 0月9目、水俣・水天荘での全国安全セ

ンタ 第B回総会での議長退任の挨拶を、編集

部の責任で編集、見出しもつけました。)

u官 19事7
天明佳臣

全国安全センター置議長ー匡師
神奈川労災職業病センタ所長

1

19 97年4月21-23日まで、別の言い方をすれば

7月1日の中国返還をひかえた香港で関かれた第

13回アジア太平洋安全衛生機関年次会議の議事

録を香港の「職業安全健康局」に勤務する友人が

送ってくれた。興味深い論文が多かったが、その

うちのひとつ、香港職業安全健康協会W~YWong

氏の [1997年その香港の労働衛生への影響」を

翻訳して皆さんの参考に供するととを考えた。そ

して翻訳を終えてみると、たとえば当該論文の書

き出しから2つ目のパラグラフの最初の文章「香

港の労働安全衛生は最近10年間余りの聞に実に

活発な時期を経験した」というあたりのことをも

う少しお知らせした方が、より参考になるのでは

ないかと思えてきた。そこでやはり「職業安全健

康局」に勤務する若い友人YEUNGKoon-chuen

氏がどこかの会議で発表した「香港の産業安全衛

生の現状, 1 99 6年」を引用しつつ、翻訳の前説と

しては少々長くなるが、「最近 10年余」の動きの

特徴点を紹介する(rJ内はY E U N G氏の引用) 。

「香港における労働災害は近年減少傾向にはあ

るが、いぜんとして高レベルである。そこで 1995

年に政庁は産業安全¢全般的な見直しを行った。

その結果、労働現場の安全衛生の取り組みを(こ

こでは、 in tackling work-place safety and health

と“ safey"ばかりでなく‘ ιhealth ,衛生あるいは保

健"を入れている点に注目してほしし寸法規準拠

型アプローチから安全管理アプローチ型へと転

換した。」ことの法規準拠型は従来わたしたち

が使い慣れている rules-based approachではな

く, an enforcnement approachという語を使っ

ているのだが、同じ意味と解してよかろう。さて、

安全管理アプローチ (a safety management app

roach)の呂的は、「それによって self regulation

を促進する点にある J J安全管理システムでは、

労使がきっちりと参加して、職場の安全について

の方針を立て、安全対策をチェックしてゆく(In
as afety management system the employers and

workers are closely involved in devising the

safety policy for and monito ring the safety

measures at the workplaces) [安全管理システ

ムはまたそれぞれの職場に特有の条件をもっと

も適応する安全に対する方針と対策が立てられ

るような柔軟性を持っているべきであるoなぜな

ら(技術革新の下で一筆者)変化してゆく職場状

況に即応して安全の方針と対策を修正してゆく

ためである」上述の [self regulationJの訳は通

常の「自主規制Jよりも、やはりわたしたちが使っ
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ている「自主対応型, enabling approachJが、こ

の場合より適訳と考えた。どうであろうか。 1995

年に政庁は安全衛生の基本方針を「法規準拠型か

ら自主対応型」にシフトしたとみられるのであ

る。では、と、のような経緯をへて、そうなったのか。

［1980年代の法の遵守条件は特定の規則ある

いはガイドライン(一般向けの指針あるいは法執

行者のための内部規定)の型で施行された(実際

に8 0年代に入って6つの規則 regulationが施

行されている。 W o n g氏の論文にも出てくる 

Safety Officers and Safety Supe何回orsの他に

アスベスト (1986.2)と発がん性物質 (1986.11)

の規則もある 筆者)。ところが、「労働現場の巡

視は、マンパワーが限られているために、十分に

は行われず、一般に1回巡視が行われると次の巡

視まで3年以上の聞が空いてしまうのが普通で

あった。そのため、政庁は安全問題に真剣ではな

いのだという印象を一般の人びとに与えた。ま

た、その頃は法の違反者に対して治安判事が寛大

だったこともあずかつて職場の安全衛生は重要

ではないんだという考えを強く植え込んでし

まったJ,［政庁はしばらくして安全衛生の教育と

啓蒙活動の重要性を認識して、このふたつを法施

行を補足するものと定めた。そして、教育と啓蒙

活動の促進は『職業安全健康局』によって担われ、

そのターケやツトは作業現場の労働者から管理者

レベルに至る広い層をカバーしたJ J政庁による

職場の安全衛生への自主対応そして労使の参加

促進は、安全衛生は行政依存という香港社会の認

識を変えていった」。

「法規準拠型から自主対応型へ」は国際的な安

全衛生の潮流であり、すでに多くの方がご承知と

思うが、その基になったのがロ一ペンス・リポー

トであり、それがイギリス議会に提出されたのは

1972年である(口一ペンス・リポートはその全訳

が1997年2月に労研出版部から『労働における安

全と健康』として出版されている)ロそれか英連邦

のひとつだった香港にもっと早く導入されてよ

かったのではないかと思われるが、なぜ1995年

となったのか。英連邦の香港政庁は中国返還を前

にして、数々の民主化政策を実施した。第三者で

天明使臣さん

ある私などは素直に受けとれなかったが、香港の

一部の人たちはそれをたくましく活用してきた

ように、私にはみえるの

E

1997年,その香港の労働
安全衛生への影響

w. Y. Wong(香港労働安全協会)

1997年は、世界のほとんどの人びとにとって、

たぶんただの1年でしょう。しかし、香港の人びと

にとっては、その心、気質、日常生活の上に刻みつ

けられたとても重要で、感情に訴え、かっ謎につ

つまれた大事件なのです。 1997年は香港が祖国

一中国に返還される、その年なのです。歴史的な

転換、多分に不確定要素が一杯の転換になるで

しょう。だから 1997年が謎につつまれていると

いうのです。なぜ感情に訴える年なのか。長い間

行方知れず、だった息子(あるいは娘J 生差別を避

けるために)がまさに家に帰ってこようとしてい

る、そんな年なのだからです。ひとつの地域の主
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権の転換は、会社でいえば所有権の変更か、直接の

上司が変わるのと似ているでしょう。だから、 1997

年は香港の人びとに重要な年だというのです。

香港の労働安全衛生は最近10年余りの聞に実

に活発な時期を経験してきました。わたしたち

は、 「職業安全健康局」注1 )という 1988年設立の

機関を持っていますし、新しいたくさんの労働安

全規則も制定されましたロ政庁のさまざまな部や

公益ならびに私的の事業所でも安全活動の管理

計画が実施されるようにもなり、安全実務担当者

や工業労働者のための安全研修コースもこれま

で以上に開催されています。最も新しい展開のい

くつかを示すと、政庁による職業安全憲章註 2)の

導入、政庁の公益事業部が着手した“P a yfo r Safe-

ty"計画、それに関連して職業安全健康局がいま

執行している“Accredited Safety Auditors"注

3) の設立、労働安全衛生に自主対応・管理アプ

ローチを取り入れ、その法適用範囲を非工業部門

にまで拡大している労働安全衛生法案( O S H

BILL)があります。

しかし、それほど多くの努力にもかかわらず、

香港の労働安全衛生の改善は確かな困難に直面

しています。そのうちのいくつかは、 1997年がも

たらした影響のように思われます。

1997年によってもたらされた不確かな未来が

ほとんどの香港の人びとを近視眼的に、実利的

に、かっせっかちにした、もっと手短かにいえば

お金に執着する人間にしたのです。これは特にビ

ジネス界と被雇用者にいえます。少数の自覚的な

雇用主を除くと、雇用主といえば効果がすぐに見

えない安全衛生にお金を投入するのをためらっ

てきました。ビジネス界の主義“最短期間に最大

の利益"が 1997年の傘の下にいる香港の人びと

の心構えを要約しています。あるマンションを買

うのに、あるいは最近では新しい切手セットを買

うのに夜通し行列するという不思議な現象がみ

られましたが、これなどはそんな心構えから出た

行動の良い例でしょう。もっとわけのわからない

例は、可能な最短期間に建設プロジェクトをお成

せよ、あるいはそもそも不可能な締め切りに間に

合わせよというフ。レッシャーです。建物のひとつ

、浜

の階を5日間で完成させられるときには、その発

注者は4日間でやれというでしょう。もし4日間

で実施可能ならば、次は3日問、それでダメなら

3日半でどうだという具合になります。そんな土

建業者の力には勝てません。そのプラス面は、い

くつかのプロジェクトでは早期完成のボーナス

支給、反対に予定どおりに完成しないと遅れた1
日ごとに罰金を払う(筆者W o n g氏の知る限り

では、ペナルティは5万から 170万香港ドル)。興

味深いのは、多くの建設プロジェクトがプロジェ

クトの開始日に関係なく、 1997年7月前の完成を

めざしている点です。

建築や生産のすごくゆとりのない計画は、確実

に労働安全衛生のためになすべきことを妨げま

す。建築規模に対応する財源が安全衛生に投じら

れないだろうことは言うまでもありません。安全

衛生に配分されるのは、“最少の投下で、最大の成

果"原則の借用ぐらいです。成果が最大になるか

どうかは二の次で、確かなのは投下を最少にする

点です。雇用主は、また申し上げますが、ほんのわ

ずかの自覚的な人たちを除いて、いつも“それは

法律で決められているのですか"と聞くでしょ

うロ幸いにも香港では、最近 1 0年余の間にとても

たくさんの安全法の改善が行われました。その主

なものを挙げてみますと、次のようです。 (i)工

場、産業事業所(安全主任および安全監督者)規則

1986年 (Facto口 es& Industrial Undertakings

(Safety officers and Safety Supervisors)

Regulations 1986,以下、同規則をF & I Uと略す］

この規則には数ある条項の中にたとえば次の

ような条項があります現場で200人以上の雇

員を雇っている建設会社はどこも登録された安

全主任を雇用する必要がある(この雇用規模は

1995年に 100人以上の雇員と改定された),(i i)

F&IU(改正)条令 1989 労働安全衛生について

労使に課した包括的な義務を述べた条令。はじめ

て違反者への禁固刑の刑罰が導入されている。

(iii)F&IU(起重機械および装置)(改正)規則1993

起重機械および装置は有資格の専門技術者に

よってチェックされ、試運転されなければならな

い;クレーンのオペレーターは免許が必要,そ

安全センタ情報j 9 9 8年j.2月号 9
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書昌司「職業安全健H康週jのイベント ゲムやクイ;;:II!式で労働者にカぎらず親子連れなどの入場者も参加できる工夫
写真lま理築費室、他に造船電子部晶、V D T作業、化学物質管理等々のたくさんのブスがあった.(1997.11 23)

して、どのクレーンにも自動安全荷積インディ
ケーターが備えられていなければならない。(iv)
F&IU(改正)条令 1996 :政庁労働部の最高責任

者(コミッショナー)には、従業員を危険におとし
入れた事業主に対して改善通告あるいは操業停

止通知を出す権利が与えられた。おそらくもうひ
とつ追加しておくべきなのは、労働安全衛生法案

でしょう。この法案にはいくつもの新しい条項が

入っていますが、その中に危険と安全の審査を必

須とする項目が入っています。
不確かな未来と長期的な展望の欠如は、難破船

からは最後の1セントも拾い上げるという香港

社会の哲学と結びついて、ほとんどの雇用主が彼
らの従業員の安全衛生について見かけだけでは

なく、本当の関心を持つのを妨げています。 1993

年にあった 13人が死亡した吊り上げ台(ホイス
ト)事故や1996年に労働者と技術者6人を転落死

させた作業用プラットホ←ム事故のような悲劇

的なケースがあるにもかかわらずです。雇用主が

しそうなのは一番良くとも、安全規則に従うこと
であって、そのアフ。ローチは従業員を守るという

よりもむしろ消極的な自己防衛的なものです。雇

用主のそんな姿勢はたしかに従業員たちにも知
られていて、彼らは1997年への見通しも同じで、

雇用主には完全に失望しています。したがって、
従業員も、“最少の投下で最大の成果"あるいは

もっと正確に言えば、“最少の努力で最大の収入"
という主義を実践する点において、雇用主に次ぐ

2番手ではありません。彼らもその点では同じで

す。だから、労使の労働安全衛生努力はすっかり

合わせても最低になります。わたしたちは、そん

な安全衛生プログラムからなにが期待できるで
しょうか。重層的な下請構造で稼働する建設業界

では、状況はさらに困難です。ある元請が安全衛

生の改善を望んだとしてもむずかしい。下につい

ている小規模の下請は、作業編成もあまりよくな

く、現場は流動的なのだし、安全衛生についての
訓練はほとんどされていません。そうした下請の

標準以下の安全衛生慣行によって、元請の改善願
望は大いに妨げられてしまうからです。

しかし、 1990年代のはじめに、香港の最大の雇

用主である政庁が、土建業者の安全共捕の遂行を

よりきびしく管理する手本を示しました。年間に

約3万4千のアパート建設を管理する住宅供給部

(The Hosing Department)は、 Performance

A s sessment Scoring System (p ASS)の中で安全

衛生のために予算の2 0 %を当てるようになりま
した。住宅供給を除くすべての公共事業に責任を

持っている公益事業部内lorks Branch)は、彼ら
の土建業者に対して、総括的な安全管理プログラ

ムを具体的に提示していますし、最近は“Payfor

Safety"計画をはじめました。土建業者とその下

で働く人たちに、より高い安全衛生水準を達成す

るようやる気を起こさせることの重要性は、他の

大きな雇用主、たとえばガス、水道、電気のような

公益事業をしている会社によっても認められて
いますoよく知られているプログラムのいくつか

を挙げてみると、中国電力( C h i n a Light & 

Power)が実施している、 5つ星安全衛生システム

とより広範囲かっ総括的な無災害管理システム
(I ntegrity Management System) ;大量輸送鉄
道公団( M T R C )の安全遂行計測計画は、“安全マ
イルストン'を中間報酬注 4) につなげています。

これらはすべて、最近の香港における建設の安全
水準の著しい向上に寄与しています。

労使双方が、“最少の努力で最大の収入"をとい
う姿勢を持つ両者の緊張関係は、 1997年の影響

によって先鋭化されながら、労使間¢言頼と責任
の分担を徐々に損なってゆきました。雇用主は従

業員の訓練や能力開発にこれまで以上に積極的

でなくなり、一方、従業員もしんぼう強く職務上

の昇進を待っていられなくなっています。若者た
ちは仕事をしじゅう変えていないと、仲間に後れ

をとったと感じています。 1990年代に香港の新

空港の建設がはじまってから、安全の実務担当者
はたいへん引く手あまたです。桂5)仕事を渡り

歩くのがとても一般的になって、わたしたちはひ

とに逢うときはいつもお互いの新しい仕事を間

かなければならぬようになりました。わたしたち
の日常の挨拶は“ゃあ、元気 (Hi,how are you ?)"

ではなく"ゃあ、いまどこで働いているの (Hi,

where are you ワ)"、あるいは、“元気にしてる

(How are you getting alongワ) "ではなく"なに

をやって収入を得ているの(What are you getting

つ)"と言わねばなりません。

労使関の消え去りつつある信頼と責任の分担

は、移民の流れによってさらに拍車をかけられて

います。雇用主でも豊かな人たちは、移民のより

良い機会を持っています。被雇用者でもある国が
必要としている知識や技能を持っていれば、彼ら

にとって移民はそれほどむずかしくはありませ

ん。あまたのボスが突然いなくなる、あるいはあ

なたの音E下の誰かカ可士事のせいではなく、彼また
は彼女の輝かしい未来のために、明日辞めるかも

しれない、しかもそれがいつになるかあなたには

わからないという状況を想像してください。あな

たはなにか長期的な仕事や経営目標、あるいは
個人の能力開発プログラムに専心できますか。ひ

とりでなにか安全衛生の戦略を実施しようとし

ますか。しかし、ある人たちはいぜんとして金も

うけには一生懸命になるでしょう。香港には
S弘田阻Nと呼ばれる新しい階層がおります。
1997年のために生まれた典型的な人たちです。中

国語と照合しながら説明しなければなりません。

S B屯C E M E Nは中国語では「太空人Jです。最初
の漢字「太Iは妻、 2番目は「あいている」、 3番目は
「男 J03つ合わせて、「太空人」は「妻のいない男Jの
意味になります。こう呼ばれている人たちはたぶ

ん次の3つのうちのどれかです。 (i)移住した国か

ら帰ってきている人、(ii)移住しようとしている

国に断続的に住む状態の人、(iii)家族を先に移住
させ、いずれ後を追ってゆく人。どのケースも、“移

住している家族のためにできるだけ早く、できる
だけたくさん江金をかせぐ"という役割は同じで

す。あなたはこうした人たちから安全衛生につい
てどれほどの期待ができるでしょうか。ついで

に、彼ら自身の安全衛生も「太空人Jの生活で影響
を受けているのではないでしょうか。これは心理

学者、生理学者、社会学者などにとってかっこう

の研究課題となるでしょう。
1997年のゆえの、上層階層の男と女、専門職と

経験豊かな労働者、そして熟練工の出国は、「頭脳

の流出」という用語によって最も良く表現されて
います。その出国は人事方針の改訂によって流れ

をスローダウンさせるか、逆向きにしようと試み

ている人事担当者たちにとってずうっと頭痛の

10 安全センター情報1998年 1.2月号 安全センタ情報ig9a年 1'2月号 11
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タネになっています。推定するところでは、最良

の人たちが去ってゆく、それで、あとに誰が残さ

れるのでしょうか。註6) この頭脳流出と安全衛

生実務の質的低下とが相互関係ありとする明確

な証拠はないにしても、数年前のクレーン事故の

増加はクレーンの経験豊富なオベレーターが移

住してしまったせいではないか、とわたしたちに

考えさせました。最近のビル解体現場での大きな

事故の増加も、経験豊かな作業計画者と監督は移

住してしまったのではないか、とわたしたちに同

じような理屈をもって考えさせています。実際問

題として、香港では技術者、プロジェクト・マネー

ジャー、監督、職人の親方たちがますます若くな

りつつあります。だれもが短期間のうちにより高

い地位(それはより高収入を意味します)を求め

て努力します。そして頭脳流出は、より高い地位

を求める人たちにすばらしい機会を与えていま

す。そう、香港はいぜんとして才能ある人たちの

土地です。しかし問題は、彼らが安全衛生の仕事

のための訓練を十分に受けているかにあります。

彼らには安全衛生を実施したり、管理したりする

資格があるのでしょうか。

安全衛生研修の大きな需要に応ずるために、こ

れまで以上にたくさんの研修コースが用意され

るようになりました。実施主体は、職業安全健康

局( O S H C ) 、建設業研修事業4農関(CITA)、大学と

その他の機関注 7)です。大会社は社内の安全研

修プログラムを開発したり、内容充実をはかって

います。労働者の安全研修という点では、香港建

設業協会が研修と研修指導者の質を標準化し、研

修を受けた建設労働者に証明書を与える“グリー

ンカード"制度注8) をはじめています。この制

度は、建設業界の高まるニーズに応えかっその法

的な必須事項の水準を上げるのにあずかつて力

を発揮しつつあります。安全衛生の学術教育で

は、香港工科大学がホークスベリの西シドニー大

学と提携して、応用科学(安全管理)の修士号につ

ながるような卒後研修の計画を発足させました。

出国と結びついている到着、香港への新しい移

民と輸入労働力。新しい移民は、中国本土との国

境を越えた結婿や家族の再結合の結果であり、一一

方の輸入労働力はいろいろな産業での労働力不

足状況を解消するための労働力の輸入計画です。

労働力不足は、次のふたつの主要原因のためで

す。(i)香港経済が製造業から“煙のない産業"す

なわち金融業、サービス、不動産、観光へ移行した、

(ii)若い世代の教育水準が高くなって、工業労働

につきたがらなくなった。新しい移民と輸入労働

力は、適応、意志疎通、協調の点で問題があります。

安全衛生の点でいえば、これらの問題は、彼らの

国と比較したときの作業ベースの違い、安全衛生

のやり方と基準の違い、日常の操作や安全研修に

関連した言語能力、それに危険な状態や危険行為

の報告をしたがらない等です。

ほとんどの発展途上国では、安全衛生より環境

保護が優先されています。 Sを産業安全、 Hを産業

保健、 Eを環境保護をあらわすとすると、香港で

はE - S - Hの順をとりつつあるようです。労働

安全衛生保護は1955年にはじまり、 方、環境保

護は1 9 7 7年にはじめて問題になったのにです

(政庁に環境保護部が設立されたのは 1986年で

す)。パラメーターのひとつとして、香港政庁に

よって安全衛生と環境保護に割り当てられる予

算をみると、労働部の安全衛生のための予算額は

1995年に 155.3百万香港ドルなのに対し、環境部

予算は19巧年に1,5 3 8 7百万香港ドル。とこには

同年の廃棄物処理と投棄サービスの予算額

1,211. 5百万香港ドルがふくまれていません。実

際には、同年に他の政庁部門によって環境保護と

それに関連する教育の目的で、さらに5,882.91百

万香港ドルが使われています。

環境保護の長期的な効果と利点は、過小評価す

べきではありません。しかし、香港の安全衛生は、

その基準をより受け入れられるレベルまで引き

上げてゆく力をつけるために、緊急にもっと多く

の予算を必要とする状態にあります。環境保護の

ための年間予算のほんのわずかでも、たくさんの

建設労働者の命を十分に救えるかもしれないの

です。そのなん人かは廷酸粉じん、排気ガス、泥水

と騒音に充ちた地下穴の霧の中でいまも窒息し

ようとしているのです。目前の重大事よりも将来

にわたる環境問題が焦点となっているのは、 1997

年の影響だったのではないかとする考えにわた

したちを傾かせてゆきます。

以上に述べたすべては、香港の安全衛生に対す

る1997年の影響のいくつかを明らかにする試み

です。それは、なぜ香港が非常に多くのすばらし

い業績をあげ、しかし安全衛生でも確かに改善は

なされたのですが、その発展に見合うものではな

いことを説明する助けになります。しかし、香港

の人びとによって安全衛生についてほとんどな

にもなされなかったなどという印象を与えるべ

きではありません。実際に最近 1 0年間は、香港の

安全衛生の実務にたずさわるものにとって、極め

て魅力的なときでtした。わたしたちは次のような

事実をみています。香港社会の安全衛生について

の全般により高い関心、より戦略的で総括的の安

全法、向上した安全装備と器具、より安全訓練を

受けた技術者、管理者、監督者、そして労働者、安

全衛生専門職の発展(現在、香港には少なくとも

7か所の労働安全衛生の専門機関があります)。手

短かに言って、わたしたちはいま、これから先の

10年に労働者保護とその自覚的取り組みのより

高いレベルを達成するためのこれまでよりす、っ

と立派な備えになっているのです。

1997年は、もはや香港の人びとにとって想像

ばかりのものではありません。わたしたちはいま

1997年に生きているのです。ただ考えるばかりな

のではなく、新しい廃史の第1頁を書くことに積

極的に参加しつつあるのです。従来の不確かなも

のは徐々に行ってしまっても、新しい不確かが

やって来るかもしれません。しかし、違いはある

でしょう。香港は、ずっと平等になるべく、より思

わせぶりでなく、もっとつり合いのとれた、より

健全な方法で発践するだろうという点です。香港

の人びとにとって本当に長期的の利益へ到達す

るためのより車邸哉的な途は、その将来に向かって

の全体計画の中で香港政庁によって採択される

でしょう。労働安全衛生は、その戦略の鍵となる

構成要素のひとつです。

注 1) 職業安全健康局(Occupatonal Safety &
Health Counci l)は、 1988年に政庁によって設

立された政庁労働部の外郭団体であって、中国

語で「局」となっているが、日本でいえば中央労

働災害防止協会に似ている。地域社会の労働安

全衛生に対する関心を高め、理解を深めるこ

と、安全衛生の最新技術の応用推進、安全衛生

の教育・研修の実施、相談サービス、そして働く

人たちのためより高度の安全を普及させ、健康

水準を促進するために、政労使、関連専問機関

の問の協調と交流の役を果たしている。

注 2) 労働安全憲章(O cc upa ti on al Safety 

Charter)

産業現場の安全は、労働部とO S H C、それに

労使がそれぞれ役割を持ち、協力し合って立ち

向かうことによって実現することを明示した

憲章である。職場の安全のために労使がなすべ

きところに力点があるようにみえ、理想的な考

えを述べているだけで、強制カはなく酌庁や使

用者の責任回避だ、とする批判も強い。しかし、

そもそも「憲章」とはそんなものであって、 Iで
ふれたように労使参加の安全への取り組みを

促めている点を活用した方がよいのだろうと

思われる。これまでの労使のありょうを引き継

いだかたちでの批判をするばかりでは、現状の

改善にはつながらないだろう。そんな点を香港

の労働安全衛生のNGOの人たちと話し合って

いるところだ。

注 3) 政庁の公議事業部と住宅供給部のプロ

ジェクトの安全対策の実施状況を審査する者

を指す。その資格認定は、T h e lndependent 

Safety Audit Scheme が行い、認定された安全

審査員はO S H Cの管理下でその業務を行う。

注 4) “Safety Milestones"は、(おそらく香港

新空港と香港島および九竜を結ぶ)鉄道建設に

ついて、事故なしで完成された区間に支払われ

る全体完成前の報酬金のようである。

注 5) この文章は、前後の文章と直接関係ないよ

うに思われる。

注6) ここの文章は、“T h e best (s中>posedly)
are away,wh o are left behind then ?" 0 ( )内
の語は「推定するところ」と訳したが、わたしの

知るかぎり優秀な人がたくさん残っている。
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羽/ong氏も当然承知していて( )の語を入れ

たのに違いない。一方、彼は出ていった人たち

も責めてはいないようにみえる。自然体のフト

コロの深さを感じさせる。

注 7) 労働部直轄の産業安全訓練センター

(lndustrial Safety Training Centre)もある。

O S H Cと同じく事故防止と安全管理の研修(あ

るいは訓練)コースが用意され、半年ごとに全

コースが予告される。研修は通常は広東語で行

われ、必要に応じ英語のときもある。基礎産業

事故防止コースー3日、建設安全コース 3目、

手動荷扱い・持ち上げコース 1日とといし車

安全コース 1日には全参加者に出席証明が出

される。その他にも13のコースがある。受講は

無料である。研修内容および対象でO S H Cと
の調整が行われているようであり、O S H Cの方

では一般向けの公開講座も多い。

注目) “Green Card" Systemは、建設労働者に

1日7時間の安全研修を行って証明書(これが

グリーンのカード)を渡す。このカードを持た

ぬ人は建設業で働けないようになっている。

カードは3年ごとに更新しなければならない。

x x x
なお、労働部(Lab仁ur Department)での安全衛

生の法施行は、 a)労働安全課(Occupational

Safety Devision) 、b)職業保健課 (0. Health D.)、
c)高圧装置課 (p 回目ure Equipment D.)によって

行われている。 O H Dは、労働医学ユニット( 0
Medicine Unit)と労働衛生ユニット(OHU)にわ

かれ、前者の産業医と産業看護スタッフが健診、

職業病調査、被雇者補償条令にもとづく被災労働

者の医学審査面接を行う。 O H Uの労働ハイジニ

ストは、産業環境の物理的、化学的、生物的有害要

因の発見、評価、制御する。 1994年にO H Uは

2,060か所のフィールド調査を実施したという。

国

1997年11月22-24日まで、香港の労働安全衛

生のN G Oグ凡ープとの話し合いのために香港に

行った。出かける少し前の連絡だったにもかかわ

らず、 O S H Cの人たちと中文大学医学部の労働衛

生研究者とも逢えたo短い時間だったが、よい話

し合いができたと思う。香港は7月1日の中国へ

の返還以降も表面的にはなにも変わっていない

ようだが、安全衛生の面では北京や広東の行政官

や研究者との交流が非常に活発に行われていた。

それが香港にとってどんな意義があるのかとの

問いには、はっきりした返事は聞けなかった。労

働部はいま、日本企業ヤオハンの倒産で、香港1 0
底、マカオ1庖で働いていた約3,000名の従業員

の失業対策でおおわらわだそうだ。日本¢進出企

業といえば、 l年半ほど前には見かけなかった別

府ラーメンと称するチェーン底が香港人の問で

大人気になっていた。ひとつの庖舗の前を車で

通ったが、「地獄ラーメンjなどという文字が見え

たから大分の別府ゆかりの腐なのだろう。もとも

と香港の麺はねじれていて固く、日本のラーメン

とはまったく違う食べ物だから、新しい日本食の

ひとつとして迎えられているのだろう。

ホテル代が日本人と中国人では2重価格に

なっていて、日本人からは3倍もとっているホテ

ルもあり、そのため日本からの観光客は激威して

いるという話も聞いていたが、九竜側の繁華街は

相変わらず日本からの買物客でにぎわっていた。

ところどとろに中国国旗・五星紅旗を見かけるの

が違うぐらい。下町へ行けば道路わきのよしずの

下でマージャンをしている人たちがいた。

これまでアジアの労働安全にかかわるN G Oグ

凡ーフ。は、香港を軸にネットワーキングを広げて

きた。その核となっているキリスト教関係団体の

傘の下にいる香港の人たちは、国際的な舞台でも

活発に活動してきたい彼らへのアジア諸国の活

動濠の信頼は厚い。彼らのうちのひとつの団体が

出している機関紙(英文)に掲っているあるルボ

ルターシ、ュは、中国の地方政府の腐敗ぶりを告発

している。そんなのもまだ発行できている。ある

いは、そんなことはすでに誰でも知っていて、あ

えて隠すほどの問題ではないせいか。ともかく、

香港とはこれからも積極的に交流をすすめてゆ

きたい。アジアのために、そしてわたした 阿甘胃

ち日本のために。 嗣J..I.OII

JI!)
(/)本':Jトワ- ! ｝づくり

1997年5月10-13日、タイ目バンコクで、「ケダー火災を忘れるな 労働安全衛生、労働者

の権利、産業災害被災者の権利を発展させるためのアジア地域ワ クショッブ」が開催さ

れた。残怠ながら、日本からはこのワ クショッブに参加者を出せなかったが、最近、このワー

クショップの報告書が届いたロここでJ労災被災者の権利のた佐のアジアーネットワーク(下he

Asia Network lor the円ights 01 Occupational Victims)Jが発足し、その機関誌第1号

iOccupational Salety and Health ,Ri 日htsJ(Nov 1997)ち発行された。合わせて、ネット

ワ クと同名の今後2年間にわたるプロジェクトが提案さtLこれへの参加と意売を求めら

れている。以下にブ口ジ工クトの提案を紹介レ、別楕で、ワ クショップの報管およびタイと

中国のレポ 卜を紹介する。プロジェクトに苅レては可能な限り積極的な提案を行い、 1998
年12用に予定される第2ロワ クショップが実り多い色のとなるようにしていきたい。

プロジェクトタイトル

>

産業災害被災者¢権利のためのアジア・ネット

ワーク (The Asia Network for the Rights of 
Occupational Yictims)
<@膿団体 >

工業傷亡権益曾(AR I A Y '香港)、香港キリス

ト教産業委員会(CIC・香港)、女生の友( F O W '

タイ)、アジア・モニター・リソースセンター( A M
R C .香港)、職業病被災者連絡会議( C O D S N '

タイ)、労働安全衛生研究所 ( IO H S'スリランカ)

(.プロジェクト期間

>

1997年9 月 ～1999年8 月

<@概要 >

1993年5月10日、タイの香港資本のケーダー

玩具工場の火災によって、 189名の労働者が殺さ

れ、 469名が重傷を負った(1996年1・2月号参

照)。これは、タイの歴史上最悪の産業災害である

と同時に、また、世界でも最悪の産業災害のひと

つであった。

事件後のキャンベーンのなかで、タイと香港の

いくつかの労働N G O、コミュニティ団体、労働者

支援組織は、ケーダーの労働者と家族たちへの補

償を要求し、労働者の安全と健康を守る権利を発

展させるための、共同の取り組みを展開するよう

になった。このキャンベーンを通じて、アジアに

おいて、さらなる情報の交換、経験と専門的知識・
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技術の相互交流、および、アドボカシー (advo

cacy 、提言・情報発信)・教育 (education)活動の

緊急の必要性があることが明らかになった。

1996年1月、工業傷亡権益曾 (ARIAV)が組織

して、香港において、産業災害被災者グループの

国際会議が開催された (1996年3月号42頁参照、

日本からも参加した)。産業災害被災者、労働者

組織の代表など、 8か国から合計26名の参加者が

この会議に出席した。この会議は、産業災害被災

者の車邸量化と労働者の教育・トレーニングの取り

組みの経験を分かち合うのに役立つた。

1996年1月の会議のフォローアップを行うな

かで、アジア地域において激増しつつある産業災

害に対する取り組み(challenges)に応えていく

体制をつくりあげていくことの必要性が痛感さ

れた。そうした挑戦に応えていく方法、および、ア

ジアにおける労働者の安全衛生に関するアドボ

カシー・教育活動を強化していく緊急の必要性

について討議するなかでまとめられたのが、以下

の提案である。

c.目的 >

1. 1998年12月に、労働者の安全衛生のための

アドボカシ一、産業災害の防止、産業災害被災

者σ権利、に関するアジア地域ワークショップ

を開催する。

2 アジアの労働者健康センターおより他の労

働NGOによる、労働安全衛生に関する行動

(activities)と計画 (programm回)を強化し、ま

た、産業災害被災者の権利のための組織化と計

画の形成を促進する。

3 労働者の相互訪問、学習ツアー、文書・情報

の交換、および、労働者の安全衛生に関する報

告・最新情報の翻訳と配布を行う、地域ネット

ワークをコーディネイトする。

4 多国籍企業に、そのジョイント・ベンチャー、

子会社・下請会社で発生した産業災害に対す

る責任を果たさせるための取り組みを強化し、

また、産業災害に関する最新情報についての調

査・報告、アジアの開発途上国の労働安全衛生

についての情報のモニターを実施する。

ぐ・プロジェクトの意義

アジアの高い経済成長率の持続は、労働者の生

命の犠牲の上に成し遂げられている。急速に産業

化を達成したマレーシア、タイでは、 1991年に

1,日 ～O名の労働者当たり、各々 25名、 38名が産業

災害の被災者になっている。この地域では一般的

に、製造業・建設業において、多国籍企業とその

子会社・下請会社による国際労働基準と労働者の

権利の侵害の結果として、産業災害発生率のすさ

まじい上昇がみられる。様々な手段によって、こ

れらの多国籍企業は、開発途上国における労働安

全衛生基準に関する規制の不備を悪用している。

多国籍企業が所有する労働現場における重大

な産業災害の例として、以下のようなものがある。

1984年、4,000名の人々が殺され、5万名が重傷

を負った、インドのユニオン・カーバイドの大

惨事(1996年1・2月号、 10月号参照)

1993年、 189名の労働者が死亡し、 469名が負

傷した、タイの香港資本のケーダー玩具工場の

火災事故(1996年1・2月号参照)

一 (1993年、 ) 87名の労働者が死亡し、 100名を

超す負傷者を出した、中国南部の香港資本のジ

リ玩具工場の火災事故(同前)

- 1 9 9 3年、労働者のなかで13名が死亡あるいは

ひどい痴丙にかかった、タイ・ランプーンの日本

資本の電子工場ι化学廃棄物による河川の汚染

事故(1995年1・2月号、 1997年1・2月号参照)

最初は日本で使われ、韓国に輸出された源進

(レーヨン)の“殺人"紡績マシーンは、 (韓国で)
540名の労働者を職業病(二硫化炭素中毒)に羅

患させてから、中国に輸出された (1994年2月

号、 10月号参照) 。

- 1 9 9 7年2月、ベトナムの香港資本の Keyhinge

玩具工場で、有害物質に曝露して220名の労働

者が被災した。

1997年3月、フィリピンの台湾資本の被服工場

-VTファッションで、ひとりの女性労働者が、

長時間労働による働き過ぎで死亡した(注 5

人の子供を持つ35歳の女性労働者が、割り当て

制度 (system of quotas)のもとで毎日 14時間、

加えて毎日曜日にも8時間の労働を続け、 1 1 8
間入院した後死亡したという事件。病名は不詳)

ケーダー火災の被災者の補償を求める闘いの

経験は、異なる国々の関係するグループが連帯す

ることの重要性を明らかにしている。ケーダー玩

具工場が香港企業に所有されていたという事実

は、香港の関係するグループを刺激し、タイの労

働者・被災者のグループを支援して、香港とタイ

の共同キャンベーンを組織するようになった。こ

のような連携とネットワークは、多国籍企業の操

業で産業災害発生率が増大していることを考え

ると、より強化していく必要がある。

アジアのいくつかの先進国のローカル・グルー

プの問では、多国籍企業や政府に対して、労働者

の権利を保護する方策を採用させるために共同

して圧力をかけるという点で、すでにネットワー

クが形成されてきている。このネットワークに

は、呑港、日本、韓国、台湾、およびタイが含まれる。

(香港の)工業傷亡権益曾 (ARIAV) は、産業災

害の被災者とその扶養家族たちが協力しあって、

自らの相互援助を促進するために、 1981年に設

立された。テレフォン・ホットラインのような地

方の被災者に対するサービス、カウンセリング、

家庭訪問、医療機関との定期的な話し合い等のほ

か、 A R I A Vは、判交と労働現場での労働安全衛生

に関する教育プログラムの実施、および、立法府

や労働部に向けた規則の改正や労働安全衛生・補

償、産業災害被災者への支援サービスの改善を求

めるキャンベーンの企画を行っている。アジアで

操業する多国籍企業の多くが、その本社を香港に

おいていることから、 A R I A Vが、アジア地域にお

ける取り組みに関わるようになったのは自然の

成り行きであった。 A R I A Vも参加している最も

重要な取り組みは、玩具の安全な生産のための連

合、および、タイ・ケーダー工場火災の被災者たち

の支援活動である。

19守口年に、台湾の労働安全衛生センター(敬仁

勢工安全衛生j服務中心)のスタディ・グ)L一プが、

A R I A Vと同様の組織を台湾に設立するために、

A R l AVを訪れたロA R I A Vは、台湾で中華民国工

作傷害受害人協曾(AVOAD)が設立されるのを

援助し、その後も親密に連携を取り合っている。

ターゲットとするグループ個人

>

このプPロジェクトは、このようなグループが協

力し合って、労働運動家や労働者の権利に関わる

活動家たちの間で、専門家や医師たちによるアド

ボカシー・労働者教育も含めた複合的戦略、およ

び、安全衛生、法的基準その他の専門領域のより

深い理解、を発展させることになるだろう。その

ために、このプログラムのなかで着手される行

動・計画は、以下をターゲットとする。

*請負労働者、家内労働者、移住げ本国人)労働者

を含め、労働者の教育・トレーニングに直接関

わる労働運動啄および労働者支援グ)1.--プ
*労働安全衛生組織およじ被災者グループ

*労働者の権利に関わるアドボカシー・キャン

ベーングループ

*産業災害によって著しい影響を受ける地域住

民および産業災害の家族たちを支援するコ

ミュニティ組織

たしかに建設産業には多数の男性労働者がお

り、男性労働者の権利は長い間われわれの関心

(の中心)であった。しかしながら、アジアの開発

途上国における多国籍企業の国際化にともない、

多数の女性労働者が多国籍企業によって雇用さ

れ、また、被災するようになっている。今後、われ

われは、女性労働者の権利のための闘いに層の

努力を払うことになるだろう。タイの経験は、そ

の実例である。くわしくは、 25頁の別掲記事を参

照されたい。

そこにもあるような、被災者グループに対する

支援や専門家の関与そι他は、非常に重要なこと

である。

ぐ@プロジェクトプラン

1 .アジア地域ワークショップ

5月10日は、 1993年のタイ・ケダー玩具工場

火災事故の記念日である。タイの労働グループや

NGOの努力と香港の玩具の安全な生産のための

連合の支援によって、 1996年に、タイ政府によっ
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て正式に、 5月10日が労働安全衛生に関する国民

の記念日 (National D ay)とされた。 1997年は、こ

の国民の記念日の最初の年であった。タイおよび

他のアジア諸国の労働グループからの提案に

よって、われわれは、ケーダー火災記念日に合わ

せて4日間のアジア地域ワークショップを開催

した(次頁以下にその報告を紹介入第2回目は、

1998年 12月に開催される予定である。

1998年のワークショップも再び、労働者の権

利に関わるアドボカシー・グループ、労働組合活

動家、労働安全衛生・災害予防の専門家、労働者支

援センター、労働弁護士、パラ・リーガル労働者

支援組織、被災者グループや人権グ)v-プ等々の

協力によって実現していきたい。とくに、労働者

の安全と健康を保護し、産業災害を防止すること

が、すべての労働者にとっての基本的な権利とし

て重要であることを強調しておきたい。

より重要なこととじて、このプロジェクトの今

後の取り組みの内容を、ワークショッフ。において

評価・検討する。

2 相互訪問プログラム

相互訪問プログラムおよびワークショップで

は、現場訪問と経験の共有を通じて異なる国の労

働安全衛生に関する状況をより深く理解すると

とができるように、討論と参加者自身が実体験を

するプログラムが必要である。相互訪問プログラ

ムを実施することによって得られるであろう結

果は、次のとおりである。

*キャンベーン戦略およびアドボカシー活動組

織化の経験の交流

*多国籍企業関係のキャンベーンを促進するた

めの、異なる国々の関係するグ)(ープの問での

行動のコーディネイト

キNGOの訪問、調査研究、モニタリング活動の

コーディネイト

キ異なった国々の被災者グループから報告され

るカントリー・レポートを通じた最新情報の

提供

*異なった国々の安全衛生基準、監視体制や慣習

に関する情報の普及

3.. 能力の確立と教育

アジアのいくつかの国々の労働者組織、労働安

全衛生センターは、産業災害被災者の組j織を確立

することによって産業災害被災者に対する支援

能力を確立すること、および、これらの関係者を

参加させることによって現在の安全衛生プログ

ラムの質を高めること、を求めている。

*アジアの開発途上国における産業災害被災者

の権利のためのグループの組織化を促進する。

*被災者の結集、補償のための闘い、一般公衆に

対する教育キャンベーンの組織化の経験を分

かち合う。

*労働者の権利と産業災害被災者の権利に関わ

る団体のアジア地域におけるネットワークの

基盤を提供する。

*安全衛生関係の専門家、労働弁護士その他によ

るトレーニングの機会を発展させる。

4. 調査および報告

調査・報告プログラムでは、アジア地域におけ

るアドボカシー・教育活動を支援するための最

新の情報、分析、教材を提供する。合わせて、産業

災害・安全衛生問題に関するデータや文書を収

集し、また、特定の固または産業における労働者

の安全衛生問題についての理解を深化させるた

めの、今後の包括的なレポートを準備するための

調査旅行も企画する。さらに、収集されたすべて

の情報は、情報交換の効率を高めるために、異な

る言語に翻訳される予定である。

調査・報告プログラムには、以下のことが含ま

れる。

*産業災害の事例および傾向

*アジアの様々な国々における労働安全衛生の

状況

*特定の産業、化学物質、職業病についての情報

キ労働安全衛生に関する情報の乏しい特定の多

国籍企業についての情報

*キャンベーンおよびアドボカシー活動の分析

*オーディオ・ビジュアル・マテリアルの 阿～

製作 魁よ岨

産業災害磯災者的権輔のための
アジア地域ワークショップ

199 7. 5.1 0-1 3タイ・1'¥ンコク

1997年5月10-13日のタイ・バンコクにおける

アジア地域ワークショップは、香港のアジア・モ

ニター・リソース・センター( A M R C ) 、工業傷亡

権益曾(ARIAV)およびタイの女性の友(FOW)

によって組織され、 O X F A M (香港)、アジア太平

洋労働者連帯会議( A P W S U 、カソリック海外開

発基金(CAFOD)および国際自由労連(ICFTU)

がスポンサーとなって開催された。香港、インド

ネシア、韓国、フィリピン、スリラン力、台湾および

タイの、関係するNGO、被災者グ凡ープ、労働組合

の活動家・労働者ら、合わせてお名が参加した。

このレポートは、ワークショップにおける行

動、討論およびアクション・プランのサマリーで

ある。ここには、労働者や被災者が抱えている問

題と困難、政府および使用者に対する闘い、労働

安全衛生と権利のためのキャンベーン、および、

それらの行動を通じての経験、が含まれている。こ

れが、アジア地域ワークショップのたんなる記録

にとどまらず、労働安全衛生問題に関する人々の

関心と自覚、国内、地域また倣界レベルでの労働

者・産業災害被災者の権利および防護基準を引

き上げるために役立つことを期待したい。

@第1沼田(1997.5.10)

ワークショップの参加者たちは、バンコクの

Mercure Hotelで開催された「産業化の犠牲者と

アジアの労働者の闘い」と題したセミナーに参加

した。これは、ケーダー火災4周年を記念して、タ

イのNGOによって開催されたものである。ワー

クショッブ参加者のほか、タイおよび他の国々の

NGO、労働組合、被災者グ) (ープから、 150名近く

が参加した。セミナーでは、タイにおける労働者

の安全衛生の状況と労働者の健康と安全を守る

取り組みについて議論された。

さらに、アロム・ポンパンガン財団 (Arom

Pongpangan Foundation)が、「ケーダ一事件後の

生存者と家族たち」について実施した調査結果を

報告した。この調査は、死亡した各々の労働者に

対して2 0万タイ・パーツ(約7 7 0 U S $)の補償が

支払われたが、これは十分ではないことを明らか

にしている。火災事故で母親を失った子供たちの

多くが、ストリート・チルドレンになるか、麻薬中
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毒になった。タイのNGOは、政府が、事件を引き

起こした原因にもっと注意を払い、予防対策を講

じるよう主張している。この後、ケーダー工場の

元労働者のひとり、Tomtong Pohivu nさんが、

火災の実際の状況について、また、事故以降の彼

女の経験について話した。オープン・フォーラム

の問中、参加者たちは、ケーダー火災の被災者と

家族たちに支援を示した。

トーイ・キャンベーンの最新状況についての紹

介の後、「職業病患者の闘い:労働裁判所から首

相官邸まで」というパネル・ディスカッションが

行われた。タイ職業病・公害病被災者連絡会議

(Counsil of Work and Environment Related 

Patients' Network of T hailand,W EPT)の議長

のSomboom Srikamdokcareさん(アジア地域

ワークショップの参加者のひとり)が、タイにお

ける労働安全衛生キャンベーンの経験を紹介し

た。それから、ワークショップの参加者たちから、

各国におけるキャンペーンの経験の紹介が行わ

れた。例えば、中国のジリ(玩呉工場火災)や韓国

の源進(レーヨン工場の二硫化炭素中毒)のケー

スなどがディスカッションされた。

@第2日目(1997.5.t1)

オムノイ・オムヤイ (Aomnoi-Aomyai)の工業

地帯の中の寺院において、殺されたケーダー労働

者たちを追悼する宗教儀式が執り行われた。被災

者の家族やワークショッフ。の参加者たちを含め、

150名の人々が参加した。数名のタイの参加者が

事件について話し、ワークショップの参加者が家

族たちに連帯のメッセージを伝えた。だいぶ以前

に労働災害でひどい火傷を負った FungKam

m∞nさん(香港)は、自らの体験とケーダー火災

の家族たちへの共感を訴えた。午後、参加者たち

は、ケーダー工場に向かって行進を行った。工場

の元ゲート前で、中華民国工作傷害受害人協曾

( A V O A D )の委員のひとりで自らも産業災害の

被災者である Yang Kuo-chen さん(台湾)は、

タイのNGOのキャンベーンを支持するととも

に、政府は被災者に対する補償を引き上げるべき

だと訴えた。 2名の韓国からの参加者は、連帯の歌

をうたって支持を示した。また、 4年前のケダ一

事件を題材にした寸劇も披露された。

夕方、参加者たちは、被災者グループの「タイ職

業病・公害病被災者連絡会議( W E P T ) Jを訪問し

た。 Somboom さん(議長)と他のメンバーたち

が、彼らのグ凡ープの歴史、活動、財政、および、貧

困フォーラム (Forum ofthe Poor)と協力して 1997

年前半にかちとった小さな成果と合わせて、彼ら

が遭遇している困難についても紹介した。ディス

カッションのなかで、参加者たちは、災害被災者の

補償のための闘いの経験を交流し合った。

・第3日医 (1997..5:12)

タイのNGOが議長を務め、「労働者補償システ

ムjを討議する会議の第1セッションが行われた。

アロム・ポンパンガン財団の Bunditτbanachai-

sethavutさんが、タイにおける労働安全衛生の機

構と補償システムについて報告した。彼は、タイ

は他のアジア諸国と比較して高い災害発生率で

あることを明らかにした。タイにおける労働衛生

の問題は深刻である。監督システムが貧弱なこと

が、その理由のひとつである。タイ職業病・公害病

被災者連絡会議(WEPT)の Somboom さんが、

補償を請求する場合に求められる手続を紹介し

た。それには、①雇用主への通知 (notification) 、

②行政当局への登録 (registration) 、 〔宣医学的治療

および検査、が含まれる。彼女は、労働者が病気に

かかっていると診断してくれる医師をみつける

のが非常に函難だと説明した。

スリランカから参加した労働安全衛生研究所

(lnstitute of Occupational Health and Safety, 

I O H S )のDr. Sunilが、スリランカにおける補

償システムについて紹介した。

第2セッションのテーマは、「被災者グループ

の設立J,Chan Kam-hong さん(香港)が議長を

務め、スライドを使って、了ー業傷亡権益曾( A R I

A V )の歴史、活動と計画について紹介した。被災

者である Fung Kam-moon さんは、 ARIAVと

の関わり合いと、体力を取り戻し困難な状況と立

ち向かうのにA R I A Vがいかに援助してくれた

かというととを紹介した。 1997年7月1日以降の

香港の政治構造の変化によって、 A R I A Vは、政

治グループとしてのレッテルを貼られる恐れを

心配している。そうなると、今後の財政収入にも

悪影響を及ぼしかねない。

午後には、台湾の2つのグループカt議長を務め、

第3セッション「労働安全衛生に関するキャン

ベーンとロビー活動」が行われた。中華民国工作

傷害受害人協曾(AVOAD)の Liu Guan-meiさ

んと Yang Kuo-chenさんが、彼らの団体の歴

史と活動、被災者ーたちについて報告した。台湾で

は、政府による監督の実施が貧弱で、 10年ごとに

1回しか行われない。彼らはまた、被災者により多

くの補償を保証するように、補償法の改正案を提

案したが、立ち向かわなければならない別の緊急

の課題が生じたために、改正の提案は先送りに

なってしまったと説明した。台湾では、一般公衆

の関心を引きつけるような重大な産業災害が起

こらないと、補償法の改正は実現しないのではな

いかと、彼らは予想、じている。

Yang さんは、産業災害被災者としてぶつかっ

た困難について話した。例えば、彼は、事故に遭っ

た結果、孤独、房用上の問題、家族の問題、そして法

律上の問題に立ち向かわなければならなかった。

他の参加者たちは、台湾資本の海外投資や工場

閉鎖について知りたいという関心があった。フィ

リピンから参加した労働者支援センター (Wor

kers Assistance Center)の Enrique F. Bayona
さんは、フィリピンの台湾資本が所有する V.T

ファッションという工場で、最近、ひとりの女性

労働者が働き過ぎで死亡した事件について話し

た。彼は、台湾のグループが支援のキャンベーン

に乗り出すよう求めた。

敬仁労工安全衛生服務中心 (α1ing Jen L a bour 
Health and Safety Center)の Lyou Wan-Iinさ
んと Tsai Chih-chiehさんは、彼らの活動と台

湾のじん肺に被災した炭鉱労働者に対する支援

の取り組みについて報告した。炭鉱労働者たち

は、無料で医療を受けられるが、(金銭)補償は全

く受けていない(1996年 1'2月号参照) 。

オープンディスカッションでは、台湾におけ

る工場移転と労働者の権利について質問が出さ

れた。また、アジアにおける多国籍企業(とりわけ

台湾と韓国)の労働者たちが直面している問題の

深刻さについて、また、労働安全衛生キャンベー

ンのなかで専門家たちと一緒に仕事をすべきか

どうか、などについてディスカッションした。最

後に、様々な問題を解決していくための第1のス

テップとして、情報の交換、ネットワークと連帯

の重要性が強調された。

夕食後、参加者たちは、宿舎でのインフォーマ

ルなディスカッションを行った。フィリピンの

Enriqueさんは、台湾の参加者たちに、V.Tファ

ッションで死亡した労働者のことについてくわ

しく説明し、台湾のグループが地元でどんなこと

ができるか議論した。韓国の YoungMi さんと

LeeJ ai Y u nさんは、タイの参加者たちと、韓国

における社会・労働運動の発展について話し合っ

た。香港の参加者たちとスリランカのD r. Sunil
は、お互いの情報を交換した。

@第4日目(1997.5.13)

香港キリスト教産業委員会( H o n g Kong 

Christian lndustrial Committee,H KCIC)の 

Shek Ping-kwanさんが、トーイ・キャンベーン

の最新の状況について報告し、また、労働条件を

改善するためのアジア地域、各国、地方レベルで

のキャンベーンの今後の戦略について提案した。

参加者たちは、タイの参加者が第1グループ、

N I C s (香港、韓国、台湾)関係が第2、rislande四(ス

リラン力、インドネシア、フィリピン)Jが第3とい

うように小グ)V~プにわかれて、今後2年間のア

クション・プランについて、さらに突っ込んだテー

イスカッションを行った。午後には、全体会議で、

3つの各グループ。の報告を行った。起草されたア

クション・プランが満場一致で賛成され 町T育

て、ワークショッブは終了した。 仙岨
*その後、整理されて届けられたアクション・プ

ランが、 15頁で紹介したものである。

*以下では、アジア地域ワークショップの報告書

に掲載された各国のレポートのうち中国およ

びタイについて紹介する。なお、香港の状況に

ついては、月JI稿で紹介した (7頁)。
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申 iオる労 要企衛童基準

Shek Ping Kwan
Hong Kong Christ旧nIndustrial Committee ,H KCIC

1 9 9 4年4月、中国政府は、「安全週間Iのなかで

労働安全の改善に引き続き取り組んでいく、と発

表した。このような取り組みは、貧弱な安全基準

のために発生している労働現場における労働者

の死亡あるいは負傷災害が深刻な問題となって

いる状況を解決し、また、今後発生する死亡災害

を予防しようという試みであった。

19 50年代以降、中国は、労働者の死亡と災害に

関して、 4度の上昇期に直面してきた。最初の期間

は、 1950 年代後半の「大躍進Iと呼ばれるキャン

ベーンの期間中に起こり、第2の期間は、文化大

革命後の1974-75年の問、第3の期間は、 1985-86

年の問、中国が建設ブームに入ったことにとも

なって起こった。第4の期間は、 1 99 3年に始まり、

それ以来、労働災害による死亡の発生率は、毎年

平均して2万件にのぼっている(表 1) 。鉱業が死

亡災害の発生が最悪であり(表2) 、石炭産業では、

10日万トン当たり3名の死亡を記録している(ア

メリカにおける該当する率は0.08である)。この

ような高い死亡率にもかかわらず、今日にいたる

まで、労働条件を管理しようとする努力は何ら行

われていない。

石炭省の副長官は、 1 99 7年の第1四半期におけ 

る炭鉱産業の災害による死亡者の発生は 203 名

に達し、昨年1年間の発生件数を上回ったと発表

した。また、安全基準は重大な行き詰まりを迎え

ていることを認めた。とりわけ、地方の村落の中

表1

鉱業死亡災害

1凪蛇未登録炭鉱 1,535

11 ,529 未登録炭鉱 1,652

11 ,945 未登録炭鉱 1,845

小炭鉱では、違法あるいは未登録の炭鉱がはび

こっており、その状況は悪い。そのような炭鉱で

は、年間死亡者数は合計で4,。 0 0 名を超える。 19

9 6年末までで、 75,000 の村落炭鉱 (37%) があり、

2 5 ,0 0 0の炭鉱が違法に操業している、と推定され

ている。大規模な鉱区の周辺において、 8,0 0 0 mの

鉱区を持つ違法な炭鉱を含め、 14,4 3 2もの小炭鉱

が操業を行っている。官僚と経済界の腐敗のた

め、違法な炭鉱のおよそ7 0 %は、要求される安全

基準に適合しておらず、適切な管理体制を欠いて

いる。このような炭鉱における年間死亡者数は、

1,5 0 0名を超えている(表1参照) 。

• Norト Stat e Enterprisesの問題

別の災害多発分野は、 N o rトState Enterprisesで 

ある。広東省では、死亡労働災害の7 0 %が外国資

本の企業で発生している。広東一般労働組合 (Ge

neral Union)の公式の発行物に掲載された Nan

fang Gongbao 氏の調査によると、以下のような

ことが明らかにされている。

① 多くι外国資本企業、村落企業、民間企業が、

表2過去3年間に中国の炭鉱で発生した重大災害

年 発生場所 死亡者数
1994年1月 黒龍江省、炭鉱ガス爆発 9 9

1994年1月 湖南省、炭鉱爆発 30

1994年1月 江蘇省、炭鉱ガス爆発 40

I開5年3月 雲南省、炭鉱ガス爆発 32

1995年3月 河南省、炭鉱ガス爆発 40

1995年4月 新彊省、炭鉱ガス爆発 22

1996年6月 河南告¥炭鉱ガス爆発 84

19同年 11月 山西省、炭鉱ガス爆発 114

1997年1月 河南省、火災による炭鉱
ガス爆発

3 1

1997年3月 河南省、炭鉱ガス爆発 86(負傷 12)

1997年3月 河南省、炭鉱ガス爆発 2 1

安全規濯・機構をもっておらず、安全基準を監

督するための専門的あるいはパートタイムの

担当職員を雇っていない。

② 2 0 8の外国資本企業のうち28企業(13.8%)

が、工場の中に、違法な構造物や建築物 (rmany

-into-oneJ構造と呼ばれる)をつくっており、 94

の村落企業のうちの 19企業も、違法な many-

into-one構造であった。

③ 多くの工場が法律や法規制を破っており、職

場で負傷した労働者がしばしば自分で治療費

を支払わなければならず、会社が違法に労働者

から「健康費」を要求しておきながら、補償を支

払わない事例もある。

1 99 7年3月、福建省の喬巷資本の電子工場の寄

宿舎が崩壊し、 35 名が死亡し、 79 名が負傷した。

地方当局は、事件の後に、「構造物は、外国投資家

優遇政策の結果、香港の投資家たちが雇った人々

によって建築されたもので、当局には報告されて

いなかったoこれは悪いことであるjと言った。し

かしながら、この構造物は3年も前に建築されて

いる。事件が起こってしまった場合にだけ、あと

から当局は許可していなかったと言っているだ

けである。

事件が起こってしまってから、当局が、決定を

下すためにと会議を聞かせ、関心を持っているこ

と、原因を調査し、責任者を処罰すると発表し、安

表3中国における建物=構造物の崩壊事故
(1995年～現在)

年 場所 建築物 死亡,負傷者数
1997年
5月

福建
Xingt岨 ng電子工場寄
宿舎(香港資本) 死亡35 負傷アヲ

1996年
12月

広東 日本一中国B aikengアー
チ橋(未完成) 死亡29・負傷6 0

1996年
7月

湖南 解放軍建設中の住宅用
建築物(未完成) 死亡l

1996年
5月

回 )11
7階建て建築物
(未完成) 死亡17 .負傷10

1996年
4月

広東 古い映画館(取壊中) 死亡2 負傷2

1995年
12月

広東
香港投資住宅用建築物

(新築)
死亡7 負傷4

1開5年
12月

山川
『中国建物j Cit y M i anma 

Company本社(未完成) 死亡17 負傷10

1叩5年
10月

福建 発電所の陥没 死亡3

1995年
10月

広東
4階建て建築物
(未完成) 死亡3・負傷5

1円5年
9月

河南 老朽学校(改築中) 死亡8負傷16

1995年
9月

内
蒙古

東洋学校 死亡2負傷57

1995年
7月

広東
Jingguang樟合建設用地

(未完成)
死亡1負傷
18 不明5

全性の再調査を行うことを約束するというパ

ターンはよくあることである。不幸にして、責任

の所在は明らかにされないまま立ち消えになっ

てしまう。それゆえ、悲劇は何度でも繰り返され

ることになる(表3参照) 。

@職業病と健康上の危険

不完全な統計によっても、中国では、3,3 0 0万人

(労働力人口の3 0 % )の人々が、健康に有害な業務

に従事している。村落企業の8 0 %以上が、健康に

危険な産業であり、そのうちの3 4 %近くが、鉛、ベ

ンゼン、水銀等の有害な化学物質を取り扱ってい

る。労働者の約4.4%が、職業病に被災しており、

1. 6%超が被災の疑いがある。湖南省の州(∞un-
ty)当局が、省外に出て働いた後帰省した労働者

6 0 0名について実施した調査レポートによると、
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そのうちの1 1 %になんらかの職業病がみつかっ

ている。深川では、多くの工場で危険な化学物質

を取り扱っており、防護措置や安全基準が不十分

なために、危険な化学物質により病気にかかる労

働者や労働災害により負傷する労働者のケース

が激増している。 10,9 4 2の工場について実施した

深川労働保護監督局の調査レポートでは、5,9 0 2

工場 ( 5 4% )で危険な化学物質を取り扱っており、

347,772 名の労働者(深川の労働力人口の 14.81

%)の健康に悪影響を及ぼしていることを明らか

にしている, 3,108工場は、防護装置をまったく有

しておらず、 4,9 7 1 工場の防護措置は不十分で

あった。 2,0 2 7工場について実施された監督の結

果、 1,30 4工場 (64%) が、環境と労働者の健康の保

護に関して、国の衛生基準に違反していた。

1996年7月、深川の Huikai電子工場の7 6名

の女性労働者が、化学物質に曝露して病気になっ

た。工場は隔離されたが、監督の結果、工場内のヘ

キサンの濃度が通常のレベルの 4.6倍に達してい

ることが明らかになった。経営者は、ヘキサンを

吸入することが有害であることを知っていたが、

労働者には知らせず、何の防護措置も講じなかっ

た。事件の後、この工場は、ヘキサン・ガスを屋上

から屋外に放出し、当局が認めていると言って何

の改善措置も講じないまま、化学物質を使用し続

けている。

辺境地帯の急速な開発によって、じん肺に被災

する労働者は、大躍進の持期を超える数に達して

いる。保健省の推計によると、 19 80年代から 90年

代にいたるまで、じん肺被災者の年開発生件数は

20,000 名(死亡者は毎年5,即日名)であった。今世

紀末までには、この年間発生件数は 30,000 名に

まで上昇し、この疾病による累積被災者数は80万

名に達するだろう。(訳者注別の当局寄りのレ

ポートによると、年間発生件数は 1986 年に 20,

0 0 0件を超えたが、 19 8 7年以降は1万件を割って

いるという。それでも、累積生存被災者数は今世

紀期末に 60 万名に達するだろうとしている。)

危険な化学物質に曝露して重大な症状に陥る

人々は、毎年1,。 0 0 ケースにもなる。そのような

ケースはいまでは累積8,。 0 0名にものぼり、その

うちの6 . 8 %は、危険な化学物質に曝露した結果、

慢性的な症状に苦しめられている。中国では、毎

年およそ9 0万名の人々が悪性腫蕩によって死亡

しているが、約4. 5 % (45,000 名近く)が、職業が

んによるものである。

.補償をめくる問題

中国の法令が不十分、不健康であり、また、法律

の執行に熱心でないために、被災した労働者が賃

金や医療補償を受けようとすると問題が生じて

くる。ひとつの例として、 1996年1月の元旦に起

こった Shengliクリスマス・デコレーション工

場の火災事故では、会社は、故意に医療補償の支

払いを遅らせ、労働者が不利な状況を受け入れさ

るを得ない立場に追い込んだ。同様に、 Huikai電

子工場で化学物質によって健康を害した労働者

の場合には、会社は、ある弁護士がこの労働者の

問題を取り上げるまで、医療補償の支払いを遅ら

せていた。弁護士が工場に要求した後、間もなく、

彼はこの労働者とコンタクトがとれなくなった。

しかし、レイン・アパレルを製造する Dongguan

工場の、 8 0名が死亡した1991年の火災事故の場

合には、労働者のために補償を要求しようという

弁護士はみつからなかった。しばしば、補償が支

払われる場合でも、形式的に、わずか数千あるい

は数百ドルだけということも少なくない。

最後に、中国当局や経営者は、自らの利益を巌

優先させるため、災害が発生した場合に、彼らの

主要な目的が政府や企業の利益を守ることにな

るということを強調しておかなければならない。

労働者の安全と生命は二の次なのである。多くの

地方当局者たちも、安全衛生基準に重点を置きす

ぎると、外国の投資家たちを引きつけられなくな

るのではないかと考えがちである。西側のメディ

アと違って、中国のメディアは、まず、企業が人的

以外の資産をどれだけ失ったという報道をし、そ

れから、どれだけの人々が死亡あるいは負傷した

かということを取り上げる(あるいはあとの事項

は完全に無視する)。これは、おそらく、労働現場

における死亡や負傷事故が増加し続けて 阿甘～

いることの根本的な原因である。 魁よ.

事イ1<く:遺骨11器封 い
。抱かでの勃輔GO

タイ労働NGOネットワーク

189名の労働者を殺し、 481名が負傷、多数に障

害を残した、 1993年5月 10日のケーダ一人形工

場の悲惨な火災事故の後、タイ労働NGOネット

ワーク (Labour NGOs Network) は、労働者グ

ループや研究者たちとともに、内務省と協力して

被災者を援助するための支援センターを設立す

ると同時に、労働者の補償のための情報とキャン

ベーンを、国内およむ国際的に広げる取り組みを

行ってきた。

1994 年に、職業病の状況は悪化した。例えば、

ある紡績労働者は、綿肺 (byssinosis)によって肺

の7 0 %が損傷していると診断された。Krungtep

紡績工場のある労働者は、彼女の肺が完全にやら

れてしまったために、働き続けることができなく

なった。ランプーン (Lamphun) 工業団地内の電

子工場の 14名の労働者は、労働環境のなかで危

険な物質に曝露したことによって死亡したと信じ

られている。ここにあげた以外にも、多くの労働者

が不安全な状況のなかで毎日働き続けている。

とうした状況を改善するために、労働NGO

ネットワークは、労働者グループ、労働組合のリ

ーダーや研究者たちと協力して、政府に対し、労

働者の健康と安全の効果的な改善と予防を促進

させるために、労働者の健康と安全のためのキャ

ンベーン委員会 (Campaigning Committee for

Workers' Health and Safety)という名称のアク

ショングループを設立した。これまでに、委員会

は、 3つの政府部局に対して以下のような勧告を

提出した。

①投資評議会(Th e Ollice 01 the Board 01 

Investmentl に対する要求

労働者の健康と安全の保護を自らの目的のひ

とつに含めること。

労働安全衛生に関する法律に従わない企業に

対しては、課税優遇措置の縮小ないし廃止に

よって処罰すること。

労働者の生活の質に影響を及ぼす産業投資政

策の策定に、労働者の代表が参加するように定

めること。

②公衆衛生省 (The Public Health Ministry)に

対する要求

主要な産業分野および地域ごとに、職業病の専

門クリニックを設立すること。

増大している労働関連疾患被災者を治療する

職業病専門医を養成する計画を策定すること。

③労働・社会福祉省(Th e Ministry 01 Labour

and Social Wellare)に対する要求

一労働安全衛生に関する法令の履行確保のため

の努力を促進し、工場監督業務に労働者が同行

できるようにすること。

全国、地方別、産業別レベルに、選挙された労働

者の代表が他の関係者たちと同数を占める安

全委員会を設立すること。

一工場の安全衛生委員会に、労働者自身が、任期
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2年の安全衛生員会を選出できるようにするこ

と。

仕事によって負傷した労働者に対する医療給

付に関する告示 (not出 cation)を、実際にか

かった医療費の全額を受け取れるように、ま

た、医師の指示による療養期間中の賃金全額が

使用者から支払われるように、改正すること。

ー使用者が、労働災害・職業病に被災した労働者

を解雇することを防止し、そのような労働者が

回復して仕事に復帰するまで使用者が世話を

するようにさせること。

1994年以来、労働NGOネットワークはキャン

ベーン委員会とともに、上記の問題に政府が取り

組むように、キャンベーンを展開してきた。キャ

ンベーンには、政府が5月1 0 日を安全衛生に関す

る国民の記念日に指定し、また、国立労働安全衛

生研究所を設立せよという要求も含まれていた。

これらの要求の大部分は労働大臣に拒否された

が、労働大臣が、労働者の参加を認めた、安全・労

働衛生・環境職場委員会の設立に関する告示を発

行したことは成果であった。

@被災労働者たちのパワ

ここ数年、職業病被災者じた数が増大するにつれ

て、彼らのうちの多くが、バンコクのR句withee

病院のDr. Or aph an Methadilokkulのもとで、

労働医学のスペシャリストになってきている。こ

の進歩的な医師や労働NGOの援助によって、被

災者たちが協力し合って、タイ職業病・公害病被

災者連絡会議 (Counsil of Work and Environ

ment Related Patients' Network of Thailand, 

WEPT)が設立された。 WEPTは、長年にわた

る綿肺の被災者である Somboom Srikamdok

careさんが議長を務め、様々な労働関連疾患の

労働者たちがお互いに助け合い、治療および労働

裁判所での法的な闘いを励ますととを目的とし

ている。 WEPTはまた、助言や情報を提供する専

門家や労働NGOと協力して、多くの職業病被災

者が直面している問題を解決するための政府の

実効性のある取り組みや政策のためのキャン

ベーンを展開している。

政府との交渉にあたって、 WEPTは、以下の主

要な課題に全力を注いでいる。

① 労働者補償基金および使用者は、労働医学専

門医が発行した診断証明書を正当なものとし

て認め、医療記録の調査を必要とせずに、証明

書をつけて請求した労働者に対して速やかに

医療給付を支給するようにすること。

② 労働裁判所は、 17名の医学専門家を指名す

るにあたって、慎重に選出を行うようにするこ

と。なぜなら、提起された訴訟に関して、労働者

補償基金と論争している使用者側と裁判での

構成を求める労働者側の双方に大きな影響を

与えるからである。

③ 労働者の健康と安全を促進・保護するため

の研究所を設立すること。

④ 公衆衛生省 (The Public Health Ministry)

は、労働・環境医学部を設置すること。

@貧困フォーラム(Forum of the Poor)

1995年、 WEPTが、多様な問題に直面し、政府

との交渉を必要としている全国の貧しい人々の

グループPと連携した取り組みができるように、

WEPTのアドバイザーである労働NGOネット

ワークは、地方のNGOと協力し合った。 WEPT

はそのようなグループoと手を結んで、彼らの長期

間放置されたままの諸問題の具体的解決を働き

かけることを目的に、貧図フォーラム (Forumof

the Poor)を設立したロ

1997年1月にバンコクで行われた同フォーラ

ムによる最近のラリー(デモ行進)には、 WEPT

のメンバーたちも 2 0 ,0 0 0名の貧しい人々ともに

それに参加した。フォーラムは、 7種類のタイプに

分類した 職業病被災者の問題もそのひとつと

して 121の具体的事例を政府に示した。

WEPTの代表たちは、 WEPT加盟および全体

の被災者に給付を行う政策レベルの解決を求め

て、政府と交渉した。交渉の結果、以下のことを可

能とするように内閣に決心させるという成功を

おさめた。

① 医療給付の支払に関して労働者補償基金と

の間で論争になっていた3 2名の職業病被災者

が、最終的に合計 800 万パーツを受け取った。

残った8名のケースもまた、 3 2名と同様にあま

り遅れることなく、医療給付か受け取れるよう

に当局によって再調査されることになった。

② 労働大臣は、労働者補償基金のもとでの補償

支給に関する告示第2号を廃止し、より短期間

で労働者に支給する元の告示第1号に戻した。

③ 労働・社会福祉省は、 WHO、I L Oや他の国際

的に認められた基準にしたがって、労働者の労

働関連疾患および労働能力喪失を評価するた

めの基準を設定することになったロ労働大臣

は、この問題に関する告示を 1997年5月に発

行する予定である。

④ 労働大臣は、労働安全衛生研究所を設立する

法案に原則的に同意した。それから、この目的

のために、政府、貧困フォーラム、労働者¢健康

と安全のためのキャンベーン委員会広代表を

含めた起草委員会が指名された。起草委員会

は、法案の枠組みおよびガイドライン 防T情

の作成に当たっているロ 組～

今回の特集で、香港、台湾、タイの被災者団体の

取り組みがある程度伝わると思うが、韓国からは

バンコクのワークショップに全国民主労働組合

総連盟(民主労総)の担当者が参加している。彼女

(J 00 Yo ung Mi さん)の報告では、 1 997年1月

に、源進レーヨンの被災労働者(二硫化炭素中毒)

やじん肺被災者たちの団体など4団体によって、

労働災害・職業病被災者団体の全国協議会が結成

されたことを紹介している。

また、 19頁にもあるように、バンコクのワーク

ショップでは、タイのアロム・ポンパンガン財団

による事件から4年後の「ケーダ一事件後の生存

者と家族たち」についての調査結果が報告されて

いるが、香港グルーフョは、ジリ玩具工場の被災者

を訪問したルポルタージュを紹介しているロ

バンコクのワークショップで発足した「労災被

災者の権利のためのアジア・ネットワーク(官官

Asia Network for the Rights of Occupational 

Victims) Jの機関誌第1号rOccupational Safety

and Health,Ri ghtsJ (Nov. 1997 、写真左)でも 

紹介されているが、香港で作成された rTOY CA 

MPAIGNJのパンフレット第4号 (Nov.1997 、

写真右)ではさらにくわしく紹介されている。

「香港グル』プはジリ火災の被災者4人を訪ね

た。 Chen Y u yi ng (写真下)はからだの6 0 %以上

の熱傷を受け、左手指3本と左足肱全部を失った。

完治せぬまま病院を出され、四川省のへき村に

帰った。(円換算すると )75万円の一時金を与え

られ、毎月1,66 4円(月給の半分)の補償金が出る。

しかし、税金は高く、これでは満足に医療を受け

られないし、生活できないと訴えている。中国医

療の現状とこんな機関紙がまだ(つ)香港で発行

できる点に注目している。 J(労働者住民医町~

療 NO.93-94の天明佳臣さんの紹介から)仙岨
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アスベスト禁止に向かうg-自ヴバ
フランスに続きイギリス、 EUも
「最後の頼みの綱Jになる日本

古谷杉郎
全国安全センタ事務畠長

石綿対策全国連絡会議は、 1997年 11月13日、東

京・自治労会館で第 13回総会を開催した (37頁に

議案)。例年、総会に引き続いてシンポジウム等のイ

ベントを行ってきが、今回は、イギリスやフランスに

おけるアスベスト禁止をめぐる最新の動向につい

ての学習会を行った(レポーターは、フランスを市民

エネルギー研究所の真下俊樹さん、イギリスを神奈

川労災職業病センターの川本浩之さんが担当した)。

その後入手した情報も含めて、日本では全く紹介

されていないヨーロッパの状況を整理しておこう。

x x x
1996年11月27日の「アスベストの禁止をめざす

11. 27集会jで報告されたように、フランス政府が、

1997年1月1日からアスベストの禁止に踏み切った

(1997年1'2月号参照)。これは、スウエ デン、ノル

ウェー、デンマーク、フィンランド、オランダ、ドイ

ツ、スイス、イタリアに次ぐ措置である(イギリスの

資料では、フィンランドがなく、フランスはEUで8

番目としている)。

それに続いて、イギリスでのアスベスト禁止に向

けた動きが急速に盛り土,がってきている。 1997年

2月17日、 H S C (安全衛生委員会)が、政府(労働環境

大臣)に対して、 f E Uにおける禁止措置を拡大し、代

替不能なごく限られた例外を除吉、クリソタイル(白

石綿)の全て¢使用を禁止するよう働きかけるこ

とJを勧告したと記者発表した (34頁参照。 HSC

は、労使双方の代表と地方機関¢代表者で構成さ

れる。そのもとに規則の制定や監督を行う HSE

(安全衛生局 http://www.open.gov.uk/hse/)が
ある)。とれは突然でてきたものではなく、 H S C

(とりわけ労働組合の代表の働きかけによる).

H S Eにおけるアスベスト規制強化に向けた取り

組みの積み重ねによるものである。(クリソタイ

ル(白石綿)に限定しているのは、クロシドライト

(青石綿)、アモサイト(茶石綿)の禁止は当然実施

済みだから、イギリスでも 1985年に禁止されて

いる。日本で青石綿、茶石綿が禁止されたのは、 10

年遅れた1995年になってからのこと。また、 T U C

(労働組合会議、イギリスのナショナルセンター)

をはじめ各労働組合の中央単産組織などがこの

問題に取り組むまでに、各地の被災者・活動家た

ちによる粘り強い地道な活動があったことが知

られている 1995 年6月号で紹介した、 Hull

A sbestos Action Group の故デイツク・ジャクソ

ン氏(この問題に最も積極的なGMB労働組合の

活動家でもあった)もその先駆けのひとり。)

直後の5月に行われた総選挙で労働党が18年

ぶりに政権に復帰したことが、さらに追い風と

なっているようである。新しい政府の労働澱境大

臣Angela Eagleは、 6月 18日、下院において上

記のH S Cの勧告を支持する発言を行っている。

一方、 T U C (労働組合会議、イギリスのナショ

ナルセンター)をはじめ労働組合などは、とうし

た姿勢を歓迎しながらも、政府が、 EUの動向を口

実にして自国内でのクリソタイル禁止の実施を

遅らせる可能性もあると警戒を強め、取り組みを

強化していく方針のようだ。 HSC'HSEでは、現

行のアスベスト除去業者のライセンス(免許)制

度の見直しゃ既存の建築物に対するアスベスト

調査の義務づけなどについて、遅くとも 1999年

には改正を施行するために、 1998年の半ばまで

には草案をまとめるというスケジュールが決

まっていることもあり、早ければ1998年中にも

イギリスがアスベスト禁止に踏み切るかもしれ

ないという可能性は大いにありそうである。

これまでEU内でアスベスト禁止反対派の「両

巨頭jと伝えられてきたフランスとイギリスにお

けるこのような変化は、当然、 EU全体としてのア

スベスト禁止論議を再燃させざるを得ないと予

測していたが、実際にそのような動きがでできて

いるようだ(イギリス政府が、国内規制を遅らせ

るためかもしれないとしても、 EUレベルでのク

リソタイル禁止支持の方針を打ち出しているこ

とも興味深い)。

ひとつは、 E T U C (ヨーロッパ労連ヨーロッ

パ28か国の61のナショナルセンタ一等および

14のヨーロッパ組織で構成 5,700万人 http://

www.etuc.orgl)の方針が伝わってきたこと。 ET

UC副事務局長の Erik Carlslund氏は、 1997年

10月 15日に国際自由労連(IC F T U )がブリュッ

セルで開催した人造鉱物繊維に関する安全衛生

セミナーの席上、 f E T U Cは、工業製品および最終

消費者向け製品にアスベストを使用することの

全面禁止を要求する。経済の国際化は、国境を越

えた解決と凡ールを求め、また引き上げていく必

要があることを意味している」と語った。 E T U C

は、ヨーロッパ規模での全般的な禁止の時期はい

ま熟してきでいると判断し、すでにこのために欧

州議会でのロビー活動を開始しているという。

また、ヨーロッパ各国の/ン・アスベスト製品

を生産している製造業者が集まって「反アスベス

ト工業協会 (Association of Manufacturers 

Against Asbestos (AAA)) Jという団体をつく

り、ヨーロッパおよびさらに広範な、クリソタイ

ル・アスベストの輸入と使用を禁止する規則の制

定を要求する取り組みを行っているとのこと。

x x x
他方、パリに本部を置いていた国際石綿協会

(A1A)は、フランスがアスベスト禁止に踏み切っ

たことによって、カナダのモントリオールに本部

を移さざるをえなくなった。 1997年9月17-19日

には、カナダ政府、ケベック州政府、ケベック労働

組合、 AI (石綿研究所 http://www.asbestos-

insti tute. ca/)、 A 1 Aの共催で、「クリソタイル石綿

の管理使用に関する国際会議」がモントリオール

で開催されている。当面の焦点となっているイギ

リス(6・7月には早速、首相、 H S Cにカナダ政府代

表が面会を求めている)やEU各国に対する、巻き

返しのロビイング活動も強化しているという情

報も伝わってきている。ヨーロッパで、「管理使用

ではなく禁止」の流れが確実に広がっていること

を意識した、「クリソタイルは管理使用で安全」

キャンベーンであるが、 方で、ケベック州政府

カt駐日事務所に日本での動向の調査を指示し、石

綿対策全国連絡会議にも調査に来るなど、大きな

危機感をもっているとも言えそうだ。

逆に、日本は、世界のアスベスト産業にとって、

「最後の頼みの綱jとなりつつあるといってもよ

い状況になってきているということでもある。禁

止に踏み切ったフランスの年間アスベスト使用

量が約 5.5万トン、イギリスが約1万トン、そし

て、 1970年代に約80万トンと世界最大の使用量

を誇ったアメリカでも、数年前の時点で3万トン

を割っていると伝えられている。そのような中

で、ピーク時で約35万トン、現在でもなお年間約

19万トンも (1995年、そのほとんど (93%) を建

材製品として)使用し続けている日本は、まさに

「孤立無援のアスベスト使用大国jになってし

まっているのである。

アスベスト禁止の実施段階に入ったフランス
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では、前(1996)年のような大きな動き (1996年1・

2月号参照)はなかったものの、新法の施行監視、

既存建築物に使われてしまっているアスベスト

の段階的撤去および処理に関する問題、被災者の

掘り起こしと救済など、地味ですが具体的な実効

性のある運動が目立っているようだ。「原則廃止

立法という制度上の目標を達成した現在、フラン

スの反アスベスト運動は、アスベストがもたらし

た被害の具体的な修復という新しい段階に入っ

たJ(真下俊樹さん、 35頁)と言えそうである。これ

らのテーマはイギリスや他の国々でも大きな課

題となっており、もちろん、日本においても切実

な問題であるロ(企業・行政の刑事責任追及に関

する情報も伝えられるようになってきている。)

物製造労働者に発生した肺がんが初めて労災認

定され(悪性中皮腫第1号がつい最近、造船労働者

で認定)、 1996年には台湾で船舶の解体撤去(19

8 0年代以前は世界トップシェア)作業従事者の石

綿肺を厚生省が第1号認定、香港でも最初の石綿

関連疾患が報告され、シンガポールでも 1980年

代以降すでに中皮腫も報告されるようになって

おり、フィリピンでも閉鎖された元スーピック米

海軍基地労働者に多数の被害が発生しているな

どという状況になってきている。

アスベスト産出国でもあるブラジルにおける

労働組合などの取り組みも伝わるようになって

きたが、世界第5位の産出国 (1991年、ロシア、カ

ナダ、ブラジル、ジンパブ工、中園、南アフリカの

また、今後、欧米に販路を失ったアスベスト業

界が、アジアなどへの売り込みを強化していくこ

とが予想される。すでに、韓国で 1993年に石綿織

順)である中国も含めて、アジアにおけるアスベ

スト問題が、今後ますます深刻になって 町咽
くることは確実であろう。 魁.U.Iとが予想

r.資料局骨1m旦堕墜里山|
8ETUC Repo吋 9-97

"28 May: European Day of Action for 
Employment" から

E T U C (ヨーロッパ労連)の執行委員会 (Execu
tive Committee)は、自らの「よりよい労働環境に

向かつて」という文書に基づいて、 1997-1998年

の「安全衛生」問題に関する優先事項についての

決議を採択している。決議の中で執行委員会は、

S A F Eプログラムの速やかな実行、化学薬品に関

する指令の採択を求めている。執行委員会は、ア

スベストの全面禁止にも賛意を表明している。

1997年後半からE T U Cは、筋骨格系(疾患)問題

に関するヨーロツバキャンベーンを開始するとと

もに、この問題が委員会によって次のヨーロッパ

労働安全衛生週間の課題とされるよう要望する。

8ETUC Repoは 25-97

1997年 11月17 日のETUcr環境と持続可能

な開発」に関するワーキンググループ会議(ブ

リュッセル)の会議の報告から

r E T U Cは、工業製品および最終消費者向け製

品にアスベストを使用することの全面禁止を要

求する。 J ETUC副事務局長の Erik Carlslund
は、 10月15日に隈際白由労連がブリュッセルで

開催した人造鉱物樹監に関する安全衛生セミナー

の席上、こう語った。 E T U Cは、安全衛生のルール

は常に競争力よりも重要であり、有害な製品の代

替物¢研究が促進されなければならないことを主

張している。「経済の国際化は、国境を越えた解決

とルールを求め、また引き上げていく必要がある

ことを意味している」と、 C a rlslundは語った。代替

物は現に存在しており、アスベストはすでにヨー

ロッパのいくつかの国で禁止されている。ヨー

ロッパ規模で¢全般的な禁止の時期はいま熟して

きている。 E T U Cは、すでにこのために歌 岡町百
州議会でのロビー活動を開始している。 魁よ...

:γ資-ギEぬ~~~~~問題目|

アスベストの輸入禁止に向けたT U C (労働組合会議)の立場

アスベスト:致命的な繊維の輸入の禁止を!

今日、イギリスで11人の人々が、以前に仕事で

アスベストにふれたことが原因で死ぬことにな

るだろう。そのうちの4人が苦痛を与えるがんで

ある中皮腹により、そ¢他は肺がん、石綿肺、その

他の石綿関連疾患による死亡である。

アスベストは、広範囲に使われている最も危険

な物質のひとつである。アスベスト製品の有効な

代替品は存在している それらがいくらか高価

であるにしても(市場が拡大すれば減少する問題

である)、補償や医療費、精神的・肉体的苦痛など

考えられるアスベストの社会的費用総体を考え

ればはるかに廉価である。

(1990年から?)1995年までに、 6 0 ,OC日トン以

上のアスベスト・セメントおよび他のアスベスト

製品市価にして4,500万ポンドが、全く合法

的にイギリスに輸入された。

すでにイギリス中の建築物の中に含まれてし

まっているアスベストがこと数年のうちにぼろ

ぼろとくずれるように、死亡者数は上昇するだろ

う。 2025年までに、毎年の死亡者数は1万名ある

いは毎週200名にまで上昇するだろうと、政府で

は推計している。

中皮腫による死亡は旧造船港湾地域に多いだ

ろうが、アスベストはあらゆる地域で人々を死に

至らしめる。 1994年(このとき以来、死亡は約9%

ずつ増加している)に、 T U C (労働組合会議イ

ギリスのナショナルセンター http://www.tuc
org.uk!)は、各地域ごとの中皮1腫または他のアス

ベスト関連疾患による死亡者数を見積もってい

る(数字は省略) 。

TUCでは、さらに多くの人々の生命が危険に

さらされる前に、いまアスベストの輸入を禁止す

ことを要求する。われわれは、イギリス国内で

のアスベストの輸入を禁止し、また、積極的に

ヨーロッパ連合a U )の全ての国におけるアスベ

ストの輸入の禁止を促進するよう求めるもので

ある。この短い文章は、われわれの要求の根拠に

ついての要約である。

.アスベストとは何か?

アスベストは、その強度、耐久性、電気・熱抵抗性

で知られる特定の繊維状鉱物の総称である。火災

の拡大を防止するためにしばしば用いられ、とり

わけ建築物や迄船で使用されてきたが、また、市販

のへヤードライヤ一、アイロン台ガスマスク等の

ように、熱を絶縁するためにも使用されてきた。

青(クロシドライト) 、茶(アモサイト) 、白(クリ

ソタイル)と呼ばれる、 3種類の主要なタイプのア

スベストがある。育および茶アスベストは、イギ

リスでは1985年に禁止された。しかし、白アスベ

ストについては長年にわたり論争が繰り広げら

れ、一部の人々(とくにカナダや南アフリカのア

スベスト鉱山経営者)は、安全であると主張して

いる。

しかし、どの種類であれアスベストカt肺に吸入

されると、肺の細胞を傷つけて呼吸を不可能にし

(石綿肺) 、肺がん、肺や胃¢外面のがん(中皮腫) 、

場合によっては他の組織のがんを発生させ、死に

至らしめることもある。継続的な曝露が最悪であ

るが、たった一度の曝露によっても、何十年もたつ

てから致命的ながんを発生させることもある。

@だれが最もリスクがあるか?

アスベストが人々を死に至らしめることは、前

世紀から知られていたにもかかわらず、アスベス

トのコントロールをめぐる物語は、機会を逸失し
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た悲劇である。各々の世代の人々は次第に、アス

ベストがそれ以前に信じられていたよりも危険

であることを理解する。専門家や政策決定者が

「リスクは低い」とみなした(異なる見解を表明す

る者はデマを飛ばすものとレッテルを姑られるの

が常であった)職業の中で、死体が山積みになるま

で、アスベストによる被害者が拡大し続ける。

リスクを予想し、それを予防するよりも、むし

ろ、イギリスにおける公衆政策は、抵抗できない

ような証拠がでてくるまで待つというもので

あった。必要な行動は常にあまりにも少なく、あ

まりにも遅く、何十年もの聞にアスベスト関連疾

患が拡大していった。

今世紀の前半には、生のアスベスト繊維を採掘

したり扱う人々(港湾労働者や船員など)が、より

リスクが高いと考えられていた。第2次世界大戦

後には、造船労働者やアスベスト製品を製造する

人々が含まれるようになった。

最近では、そのような初期に製造または建築さ

れたアスベストが老朽化し、ぼろぼろにくずれて

大気中に飛散するようになり、保守・修理労働者

(および皮肉にも、くずれやすい物質を除去し、処

分する労働者)が、リスクが高いと考えられるよ

うになっている。

教師や他の、直接アスベストに曝露する仕事で

はないが、近辺にいる(とりわけ学校や他の公共

建築物の)人々の死亡率が増加してきでおり、

T U Cでは、これがアスベストによる死亡の第2の

波になるかもしれず、顕在化するのは次世紀にな

るにせよ、それはすでに始まっているかもしれな

いと警戒している。

@現在の法令の状況はつ

アスベストの使用をコントロールする法令は

いくつか存在し、青および茶アスベストは、事実

上すでに禁止されている。主な法令は、 1987年の

アスベスト作業管理規則、 1983年のアスベスト

(免許)規則および1985年のアスベスト(禁止)規

則である。

H S E (安全衛生局)では、監督、強制執行やキャ

ンベーシ等を組み合わせて、これらの規則の実効

を確保しようとしている。最近の例では、何千名

もの保守・修理労働者がH S Eにアドバイスを求

めている。

強制執行(enforcement action)は最近強化さ

れており、 1996年にはこれまでで初めて、建築業

者(Roy H i ll)が、ブリストルにある使用されて

いない工場の解体工事中に、労働者と住民をアス

ベストを吸入する危険にさらしたという理由で、

3か月間投獄された。補償のケースでも積極的に

なってきている。 1995年9月、 51歳の、農薬会社

Fisonsの元労働者 KeithBatemanが、中皮腫に

より26,000ポンドの損害賠償を勝ちとった。高等

法院の裁判官は、きっぱりと会社の責任を認め、

rFisonsが労働者の安全のために積極的な配慮を

払ったという証拠はまったくないjと語った。

しかしながら、 H S Eの予算は削減されつつあ

り、監督、アスベスト規則違反の発見は低下して

きており、また、現行のアスベスト除去業者認可

制度は見直す必要がある。除去業者の法令違反の

発見は1989年にワ, 0 0 0件にもなっている。1990

年から1993年の平均はワ, 5 7 0件である。イギリス

の認可を受けた768のアスベスト除去業者のう

ち、 1983年から1984年に免許を取り消されたの

はたった 13社だけである (1990年から1993年の

間にはひとつも取り消されていなしミ)。

アスベストに関してイギリスが直面している

はるかに重大な問題は、すでに公衆の建築物に広

く使用されてしまっているアスベストの問題で

ある。 T U Cではここ数年、建築物の所有者に、建

築物の中のアスベストの調査、記録、表示、および、

将来の補償や補修の際に必要な記録を入手でき

るような登録、の法的義務を制定するように主張

している。

アスベストがみつかったときに、それを除去す

ることが常に適切であるとは限らない。しかし、

アスベストを含有した物質は、最も適切な基準に

したがって保守されなければならない(それは高

価である)。アスベストの除去作業は安全に行わ

れなければならず、 TUCとH S Eは、 「湿潤化し覆

いで囲う (wet stipping) J方法によらなければな

らず、可能な場所では繊維が空気中に飛散しない

ように水をかけなければならない、と考えている。

輸入を禁止することは、現存するアスベストに

よる危険性から人々を守る重要性を強めるもの

であるが、その主要な目的はむしろ次の世代を守

ることである。

@何をなすべきかっ

1997年2月17日、 H S C (安全衛生委員会)は、政

府は白アスベスト(クリソタイル)のヨーロッパ

での禁止を支持し、建築物の所有者にアスベスト

の調査を命じるとと、および、アスベスト免許規

則の効果を見直すこと、を検討すべきであるとい

う勧告を報道機関に対して発表した(34頁参照),
これらの提案はためらいか百ではあるが、 H S C

とH S Eが正しい方向を向きつつあること、また、

T U Cや他のキャンベーン団体によって進められ

てきた提案の実現の可能性がでてきたことを示

唆している。われわれは、免許規則の見直しと建

築物の調査の法的義務(記録、表示、登録の提案も

含めて)についての協議を早急に実現させていき

たいと考えている。

しかし、最大の関心は、自アスベスト(クリソタ

イル)禁止の提案である。 T U Cは、政府が、 EUの

他の国が第一歩を踏み出すのを待つことも心配

している。

実際には、 EUの中のいくつかの政府は、すでに

自国内で白アスベストを禁止しているのであるo

明恒Oの専門家のレポートに応えて、フランス政

府は、 1996年9月に白アスベスト製品の輸入を禁

止した。これは、 EU加盟国の中でアスベストを禁

止した8番目の国全く多数派であるーになる。

T U Cは、イギリス政府が、ヨーロッパのパート

ナーたちの後塵を拝するのではなく、先頭に立つ

であろうと信じる。酌府は、イギリス国内での白ア

スベスト製品の輸入を禁止すべきであり、また、

EU内での白アスベストの輸入が禁止されるよう

に、正式にヨーロッパ議会に提案すべきである。

@その他の情報

反アスベスト工業協会(The Association of 

Manufacturers Against A sbestos (AAA)) は、

ヨーロツパ中のノン・アスベスト製品を生産して

いる製造業者の団体である。その主要な目的は、

ヨーロッパおよびさらに広範な、クリソタイル・

アスベストの輸入と使用を禁止する規則の制定

を要求することである。イギリスでは、 Capeplc、

C e mBrit Building Products等がメンバーになっ

ている。

職業病・公害病協会(The Occupational and 

Environmental Diseases A s sociation (fonnerly
S P A I D ))は、アスベスト使用禁止のキャンベーン

および被災者やその家族に、アスベスト関連疾患

であることの証明と補償の獲得方法のアドバイ

スに、 25年以上の経験をもっている。また、物質や

肺の標本を分析することのできる電子顕微鏡を

所有している。

Clydeside Action on Asbestos は、イギリ

スで中皮腫の発生率が最も高い旧造船地域で、多

数の被災者に対する援助を行っている。地域の被

災者グル←プの中で最も活動的な団体である。

The Construction Safety Campaign は、

建設産業でのよりよい安全衛生をキャンベーン
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する、アスベスト被災者および建設労働者の狼立

した図体である。

安全衛生局 (The Health and Safety Execu

tive)は、アスベスト法令の履行と強制を担当する

行政当局である。また、アスベストの曝露限界を

設定し、アスベスト政策について安全衛生委員会

CHealth and Safety Commi田 ion)に助言する。

最も権威のあるアスベストおよびその除去に関

するガイダンスやリーフレット、出版物 買～

を発行している。 魁.LIOI
(日付不明、 1997 年2月以降に作成された文書

翻訳全国安全センター)

安全衛生委員会( H S C )の報道機関向け発表資料(1997.2.17)
ヨーロッパのクリソタイルを含むアスベスト禁止を支持する

安全衛生委員会は、環境大臣に対し、以下を勧

告した。

EUの現行の白石綿(クリソタイル)規制を拡大

し、満足のいく代替品がない限られた数の例外を

除き、白石綿のすべての用途を禁止するよう、政

府が働きかけること。

これは、イギリスのアスベスト規制の発展のた

め安全衛生委員会が行なってきたいくつかの勧

告のひとつである。これまでの勧告の部は1996

年5月に安全衛生委員会が公表したDisculsion

Document の結果である。安全衛生委員会は、規

制の基本的枠組みは変えるべきでないが、安全衛

生局がアスベスト規制の以下の変更(および適切

な場合には提案)を検討するよう助言した。

・現在より広範囲のアスベスト製品の取り扱い

に際し、安全衛生委員会のライセンスを必要に

する。

・建築物所有者にアスベストの調査を求める。

.労働者をアスベストにさらす作業をする場合

の当局への屈出の法定期間を、 28日から 14日

にする。

・どんな臨時の(偶然のワ)アスベスト作業にも

規制を明確に適用する。

安全衛生局はまた、安全衛生委員会の改訂基準

に合致するよう、アスベストに関する安全衛生委

員会の2つの Codeo of Practiceを再点検してお

り、アスベストに関する安全衛生局のすべての

guidanceも再点検している。

安全衛生委員会は、必要な規制の変更に関する

Consultative Docmentを1998年の半ばまでに発

行する予定である。これは 1999年には変更を施

行するためである。安全衛生委員会の毒物助言委

員会もEUの規制に合わせてイギリスの白石綿規

嗣H直を見なおすよう求められている。 EU法によ

り必要となる規制変更を、すべてEUのスケ

ジュールに合わせて導入しなければならない。

この勧告について、フランク・デービス委員長

は以下のように述べている。

「アスベストは、われわれが今日直面している

最大の職業リスクのひとつである。現在、イギリ

スでは毎年約3,000人が過去にアスベストにさ

らされたために死亡している。この数はさらに増

えるだろう。安全衛生委員会は、今後数十年でこ

¢傾向は逆転すると信じている。使用者と労働者

が現行の規制を厳密に守れば、アスベストの危険

性は非常に小さい。しかし、だからといって何も

しないということではない。われわれは、労働者

の健康を守り、使用者が理解しやすいように規制

を改善する方法を検討するよう、安全衛生局に要

請した。」

「同時に、過去に使用され、現在もそのままに

なっているアスベストの危険性について知らせ

る必要がある。このため、 2月 17日の週から3か

月間、安全衛生局はnatiooal tabloidsとtrade

pressで、労働者、一人親方にアスベストの危険性

を知山広報を実施する」

(翻訳アスベスト根絶ネットワーク)

限前f汐~~~Ði'0必殺向車問|

アスベスト全面禁止後のフランスの動き

1 . 1997年の概観

禁止が決まった 1996年のような(1997年1・2

月号参照j大きな動きはなく、新法の施行監視、被

害者の掘り起こしと救済、撤去アスベストの処理

問題など、地味だが具体的な実効性のある運動が

目立つた。原則廃止立法という制度上の目標を達

成した現在、フランスの反アスベスト運動は、アス

ベストがもたらした被害の具体的な修復という新

しい段階に入ったと言える。

1.被害者への補償

A 全国的に損害賠償請求訴訟が多数提訴

原告は、被害者個人や被害者団体の場合もあ

るが、 A N D E V A (アスベスト被害者擁護全国会)

など支援組織が代行しているものもある。

日職業病認定促進のための運動

ANDEVA、F N A T Hなどの被害者支援組織 

では、被害者の掘り起こしと、職業病認定を促進す

るために、次のような運動を進めている。

1 職業病認定申請ガイド

アスベスト被害者の権利や申請の手続などを、

具体的に分かりやすく解説したパンフレッ卜を作

成し、配布。

2 認定作業の円滑化のための制度改正に向けた

運動

職業病の認定手続はフランスでも煩雑で、時間

がかかり、認定基準が厳しい。このため、 ANDEV

A、F N A T Hなどでは、認定作業の円滑化をはか

るために、次のような項目を含む8項目の認定作業

の改正案をまとめ、各労働組合に取り組みを要請。

a)認定審査期間の短縮

4か月以内に決定するようにする。

b)曝露証明書類や手続の簡略化

c)じん肺に対する特記事項の撤廃

じん肺に関しては、 3人の医師の診断が必

要、曝露期間カ15年以上などの特記事項があ

り、これまで、認定制限の理由として利用さ

れてきた。これを撤廃する。

d)認定基準の緩和

e)退職者の追跡認定

III.撤去作業

A. 1996年度小中学校、高校の撤去作業費用

の援助として5億フラン(100億円)を計上。

1997年7月までに、校舎にアスベストが使わ

れているかどうかの調査を完了しなければな

らない。

1999年12月31日までに、撤去を完了しなけ

ればならない。

1;llIが総工費の 25~50% を補助。

B 建設業界は、吹き付けアスベストの固化を提

案。

吹き付けアスベストの上から固化剤を塗布

して固めるもの。コストが格段に安い。

C. 1997年 1 月 ～5 月政府の認定を受けた撤

去業者のリストが官報に掲載された。

D アスベスト撤去市場は、フランス国内で少な
くとも 350億フラン (7,000 億円)-DAFSA

(公共事業・建設業界の経済分析機関)の見積

もり。

法の求める撤去作業には、その倍700億フラ

ン(1兆4000億円)が必要のはずだが、資金的な

問題からそのうち実行されるのは半分程度と

みられるとしている。

E. 1996年末 R A T P (パリ交通公社)の地下

鉄運転手が、施設や車両に使われているアスベ

ストの安全性の確認を要求してストライキ。
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RATP当局は全駅舎、通路、地下線路などの

総点検と、危険箇所での撤去を決定。
F. 1997年2月 S N C F (フランス国鉄)が、元

蒸気機関車運転手24万人を対象にアスベスト

被害の追跡調査を行うと決定。

現在、年9 7人の元運転手がアスベストが原
因で死亡しているとの推計が発表された。

IV.撤去したアスベストの処理

現在の環境省の処理方法は不充分。より安全な

処理方法を定める必要がある。
A フランス環境省は2つの方法を考えている
1 ガラス固イじ6,。 0 0フラン/トンとコスト高

2 第一種特定産業廃棄物扱い 2,000フラ

ン/トンと安い
2重の密閉袋に入れて埋設
しかし、 1 99 8年3月から施行されるEUの新

基準では、コンクリート固化などの「安定化Jが
必要とされている。
B セミハード・アスベスト材が、処理規制の対

象外になっているのは問題。
C 大気中アスベスト濃度が2本/ c m 3と非常に

緩いのは問題。

v . J u s s i巴u (パリ大学第7分校)

23年前からアスベストの危険が指摘されてお
り、再三にわたって撤去作業開始が決定された
が、現在も作業は始まっていない。

A. 1974年 公式文書がアスベストの危険性

を指摘
「このような健康に危険な状態で職員や学生

を研究させることは困難j

B. 1 97 8年厚生省が数百万フランの予算を確

保
「撤去作業は197 9年6月に完了させるJと発

表。だ、が、作業はまったく行われず。

c . 1981年 左翼政権も動きなし

D. 1995年3月撤去作業が再び議論の遡上に

E. 1995年9月厚生大臣が「撤去作業の義務

つけ」をうたったデクレ(政令)を公布。だが、

数週間後広大臣交代。それっきり。

F. 1995年11月地質鉱山研究局(BRGM)が、

「アスベスト曝露の危険大」とする研究報告を

発表
G. 1995年1 2月教育相が早急な作業開始を

約束
H. 1 9 9 6年7月14日。シラク大統領、Ju回 leu

のZACSeine左岸への移転を公約。しかし、
その後教育相が、フoレハブ、校舎を使って、移転

せずに撤去作業を行うと発表。
.1 Jussieu当局政府の決定を無視

ZACSeine左岸への移転の意向を発表。プ

レハブ校舎の話は打ち切りのもよう。

J. 1996年12月 Jussieu当局と教育省が協議

の末、移転しないままアスベストの完全撤去を
行う契約を交わす。 1999年まで、 1 2億フラン

(240億円)の予算を計上。

K. 1 9 9 7年4月18日作業開始予定日にも何
も始まっていない

作業を行う部分のみ、順にプレハブ校舎に一

時移動じて作業を行う。大きなラボを対象に実

験的に作業を開始。当初の見積もりよりもはる

かに難しいことが判明。
Jussieuでは、すでに教員や事務員など2日人

以上がアスベストによる職業病に認定されて

いる。
L . Jussieuに同居しているParis V Iと地球物理

研究所はZACへの移転を希望

M. 1997年10月職員3名の請願に基づき、パリ

行政裁判所は、 Jussieu当局に対して、「暫定的
防護対策の現状報告を命令j

これまでに、天井をビニールシートで覆う、

配管にカバーをつける、天井、窓などの隙聞を

ふさぐ、などの暫定作業が行われた。しかし、

防火、電気設備の安全性など、他の問題も指摘

されている。そこで、 Jussieu職員の安全問題全
体について、独立の調査を行い、安全性問題全

体に対する可能な対策を提言させる必要があ

る、との判断から。

(19971113 開会のレジュメ) 由
真下俊樹(市民エネルギー研究所)

石舗対策全国連絡会議第11輔総会議案
1997.11圃13東京・自治労会館

1 1996年度活動報告

1 はじめに

19 8 7年11月14日に結成された石綿対策全国 

連絡会議の活動は、 11年目を迎えていますロ
10年間の活動の中で、中心的課題であった「ア

スベスト規制法」の制定こそ実現できていません

が、発がん物質・アスベスト¢危険性の周知と潜
在化していた被害者の掘り起こしを進める中で、

労働組合や市民の取り組みを促進するとともに、
下記のようなアスベスト規制の強化を実現させ
てきたことは、昨(1996)年の第1 0回総会でも確

認したとおりです。

① 198 9年の大気汚染防止法の改正(敷地境界
での濃度規制10繊維/リットル)

② 199 2年の「化学物質等の危険有害性等の表

示に関する指針J(1%超含有物に安全データ
シート(MSDS))

③ 1995年の労働安全衛生法関係政省令の改正
(クロシドライトーアモサイトの製造等の禁止、

1 %超含有物に曝露防止対策(表示、作業主任者
の選任、労働衛生教育、作業環境測定、健康診

断、記録の3 0年間保存)の義務づけ、建築物の
解体・改修作業前の使用状況の調査および吹

き付け除去の場合の計画の届出・除去作業の
隔離、石綿の切断等の作業時の湿r占化に加えて

呼吸用保護具・作業衣の使用の義務づけ)

④ 199 6年3月、退職後¢健康管理のため江健康

管理手帳の交付対象業務に、石綿または石綿含

有製品の製造・取り扱い業務を追加

⑤ 199 6年5月の大気汚染防止法の改正(吹き付

け石綿使用建築物の解体・改修工事の届出、作

業基準の遵守の義務づけ→1997年4月1日施

行)

一方、第10回総会で報告されたように、フラン
ス政府が今(1997)年1月1日からアスベストの

禁止に踏み切りました。スウェーデン、ノル

ウヱ一、デンマーク、フィンランド(?) 、オランダ、

ドイツ、スイス、イタリアに次ぐ措置です。ヨー

ロッパでのアスベスト禁止キャンベーンのター

ゲットはイギリスに移りましたが、今年6月、イギ
リス政府はEUの中でアスベストの使用・輸入禁

止に向けた働きかけを強化する方針を打ち出し

ました。 19 85年の段階ですでにクロシドライト
とアモサイトは禁止されていますが、クリソタイ

ルについても、現在の玩具等への使用禁止措置を
さらに拡大し、早ければ来年にもイギリスでの禁

止措置が実現するかもしれないという状況に

なってきているようです。そして、禁止反対派の

旗頭であったフランス・イギリスにおけるこのよ

うな動きが、 EU段階での禁止措置を促進する可
能性が大です。

そのフランスの年間アスベスト使用量が約5.5
万トン、イギリスが約1万トン、そして、 19 70年代

に約80万トンと世界最大の使用量を誇ったアメ
リカでも、数年前の持点で3万トンを割っている

と伝えられています。そのような中で、ピーク時
で約3 5万トン、現在でもなお年間約1 9万トン

(1995年)も使用し続けている日本は、まさに「孤

立無援のアスベスト使用大国」になってしまって
いるのです。

パリに本部を置いていた国際石綿協会(AIA)

は、フランスのアスベスト禁止によって撤退を余

儀なくされ、アスベスト輸出国であるカナダのモ
ントリオールに本部を移して、「管理して使用す
れば安全」、「クリソタイルは安全」という巻き返

しのキャンベーンに躍起になっています。
1992年のブラジル・リオデジャネイロでの「地
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球サミット jで「アジエン

ダ21Jが決定されてから5

年目の今(1997)年は「リ

オ+5Jの節目の年として

様々な行動計画が進めら

れています。また、環境管

理・監査システムに関する

国際規格 IS014000 やそ

の日本版JIS14000も関心

を集めています。政府だけ

でなく、企業の環境問題、

化学物質管理に対する対

応も問われています。

そのような中で、日本の

動向は国際的にも注目されざるを得ません。

2. 1996 年度の活動の概要

昨 (1996)年 11月27日の第 10回総会後、同日、

同じ東京・高田馬場の全建総連会館において「ア

スベストの禁止をめざす 11. 27集会広がるア

スベスト被害・ j毎外で強まる禁止の動きJを開催、

約 80名の方々が参加しました。奈良医大の車谷

典男氏からは「アスベストの人体への影響」と題

して、日本における疫学研究のレビューと米軍横

須賀基地でボイラー工・断熱工として働いてい

た労働者約2 5 0名を対象とした最新の調査結果

を紹介していただきました。また、森田明弁護士

から、横須賀石綿じん肺訴訟の経過と世界最大の

アスベスト企業ジョンズマンビル社(自己破産

後の信託基金)に対して日本から海を越えて行っ

ていた補償請求に関する報告。市民エネルギー研

究所の真下俊樹氏から、アスベスト使用禁止をめ

ぐるフランスの最近の動きについて報告してい

ただきました(1997年1・2月号参照) 。

年が明けて1997年3月には、環境庁、労働省、通

商産業省、建設省および厚生省に対して申し入れ

を行い、意見交換の場を持ちました(厚生省につ

いては、担当部局・日程調整の関係で申し入れの

み)。とくに環境庁については、昨年改正された大

気汚染防止法の4月1日施行に向けて、「特定建築

材料」、「特定粉じん排出等作業」の対象範囲、「作

業基準j、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対

策マニュアル」の内容等について突っ込んだ意見

交換を行いました。なお、フランスでのアスベス

ト禁止実施に関して、部内で検討したと答えたの

は労働省(化学物質調査課)だけでした。

通商産業省との意見交換では、日本におけるア

スベストの使用用途別内訳に関して、日本石綿協

会で1986年度分について示したものしかないの

で、最新のデータを公表するよう求めたところ、

日本石綿協会が1995年度分のデータを明らかに

しました。 1986年(総量25.6万トン)の段階では

約8割が建築材料とのことでしたが、その後増加

しているとの予想どおり、 1995年度(総量18.9万

トン)では、 9 3 %を「建材製品」が占めていること

が判明しました (41頁の図) 。

そのような中で、アスベスト含有製品を使用し

なくても代替品が十分存在することをアピール

し、代替化を促進するための「ノンアスベスト・

フェアー」の実施を今年度の活動方針に掲げたこ

とは時宜を得たものでした。運営委員会で実施要

綱案を作成し、いくつかのメーカー・業界団体と

話し合いを行い、協力的な反応をいただくことも

できたのですが、それ以前に会場確保という物理

的条件から今年度の実施を見送らざるを得ませ

んでした。ノンアスベスト・フェアーの計画検討

の段階では、フェアーの開催だけでなく、ノンア

スベスト製品のカタログ作成や代替製品情報の

インターネット上での紹介などのアイディアも

出されています。

4月 19-20 Bには、代々木公園で開催された

「アースデイ・フェステイパル '97 in東京」のテ

ント村エコタウンに出展して、パネルや代替製品

の展示・宣伝を行ったほか、労働組合や市民から

寄せられた様々な相談に応じてきました。市民団

体の取り組みでは、被災地のアスベスト対策を考

えるネットワーク (http://www1.meshne .t orj. p/
-asbesos/)に続いて、アスベストについて考える

静岡県民¢会・ ^.J¥フィルター(http://www.acr

oss.or. jP戸 hepafil/)もインターネット上にアスベ

スト問題を紹介するホームページを開設し、全国

安全センターのホームページ (http://wwwj. ca
ax.apc.or:剖 oshrc/)でも関係する情報が提供され

るようになっています。

1988年7月の提訴以来石綿対策全国連絡会議 

でも支援してきた横須賀石綿じん肺訴訟(原告は

住友重機械工業浦賀造船所の元労働者8名、うち

2名逝去)カ15月29日に勝利的和解を迎え、続いて

10月には、肺がんで死亡した大内久さんの遺族に

よる損害賠償請求裁判も和解が成立しました。被

告会社と全造船機械労働組合住友重機・追浜浦

賀分会との問の合意で退職後の補償制度もつく

られ(1997年7月号参照)、同分会と神奈川労災職

業病センターが7月13-15日に開設した「じん柿・

石綿健康被害電話相談jには各地から約100件も

の相談か寄せられています。この関係団体によっ

て、 11月9日には「じん肺・アスベスト被災者救

援基金」が設立されています。

今年度は、上記の情報を紹介した「アスベスト

対策情報J N o .22(7月23日付け)および 11. 27集
会での報告内容を紹介した「めざす会ニュース」

No.24(2月)を発行しました。

3 行政の動き

①環境庁

吹き付け石綿使用建築物の解体・改修工事の

届出、作業基準の遵守を義務づけた大気汚染防止

法の改正(1996年5月改正)が、今(1997)年4月1

日から施行されました。地方自治体の担当者向け

に、『建築物の解体等に係る石綿飛散防止マニュ

アル』も作成されています。対象となる「特定粉じ

ん排出等作業jは、「政令で定める特定建築材料が

使用されている建築物の解体・改修作業のうち政

令で定めるものJとされ、前年度の話し合いでも

広く網をかけるように要請しましたが、結果的に

は、特定建築材料とされたのは吹き付け石綿のみ

で、対象となる建築物における吹き付け石綿の使

用面積の合計が5 0 m2以上の耐火建築物または準

耐火建築物(十解体の場合は、当該建築物の延べ

面積5∞ m2以上)、とされました。非常に不満です

が、ファースト・ステッフ。をこれで固め、順次拡大

していくよう要請しました。

また、環境リスクの新たな管理手法として検討

されている P R T R (環境汚染物質排出・移動登録)

システムに関して、今年度愛知と神奈川でパイ

ロット事業が開始されることもあり、対象にアス

ベストを加えるよう要請しました。

②労働省

環境庁の今回の大気汚染防止法改正と言わば

表裏をなす関係にもある、 1995年の労働安全衛

生法関係政省令の改正(建築物の解体・改修作業

前の使用状況の調査およひや吹き付け除去の場合

の計画の届出・除去作業の隔離)は1995年6月1

日から施行されています。これに基づく届出件数

については、意見交換の時点では確定していませ

んでしたが、 1995年が470 件(確定値、 7か月間

分)、 1996年は1,。 0 0件程度のようです。今後は大

防法関係の届出とも付き合わせて実施状況を

チェックしていく必要があると思われます。

1996年3月に施行の、過去に石綿(含有)製品を

製造・取り扱っていた労働者に対する健康管理手

帳の交付状況はまだデータが入手できていませ

んが、まだまだアピール不足の観があります。ま

た、健康管理手帳所持者の健診受診機関が限定さ

れていることが、この制度の有効性を著しく減じ

ているととから、その改善を求めています。

アスベストの危険有害性情報に関する表示の

見直しについては、前年の意見交換時の「省内で

も検討中」という回答が後任者に引き継がれてお

らず、継続して働きかけていく必要があります。
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③建設省

建築基準法の改正(例示規定から性能規定へ)

が日程にのぼっていることから、同法および同法

施行規則に防火建材として例示されている石綿

スレート、石綿パーライト板の記述削除を引き続

き強く求めてきましたロ

『吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術

指針・問解説』で掲げられているアスベスト含有

吹付け材の記載漏れや封じ込め・固い込み工事

の飛散防止対策の不十分さが、環境庁作成の『対
策マニュアル～(前出)等でもそのまま引用されて

いるために、早急な改善を求めるとともに、他省

庁に対しても、その事実と漏れている製品のリス

ト等を提供しました。

④通商産業省

前年度は意見交換の場を持ちませんでしたが、

今年度方針に基づき再開しました。前述のとお

り、日本におけるアスベストの使用用途別内訳に

関して最新のデータをまとめるよう求めたとこ

ろ、日本石綿協会が1995年度分のデータが公表

されるにいたりました。

スレート業界の構造改善事業をはじめとして

何もやっていないとはいいませんが、担当の生活

産業局窯業建材課が代替品とアスベスト製品の

双方を所轄していることも含めて、不十分な対応

にとどまっています。他の産業分野では環境保全

を強く打ち出しているように、代替化促進の明確

なポリシーを確立させることが重要です。

⑤厚生省

厚生省についても前年度は意見交換を行って

おらず、今年度は、アスベスト対策への保健所の

活用や廃棄物処理法の特別管理廃棄物(廃石綿

等)にアスベスト含有保温材等を加えること等に

ついて申し入れを行いましたが、担当部局および

日程調整の関係で意見交換の場は設定できませ

んでした。

4 業会の動き

日本石綿協会は、 19ヨ5年度の日本における石

綿製品の使用状況を明らかにしたほか、「石綿に

係る法規(平成9年版)J、「石綿含有建築材料対応

マニュアル(平成9年版)Jというパンフレットを

発行しています。

前述のとおり、パリに本部を置いていた国際石

綿協会 (AIA) は、フランスのアスベスト禁止に

よって、カナダのモントリオールに本部を移しま

した。今(1997)年9月17-19日には、カナダ政府、

ケベック州政府、ケベック労働組合、A1(石綿研究

所 http://www.asbestos-institute.caj) 、 A 1 Aの

共催で、「クリソタイル石綿の管理使用に関する

国際会議」がモントリオールで開催されたとのこ

とです。

ヨーロッパで「管理使用ではなく禁止」の流れ

が広がっていくことを意識した、「クリソタイル

は管理使用で安全」キャンベーンと言えそうです

が、一方で、ケベック州政府が駐日事務所に日本

での動向の調査を指示するなど、日本はアスベス

ト業界にとって「最後の頼みの綱jとなりつつあ

るといってもよい状況になってきています。

5‘ 国際的動き

ヨーロッパでのアスベスト禁止の動向等は rl
はじめにJでみたとおりです。

フランスでは、アスベスト禁止措置のバック

ボーンとなった国立衛生医学研究所 (INSERM)

のレポートでも「アスベスト曝露に起因する死亡
は1,9 5 0件(悪性中皮腫7 5 0件、肺がん1,。 0 0件)J

と推計され、イギリスでも、 H S E (安全衛生局)が

「アスベスト関連疾患による死亡が毎年3,。 0 0件、

次世紀には毎年10,OOC件に達するかもしれないj

と推計しています。

ヨーロッパでは現在、アスベスト江禁止ととも

に、既存建築物のアスベスト使用状況の調査とそ

の撤去をめくる問題や企業の刑事責任の追及も

問題になっており、イタリアでは裁判所で、アス
ベスト工場の元経営者に「殺人罪で懲役7～8か

月Jの有罪判決が下った例もあるということです。

また、今後、欧米に販路を失ったアスベスト業

界がアジアなどへの売り込みを強化していくこ

とが予想されます。すでに、韓国で 1993年に石綿

織物製造労働者に発生した悪性中皮腫が初めて

労災認定され、 1996年には台湾で船舶の解体撤
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去 (198日年代以前は世界トップシェア)作業従事

者の石綿肺を厚生省が第一号認定、香港でも最初

の石綿関連疾患Jが報告されており、フィリピンで

も閉鎖された元スーピック米海軍基地労働者に

多数の被害が発生しているなどという情報が伝

わってきています。

6 アスベスト被災者支援・市民団体

等の取り組み

①アスベスト被害者支援等の取り組み

石綿対策全国連絡会議も支援してきた横須賀

石綿じん肺訴訟・大内肺がん訴訟が、相次いで解

決しました (2参照)。とくに大内訴訟は、アスベ

ストによる発がんの企業責任を問う、日本で初め

ての訴訟でした。たんなる裁判の和解にとどまら

ず、被告会社における退職者の補償協定書の締

結、被災者救済基金の設立へとつながっていった

ことは大きな成果です。

石綿による肺がん・悪性中皮腫の労災認定件

数は、 1992年度に初めて20件を超え23件、 1993

年度21件、 1994年度21件、 1995年度23件とい

う状況ですが、 1996年10月には広島の元鋳造工

の悪性中皮腫、 1997 年に入ってからも、 1月に東

京の断熱工の悪性中皮腫(労働保険審査会での逆

転認定)、 6月には神奈川のタイル工の肺がんの労

災認定などが報告されています。全建総連の建設

労働者の被害掘り起こしの取り組みゃ地域安全セ

ンターの相談活動などが、継続されており、石綿対

策全国連絡会議としても様々なかたちでアスベス

ト被害者支援等の取り組みに協力しています。

②市民団体等の取り組み

アスベストに対する市民の取り組みも広がっ

ています。静岡県では、県職員住宅の解体工事を

契機に昨 (1996)年、「アスベストについて考える

静岡県民の会・へパフィルターJが発足し、県内

のさまざまなアスベスト問題に取り組むと同時

に、代替化促進を求めて独自に環境庁との話し合

いも行っています。広島市では、昨 (1996)年10月

の火災事故から基町市営住宅のアスベスト撤去

が問題となり、川崎市では今 (1997)年4月、保育

園の改修工事に際してアスベストシートが発見さ

れ、撤去工事と市立施設の再点検カ可子われました。

阪神・淡路大震災後のビル解体工事でアスベ

ストが飛散したことが広く報道され、アスベスト
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問題に関する市民の関心が高まっています。被災

地のアスベスト対策を考えるネットワーク、アス

ベストについて考える静岡県民の会・ヘパフィ

ルターのホームページや昨 (1996)年「ここが危

ない!アスベスト」を出版したアスベスト根絶

ネットワークなどに、ビル解体時のアスベスト対

策や吹き付けアスベスト問題について、市民から

の問い合わせが摺えています。解体時のアスベス

ト対策はほとんど実施されていないのが実態で

すが、市民等の申し入れを受けて改善されるケー

スが目立ちますu魚市場労組が長年にわたってア

スベスト対策に取り組んできた築弛市場では、屋

外のスレート屋根撤去も負圧で行われています。

7 広報活動

昨 (1996)年 11月27 日の第 10回総会後、 「アス 

ベストの禁止をめざす11. 2 7 集会広がるアス

ベスト被害・海外で強まる禁止の動きjを開催し

ました。 4月19-20日には、代々木公園で開催され

た「アースデイ・フェスティパル '97 in東京jの

テント村エコタウンに出展しました。

今年度は、上記の情報を紹介した「アスベスト

対策情報JNo.22(7月23日付け)および11.27集

会での報告内容を紹介した「めざす会ニュースj

No.24(2 月)を発行しました。

n1 997年度活動方針

1 はじめに

(1997年)9月に京都で開催された第9回国際

職業性呼吸器疾患学術会議では、 I L O / W H Oが

2015年までに「労働衛生問題としてのけい肺を

根絶させる」国際計画を押し進めているように、

じん肺対策が格段に前進していることと対照的

に、今後世界的にアスベスト(石綿)による被害が

急速に増大することが予測され、対策が急がれて

いることが強調されています。(この会議は1 9 30

年以来、アジアで初めての開催で、千名を超す研

究者、政労使代表らが参加しています。)

たしかにこの 10年間の取り組みの中で、日本

におけるアスベスト規制は確実に前進したと言

えます。

しかし、今なお年間約 20 万トンものアスベス

トが輸入され続けており、アスベストを含有しな

い建材が十分存在するにもかかわらず、そのほと

んど (93 %)が建材製品として使用され続けてい

ます (14頁の図)0

そして、フランスに続きイギリスが、そしてEU
全体としてのアスベスト禁止が実現する可能性

が高まっている中で、日本だけが、法規制どころ

か、使用量削減が(欧米と比べ)遅々として進んで

いないという状況なのです。

私たちの取り組みにもかかわらず、マスコミを

はじめ日本の労働者・市民がそのような状況が正

しく認識されておらず、「アスベスト問題は過去

の問題jととらえられているという状況もあるの

ではないでしょうか。

率直にいって私たちは、フランス政府の決定を

日本でのキャンベーンに十分生かしきることが

できなかったと反省する必要があると思います。

いまイギリスをはじめヨーロッパの労働組合・市

民団体がかちとろうとしている成果は、日本での

取り組みをステップ・アップさせる絶好のチャ

ンスだと思います。

2 宣伝・広報活動

今年度はとくに、ヨーロッパ等でアスベスト問

題に取り組む労働組合・市民団体等とこれまで以

上に緊密な連絡・連携をとりながら、アスベスト

禁止へ向かう世界の趨勢を正確・迅速につかみ、

労働組合や市民、マスコミ、関係業界、議会、行政

等に対する様々な宣伝・広報活動を強化してい

きたいと思います。

具体的な企画は状況の推移をみながら機敏に

対応していきます。代替品情報を普及することが

重要という視点から、ノンアスベスト・フェアー

および/またはノンアスベスト製品のカタログ

作成や代替製品情報のインターネット上での紹

介等、の実現を追求していきます。

以上の目的にも資するため、石綿対策全国連絡

会議としてインターネット上にホームページを

開設します。具体的な作業は、ワーキング・グルー

プを設置して進めます。

3 業界等への働きかけ

ノンアスベスト製品製造企業およひ団体と積

極的に連携を強めて、あらためてノンアスベスト

製品に関する情報の提供、ノンアスベストフェ

アーの実施等を呼びかけていきます。

建材分野での代替化を促進するためには、市民

に対する広報だけでなく、住宅販売、設計業界等

カt積極的に取り組んでいくことが重要です。その

ために関係業界に対する働きかけを行っていき

ます。

また、アスベスト製品製造企業に代替化を働き

かけていきます。

「環境住宅」が流行のようになる中で何が環境

にやさしい住宅かという議論も活発になってい

ますが、住宅のノンアスベスト化は、即実現可能

で、誰にもわかりやすい「環境住宅」です。

4 行政への働きかけ

引き続き、環境庁、労働省、建設省、通商産業省¥

厚生省等の関係省庁との意見交換の機会を設定

し、働きかけを強化していきますロ

とくに、石綿吹き付け建築物の解体・改修工事

の届出については、改正大気汚染防止法に基づく

地方自治体への届出と労働基準監督署への届出

の双方に対するチェックと、石綿飛散防止対策の

実施状況に対するチェックを強めて、関係行政機

関に必要な要請を行っていきます。

行政改革で省庁の再編があるかもしれません

が、ヨーロツパ等の情報を私たち江側からも積悔

的に提供し、日本でのアスベスト禁止の実現に向

けた効果的な働きかけを行っていくことが重要

になってきます。

5 アスベストによる被災者への支援活動

アスベスト被災者の救済に向け、引き続き支援

活動を強め、地域的支援体制の確立へ向け体制を

整備していきます。

6 組織の強化・拡大

石綿対策全国漣絡会議の組織拡大・強化を図っ

ていきます。また、アスベスト規制法制定をめざ

す会との組織的整理を含め、組織運営のあり方に

ついても検討し、会員各位の運動の強化と、石綿

対策全国連絡会議の活性化を図っていきます。

7 会費等について

会費は、従来どおり、団体会員の中央単産等が

年間 10,000円、その他団体会員は年間5,OC日丹、

個人会員は年間2,。 0 0 円とします。会費には「ア

スベスト対策情報J1部の代金を含みます。

シンポジウムおよび集会の参加費については、

年2回以上行う場合は、2回目以降は5 0 0 何とし

ます。

皿 1997年度役員

代表委員加藤忠由(全建総連委員長)

佐藤晴男(自治労副委員長)

富山洋子(日本消費者連盟委員長)

広瀬弘忠(東京女子大学教授)

事務局長古谷杉郎(全国安全センター)

同次長 温品惇ー(アスベスト根絶ネット

ワーク)

伊藤彰信(全港湾)

里見秀俊(全建総連)

運営委員岩本伸一(自治労)

山本潤 (日教組)

後藤象次郎(全建総連)

野沢 実(全造船機械)

花岡邦明(日本消費者連盟)

西田隆重(神奈川労災職業病セン

ター)

安江 祐(全国じん肺弁護団)

信太忠二(個人)

会計監査仁木由紀子(個人)

平野敏夫(東京東部労災職業病セ

ンター) 由
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E翠園

井上浩

監察監督官 (4)

1975年 6月 19日(木)曇

春日部署長島1課長に電話。かおり幼稚園の

ことにつき本省回答については結論を出す前

に局へ棺談すること。監察担当署変更につき

春日部署関係事項を安田監察官に移管。帰り

に初京、内野、川口(いずれも労災課員)の各氏

同行してくれて金魚5匹を貿う。

(かおり幼稚園の件について記憶が全くな

いので、長島元1課長に手紙を出したが返事が

ない。長島さん｝訂|旧署長退職後は建設荷役

車輔安全技術協会に勤務されていたが、現在

は退職されたようである。当時のことは記憶

にないのかもしれない。上野監督課長は鹿児

島に帰られており、本省小池補佐の原稿修正

要求のことを書いた10月号を送ったら礼状が

来た。また、事務次官から労働福祉事業団の理

事長になられた若林さんにも、登場していた

だいた分の号を送ったら、こちらは全く何も

言ってこない。 1993年に福岡市の学校給食公

社の山下さんの腰痛が、福岡高裁で勝訴確定

したときに、福岡署長は訴えを提起した2週間

分の療養費しか支払わず、以後3年分は時効と

して支払いには応じなかった。そこで福岡自

治労の森田現業部長から相談があり、私は直

接、当時事務次官であった若林さんへ手紙を

出した。ところが、その時にも全く返事がな

かった。後に森田さんから、また自治労の労安

研の原さんを通じて確認したところ、福岡署

(現福岡中央署)より 3年分の療養費について

健保との差額が支払われたということであっ

た。それが若林さんの力か、 1995年 1月31日

の審査会裁決(安全センター情報1997年3月

号)の影響かは不明である。全労働中執の人か

ら聞いたところによると、若林さんは敬けん

なクリスチャンだそうであるが)

6月 23日(月)薄晴

衛生管理者試験の問題作成。(当時は各局で

試験を実施し、基準協会で講習会を行ってい

た。講師は私たちであったから合格率は高

かった。私の担当はもちろん基準法であった。)

7月4日(金)雨曇

相変わらず毎日ひまな日が続く oJI旧 署関 

根署長、萩原一主任、 N組死亡災害の件で来局。

13条違反成立せず。 Sタクシーがオール歩合制

につき監督するようにK (組合か 7) より課長

へ。課長より署長へ監督するように電話指示。

夜“時の法令"の原稿 (7月23日号“法と監視機

構" )ょうやく終る。

7月 11日(金)小雨曇

夏季休暇をとる。 7:53発。 12:12蒲郡着。三 

河ハイツへ。総評系の東海ブロック労災防止

指導員研修会。展望絶佳。食堂にはムード音楽

流れる。浴場良し。総評信太氏に初めて会う。

15:10~17:00 まで講演。安全運動に若干の影

響を残したこと、労安法に安衛教育と新工法

等の事前点検制度、それに労働者の実態記録

を残したことが生きた意味か。砂上の足跡に

過ぎないが。

7月 12日(土)晴雨

午前中意見発表会。 25名で皆熱心。世話役の

奥田、古田の 2氏は東亜合成出身で矢内さん

(私の名古屋南署時代の下宿の主人。東亜合成

一家)を知っている。昼、蒲郡へ出てSへ電話。

吉良吉田駅に車で来てもらい緑の平野を走り

岡崎公園へ。いろんな人生がある。名鉄で新名

古屋駅へ出て22時 19分帰宅。

7月 14日(月)晴

大宮署の署長、一課長、街藤技官来局。 A機械

のクレーン感電死の件。災害発生地で捜査の

こと。本省庶務課より電話。某技能センターの

件。①土曜に許可した。②寄付行為関係の書類

が抜けている。③本日午後技能センター職員

が局へその分を持参する。④前法人の解散に

ついて十分監督すること。(故玉置議員が関係

していた財団法人のことらしい。複数の県に

またがる公益法人の許可は本省庶務課が担当

し、地方局では監督課が事務を担当していた。

この法人にはいろいろなことがあったが、現

在も活動しているので書かない。なお、その後

に例の山口敏夫元議員の関係している団体も

許可を受けたが、その時には中国地方で退職

した基準局長を採用するようにすすめられた

ということだった。その人の安全大会への出

張費を出したりもしていた。)

7月 17日(木)曇

昼前、中学後輩という H氏来局。一緒に汽車

通学していたらしいが記憶なし。余りの老化

に驚く。煙車1箱を出されたが、喫煙しないの

で断る。帰宅後電話あり。会社の労災の件て瀬

まれる。会計検査院の O君(同級生。当時課長

だ、ったと思う。)に会ったら、私を紹介された

とのこと。 (H氏は有名一流工務底の下請企業

の幹部であった。ところが、労災が発生しても

その元請工務店が認めないので、やむなく埼

玉県内に所在する材料加工工場で発生したこ

とにして手続きをした。ところが、それが発見

されたのであった。この元請工務庖は常習犯

であって、同じようなことが朝日新聞に下議

事業主から投書されたこともあった。そこに

は私が1年間口をきかなかった課長も天下っ

た。丁度私が司法担当の監察官であったとき

にも死亡事故が発生し、担当監督署には挨

拶つに行ったそうだが、遂に私の前には現わ

れなかった。 H氏の関係事件がそ¢後どうなっ
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ラインより筑波山へ。途中牛久沼で食事。風光

明掘。八郷町を通って霞ヶ浦を右に見て走り、

佐原を通って帰る。(夏休みというのは年休以

外の休み)

8月 18日(月)曇晴

午後安全センター蒲池、石原両氏来局。安全

衛生点検ブック原稿のことを相談し決定。

8月2日日(水)楕

局署合同で日本楽器監督。近藤局長(この少

し前に森田局長と交替)、上野監督課長(三田

署長退職)、岡田安全専門官(熊谷署長退職)、

浅倉労災補佐(浦和署長退職)、保科監督官(現

新潟局監督課主任監察監督官)、締淵技官、小

山川越署長σ庁沢署長退職。死亡)、三枝一課長

(前出)、星野二課長(審査官つ退職)、中沢監督

官(現春日部署長)、峯監督官(現本省労働時間

課補佐)。埼玉上尾高と東海大相模高の準決勝

戦。調査中細附氏(局長車運転)を守衛室に行か

せテレビ観戦させる。 5: 4で意外に上尾勝ち。

8月 27日(水)晴

このところー倉係長が課長に対して仏頂

面。(何か不満があったのだろうか。)

8月29 日(金)曇

六価クロム関係の緊急監督実施のことで、

一方面主任監督官と第一課長会議。局側EE督
課長以下11名。署側9名。概要以下のとおり。

水越安全衛生課長新任挨拶

有害物監督実施について上野監督課長

クロムの知識について金子監督官

質疑

夕方新任監督官の戸丸(現群馬局監督課主

任監察監督官)、亀島(円、峯(前出)、笹森(現

秩父署長)の諸氏と大宮で飲む。(統括研修指

導官であったため)

8月30 日(土)曇

たかは知らない。私はそれをどうこうする立

場にはなかったからである。)

7月 19日(土)晴

休んで8:24大宮発特急ひばり 2号。 10:45

二本松着。散歩の後パスで岳温泉へ。国民宿舎

“寿泉荘"。福島県第2回労災職業病交流集会。

130名。職場点検と労災について話す。淀川長

治に似ていると。ふざけたことだ。清涼の風吹

く高原。明星美しく夜風冷し。信州を思い出す。

7月 28日(月)晴

川越三枝一課長(浦和署長退職。東光電気工

事。工学系でないのに勤務の余暇を利用して

長い年月をかけて自分で家を建築した大へん

な努力家)来局。 U工務庖感電死。安衛貝1]3 33条

該当。朝、静岡安全センターより電話。蒲郡で

の話が大へん良かったと出席した労災防止指

導員が言ったことから是非講演頼みたいと。

7月29 日(火)晴

大宮署島田署長、三浦一課長S信用金庫の労

働時間違反のことで来局。昼、大和伸管所の人

が労務事情誌相談室の記事を見て労災のこと

で相談のため来局。“万庖"で食事。

8月2日(土)晴

資本論速読終了。抜粋をノートに記入。

8月5日(火)晴

大宮署に相談応援。原田監察官と 2人。 S信 

用金庫の女子事務員より聴取書作成。(この信

用金庫は大宮署により送検されたが、私は事

務員さんより時間外労働の事実を聞き出せ

ず、後に浦和地検への送致書を見たところ、私

の調書は綴り込まれていなかった。何とも恥

ずかしいお粗末な応援であった。それにして

も女性はおそろしい。)

8月 11日(月)晴

夏休みをとる。車で土浦を通り筑波スカイ

BZ面監督嘗労災閥嶋 監盛三三=己主1

本省監督課亀田氏より電話。a:昭電秩父工

場の調査表を課長内かんで送った。②監督結

果も含め至急送られたし。(何のことだった

か?) 14:05東京発。伊豆長岡“おおとり荘"。

静岡安全センター労災職業病交流会。 80 名。

8月 31日(日)晴

9:00~ 1O・ 30講演。 70点か。静岡署渡辺氏

の車で三島駅まで送ってもらう 011:47発。 13

45帰宅。

9月 10日(木)晴

川口署亀島監督官より電話。①18日より研

修に行く。②カンパとしてビール2ダース欲し

い。@大きな基準局などはどこも出している。

④17日研修に行くため挨拶に来局するのでそ

の際にいただきたい。(記憶はないがたぶん

ビール券を渡したと思う。)

9月 12日(金)晴

春日部署長島一課長来局。①K化学工業のベ

ンジジン事件捜査に応援は不要である。@l奇玉

県保健センターで返品次第やる。保健センター

に行くと、来週送ると。(証拠品のことかつ)

9月 17日(水)晴

署長会議。終ってから飲まずに帰る。

9月 18日(木)曇

夕方、沖電気労組の佐藤氏と喫茶底で電機

労連の講演打合わせ。

9月21日(日)晴

一日中“いのち"の原稿書き。遂に 100枚終り

ほっとする。えらいことを引き受けた。

9月23 日ωく)曇 H青
原田監察宮と渋谷女史(現大宮署業務課長)

の3人のみ。春日部署管内の東進重機の件で、

労組、弁護士 2名、全金高村氏等 13名来局。

(20、2 4と書いてあるので、解雇と賃金不払い

のことだったのだろうか。)

9月 30 日紗く)曇

横浜市交通労組学習会。根岸駅下車。交通労

組会館。 50 人。夏休みをとり行く。

10月 3日(金)雨

年休をとり 7:55大宮発特急で沖電気労組

の佐藤氏と高崎工場へ行く。本庄、高崎、富岡

各工場の安全委員講習会。 40名。 16:40発特急

で帰る。(こうして労組関係の学習会等に出席

していたが、役所で表面だった抵抗は全くな

かった。)

10月 7日(火)曇

休暇。 8:40羽田発。雲多し。わずかに雲上に

富士が見える。 10 :40頃白浜空港着。海岸散歩

後“ホテルニュー白浜"へ。電機労連安全衛生

対策担当者会議。 14:30~ 17:00すぎまで話

す。安全センター蒲池氏と初めて泊。

10月 8日(水)一時雨曇

紀伊半島をめぐり名古屋から帰る。南紀の

海美し。車中李白の詩を読み感動。

10月 9日(木)曇あり

夜、弁当屋臨検。違反なし。安田、井上、保科、

依田、栗原、会田の各監督官。

10月 11日(土)曇

昨夜全労働関口副委員長より電話。そのた

め10時すぎ?に早退し、全国職業病交流集会に

出席。読売ランド 204 号室。関口氏と同室。

10月 12 日(日)雨

D号館21 2号室の「認定と補償」分科会へ出

席。患者中心の集会のようだが前途はどうな

るか。女11名、男6名。例のS化学工業の鉛中

毒認定のS氏(テレビにも出演したことあり。)

も同室であったことがわかり挨拶。関口氏と

帰る。(このときは第 9回で 33都道府県から

1,0 48名参加。記念講演は東京経済大 町～

の川上正道氏となっている。) 魁よ凶

1

2

3

4
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臨00 )謹購署塁強鵠
盟諸思@韓盟@聾羅@詣湾

多国籍企業に関するアジア N G O憲章(案)も討議

佐久間真一 
進出企業問題を考える会

1997年11月23日 24 日の両日、進出企業問題

を考える会主催の「多国籍企業のモニターに関す

るアジア国際シンポジウム(第2回)東アジア地域

セミナー」が、都内の江戸東京博物館・会議室で開

催された。東アジア地域セミナーは、 1996年12月

に開催した日韓共同セミナー(19 9 7年 4月号参

照)に続くもので、日本国内で多国籍企業問題に

関わっている市民団体 12団体の協賛のもとに、

韓国、香港、台湾の東アジア地域のNGOじた代表を

ゲストとして迎え開催された。

東アジア地域セミナーの目的

東アジア地域セミナーは、次のような目的、課

題のもとに開催された。

(1 )投資国側市民、 NGOの課題と役割の検討

日本・韓国・香港・台湾の東アジア 4か国・地域

は、著しい経済成長を遂げたアジア地域の中に

あって、域内貿易・投資拡大の担い手、主要な資本

供給国となっている。多国籍企業に対する社会的

規制を強化していくためには、まず、投資国側に

おける、自国の海外進出企業に対する働きかけや

モニター活動が重要となる。

東アジア地域セミナーの第一の目的は、この4

か国・地域の海外投資の現状と問題点を検討し、

投資国側市民、 NGOの課題と役割について確認

していくことにあった。

(2) NGOによるモニター活動の進め方の検討

セミナーの第二の目的は、市民団体や労働団体

などのNGOによる多国籍企業に対するモニター

活動の進め方について検討し、共通の認識を深め

ていくことであった。今回のセミナーでは、『多国

籍企業に関するアジア NGO憲章(案)1(51頁参
Hめが用意され、 23日のワークショップで意見を

持ち寄り検討した。この I N G O憲章』は、日本国内

での多国籍企業監視活動の経験を踏まえてまと

めたもので、アジア地域における市民 .NGOの共

同の指針をつくろうとするものである。国際自由

労連アジア太平洋地域組織(IC目 'U.APRO)が、

1994年に、『民主的発展のための社会憲章』をまと

めているが、アジア地域で市民団体によるこの種

の憲章っくりは、初めての試みである。
(3)モニター活動のネットワークづくり

セミナーの第三の目的は、アジア地域における

多国籍企業に対するモニター活動のネットワー

クづくりを進めることであった。進出企業問題を

考える会では、今回の「東アジア地域セミナー」に

続いて、 1998年秋に、タイ、フィリピン、インドネ

シアなど投資受入国側から NGOの代表を招い

て、「アジア地域セミナー」を開催する予定でいる。

多国籍企業をモニターする私たちの活動は、ま

だ始まったばかりで、日本国内では、この問、問題

のケースに応じた共同行動が展開されているが、

それでも、活動分野や性格の異なる NGO間の協

力は難しい伺題がある。まして、アジア地域での

国際的な協力・連携を進めていくには、多くの課

題があるが、今後、『多国籍企業に関する NGO憲

章(案)1を、アジア地域のNGOの共同の指針とし

て共有し、投資国側と投資受入国側NGOの閲境

を越えた連携(ネットワーク)を強化していく計

画でいる。

報告・討論の概要

(1 )ワークショップ(11月2 3 日)

初日の 23日は、『多国籍企業に関するアジア

NGO憲章(案)1に関するワークショップが聞か

れ、主催・協賛団体関係者と海外ゲストを中心に

約 4 0人が参加した。

主催者のI N G O憲章(案)1の趣旨説明に続い

て、次の方々が報告を行った。

小島延夫(進出企業問題を考える会・弁護士)

渡辺 勉(国際労働研究センター)

キム・ウニョン(韓国「参与連帯」国際人権セン

ター)

ジェラルド・グリーンフィールド(香港品1RC)
陳光興(台湾労働教育情報センター・清華大学

教授)

続いて、参加者によるフリーディスカッション

に移り、予定時間をこえる活発な討論が展開され

た。各国代表ならびに参加者から出された INGO

憲章(案)1に対する意見の主な論点、整理の方向

は次のような内容であった。

①『憲章』の性格、白的の明確化

アジア地域におけるNGOによる多国籍企業監

視活動のための共同指針とする。用語、概念の整

理と国際基準等の明確化。用語については、例え

ば労働三権の「尊重」か「保障」か、事前「協議Iか「合

意」か、などを検討し、国際基準については、各条

項が依拠している ILOや OECD等の指針を明

記する。また、憲章案の各条項は、一般化して記述

されているが、これらの指針が作成された摩史的

経過等を大切にすることが確認された。

②女性の人権と母性保護条項を加筆

多国籍企業(製造業)に働く労働者の大半は女

性労働者であることを踏まえ、女性労働者の人権

と母性保護について、独自に条項を盛ることにし

た。

③請負・下請け業者への『憲章』の適用

多国籍企業の生産が請負・下請生J産になってい

る実態を踏まえ、本『憲章』を、請負・下請業者にま

で適用することにした。

④『憲章』の宣伝、普及

アジア各国のNGOに『憲章』を広く宣伝してい
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くとともに、とくに労働組合への働きかけを強化

していくことが必要と確認された。

ワークショップの討議の集約として、今回の
『憲章(案)Aを第1次草案として、今後、さらに各国

で検討を深め、 1998年秋に開催する「アジア地域
セミナー」で採択する計画で、アジア各国のNGO

に広く伝え、意見を求めていくことにした。
(2)東アジア地域セミナー(11月2 4日)

2 4日のセミナーには、約8 0人が参加した。セミ

ナーは、各国代表の報告とパネル・ディスカッ

ションの二部構成で行なわれた。各国代表の報告

テーマと報告者は次のとおり。

回馬山輸出自由地域の資本撤収問題と対応
報告/カン・インスン(韓国・慶南大学教授)

圏中国における多国籍企業と労働者
報告/ジェラルド・グリーンフィールド(香港

AMRC)
園日本の原発輸出反対の共同行動の教訓

報告/高成炎(台湾環境保護連盟・台湾大学教

授)
盛多国籍企業と労働組合一I M Fの取り組みを中

心に
報告/小島正岡rJ(IMF書記長アドバイザー)

圃アジアにおける多国籍企業とNGOの展開
報告/村井吉敬(上智大学教授・P A R C共同代

表)
続いて、日本、韓国、香港、台湾企業の海外投資

の現状と問題点について各国代表から報告を受

け、アジア地域での多国籍企業のモニター活動の

進め方について、会場からの質問に対する回答を

含め、各国代表パネラーによる討論が行なわれ

た。今回のセミナーでは、台湾企業の海外投資の

現状カヰ万めて報告されたロ質疑討論の主な論点は

次のような内容であった。
①韓国、香港、台湾での市民団体と労働組合の連

携の現状
多国籍企業問題をはじめ社会運動にかかわる

市民団体と労働組合の連携は各国とも強固では

ないが、とくに日本国内ではほとんど接点がない

現状が報告された。
②中国における多国籍企業に対するモニタ活

動の展望
中国にはいわゆるNGOが存在しないことか

ら、中国でのNGOによるモニター活動は厳しい

現実にあるが、様々なチャンネルと通して中国国

内に働きかけていくことが必要と確認された。
③中国の労働組合運動の評価と今後の展望。

中国の「労働組合J(総工会)は、国際自由労連
(ICFTU) においても労働組合として認知されて

いない実態にある。

④多国籍企業の下請・請負生産の責任
多国籍企業の下請・請負生産をしている企業に

対するモニター活動が必要であり、とくに、下請・

請負生産における発注元の多国籍企業の責任を
明確にしていく活動が大切と確認された。

セミナーの成業と今後の課題

(1)共通理解深めた東アジア地域セミナー

今回の東アジア地域セミナーは、前述したよう
に、 3つの目的をもって開催された。 1996年の日
韓共同セミナーに続いて2回目の開催というこ

ともあって、海外ゲストを含む参加者の共通理解

が深まり、討論もかみ合ったものとなり、大きな
成果をあげるととができた。

とくに、昨年の韓国、香港に加え、今年は台湾の

NGO代表が参加したことによって、東アジア地
域の投資国側NGOの多国籍企業モニターのネッ

トワークが広まった。また、今回のセミナーで討
議されたW N G O憲章(案)Aは、多国籍企業問題の

キャンベーンやモニター活動の指針として活用
できることから、アジア地域でのNGOによる多

国籍企業モニターのネットワークづくりに大き

く一歩踏み出すものとなった。

(2)今後の課題
この問、多国籍企業の投資をめぐる国際ルール

策定の動きが、 O E C DやA P E C、WTOなどで活

発化している。 O E C Dでは現在、 1998年5月の締

結をめざした多国間投資協定( M A J )の政府間交
渉が進んでいる。こうした動きは、日本やアメリ
カなど投資国担uからの強い働きかけによるもの

で、その目的は、投資の自由化(保護・促進)及ひ安

定した投資環境の確保にあり、内容も投資受入国

側の義務に関する事項が中心となっている。
O E C DやA P E C、WTOで投資協定が策定され

れば、それは、投資に関する一種の国際ルールと

なっていくことから、 NGOの立場から、その動き

を監視し、政府や関係機関に働きかけていく必要

がある。と同時に、多国籍企業問題にかかわる
NGOとして最も重要なことは、 NGOレベルでの

多国籍企業をモニターする活動と国際的なネッ

トワークを強化していくことであろう。とくに、
多国籍企業の投資が集中しているアジア地域に

おいては、今後、市民・NGOによるモニター活動

がますます重要な役割を果たすことになる。残念

ながら、アジア地域においては、欧米諸国に比べ、
多国籍企業問題にかかわるNGOが少なく、その

力量も限られている現状にある。
今後、日本、韓国、香港、台湾の投資国i~UNGOの

連携をさらに強化し、アジア各国のNGOへの働

きかけを強めていきたい。また、日本国内におい
ては、 NGO間とくに市民団体と労働組合との連

携の強化が大きな課題となっている。進出企業問
題を考える会では、 1998年秋に予定している「ア

ジア地域セミナー」に向けて、こうした課題に挑
戦していく計画でいる。多くの皆さんのご町T別
協力をお願いしたい。 組.LJ.:.I
*全国安全センターもこのセミナーに協賛した。
主催団体や他の協賛団体とは、ここ数年来、ボ

パール事件を考える会、玩具の安全生産に関す
る市民連絡会、常石セブ造船問題を考える会等

の取り組みで協力する機会が増えてきている。

多国籍企業に関するアジアNGO憲章(案)
作成:進出企業問題を考える会

[1 . iアジアNGO憲章」について)

【憲章の目的】

1 著しい経済発展を続けるアジアでは、日本・
韓国・香港・台湾など東アジア諸国・地域の企業

をはじめ外国企業(多国籍企業)の投資が急増
し、進出先国の経済、社会、市民生活に大きな影

響を与えている。多国籍企業の投資は、投資先
国の経済発展や雇用の増大に寄与するといわ

れる一方で、投資先閣での人権侵害や不当労働

行為、公害輸出や環境破壊、資源の乱獲、文化摩

擦といった種々のトラブルを多発させている。

2 多国籍企業をめぐるトラブルは、第一義的に

は当該企業自身の経営責任によるものである

が、同時に、国際社会や投資園、投資受入国にお

いて多国籍企業の投資活動に対する法規制や

拘束力をもった規制基準等が整っていないと
ころにも大きな原因がある。

多国籍企業の行動指針に関しては、すでに

I L OやOECDといった国際機関による宣言
や指針の採択、各国政府や経済団体などによる

ガイドライン策定、さらには各企業による指針

策定なども行われているが、とれらはいずれも
法的拘束力をもたない多国籍企業の行動理念
をうたった「ガイドライン」となっている。
3 本憲章は、多国籍企業問題に取り組んでいる

アジア各国・地域の市民団体や労働団体などの
NGOカえそれぞれの取り組みを踏まえ、多国籍

企業の行動規範と市民、労働者による国際的な

監視活動のあり方についてまとめたものであ

る。多国籍企業の投資が進むアジアにおいて、

こうしたNGOレベルでの多国籍企業に対する
監視活動はますます重要なものとなっており、
本憲章はアジア地域におけるNGOの多国籍企

業監視行動の規準作成を目的としている。
【補注1多国籍企業の定義本憲章におい

て用いられる「多国籍企業」とは、その事業所
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の法的形態や事業活動の分野を問わず、 2ま
たはそれ以上の閣に事業所を有する企業で、

ひとつの決定機関のもとにおいて整合性の

ある事業活動を行い、資本金あるいは知的所

有権や製造・販売その他の要因で各国の事業

所に相当の影響を有している企業をいう。

戸五国籍企業の行動規範 )

※以下の条項は、多国籍企業の投資と事業
活動のあり方について、 O E C D、I L Oなどの

国際基準を参考にまとめたもので、多国籍企
業に対する市民・N G Oの監視基準としたい。

【多国籍企業の活動理念】

1 多国籍企業の投資と事業活動にあたっては、
それが投資先国の政府やパートナーの利益だ

けでなく、投資先国の社会と公衆の利益にかな

うものでなければならない。多国籍企業の事業
活動は、投資先国の経済、社会との協調、融和を

はかり、進出先社会の経済的、社会的自立に寄
与するよう努めなければならない。

Z 多国籍企業は、その事業展開にあたっての基
本理念と行動指針を定め、これを広く内外に明

らかにし、各事業所の従業員レベルまで徹底す
るとともに、その実践状況を定期的に点検し、

その結果を公表しなければならない。
【投資先国の主権尊重と国際基準への準拠】

3 多国籍企業は、その事業活動にあたって、投

資先国の主権の尊重ならびに現地の法律、規
則、行政慣例等を遵守することは当然である

が、公害規制や資源・環境保全、消費者保護、労
働三権などをめくpって進出先の匡|内法や規制

等が国際基準からみて不備な場合には、国際基
準に準拠しなければならない。

【基本的人権と思想・信条の自由の尊重1
4 多国籍企業は、その事業活動にあたって、基
本的人権を尊重し、 I L O憲章や世界人権宣言な

ど関係する国際基準を遵守しなければならな
い。とくに、人種、性別、宗教、言語、民族などを

理由としたいかなる差別も行つてはならないロ
また、思想・信条あるいは政治的意見を理由と

した差別を行ってはならない。
【社会的・文化的価値並びに慣習の尊重］

5 多国籍企業は、その事業活動を行う園、地域

の礼会的及び文化附面値並びに慣習、伝統を優

先的に尊重しなければならない。多国籍企業
は、進出先の政府あるいは現地の人々がその社
会、地域の文化的、伝統的価値・慣習を損なうと

判断する生産・営業活動や製品・サービスの供

給をしてはならない。
【政治活動及び賄賂など不正活動の禁止】

6 多国籍企業は、進出先の政治活動に関与した

り、進出先の政府あるいは特定の団体、公職に

ある者などに対する賄賂、さらには利益誘導の
ための買収など不正活動を行つてはならない。

［情報の公開】
7 多国籍企業は、その事業活動を行う国の公衆

に対し、適当な伝達手段を用いて、その企業の

全体の組織、事業内容、財務及び非財務事項な

どを定期的(通常6か月以内、いかなる場合で
も1年以内)に公表しなければならない。定期

的に公表すべき情報には、少なくとも次の事項

が含まれるべきである。
(1)出資会社及び現地企業の名称並びに所在地、

出資形態・比率、技術貸与・事業関連など相互間

の関係
(2)現地企業の主たる事業内容、貸借対照表・損

益計算書など財務表及ひ官司連情報
(3)現地企業江従業員数及び労働条件、労使関係

(4) 関連企業聞の商品移転の際の価格政策

8 多国籍企業は、その事業活動にかかわる事項

に関して、進出先の政府・関係当局あるいは当

該企業の労働組合及び一般公衆から要請が

あった場合には、その情報を提供しなければな

らない。
【労働三権の保障1
9 多国籍企業は、いかなる国・地域の事業活動

においても、労働者の基本的権利として労働三

権(団結権・交j舛在・争議権)を尊重しなければ

ならない。その場合とくに、以下の事項に留意

すべきである。

(1)労働者が自主的に閃結し、労働組合を結成す

ることを妨害してはならない。また、労働組合

を結成もしくは結成しようとしたことを理由

に、労働者を解雇したり、退職強要や差別的待
遇をしてはならない。

(2) 労働者がその代表を選んで企業との交渉を

要求した時は、企業は誠意をもって積極的に交
渉に応じるべきである。その場合、企業は交渉

を有意義に進展させるため、①企業全体の業績
に関わる必要な情報を労働者代表に提供する

こと、<z交渉事項について決定権を有する使用
者代表を交渉にあたらせること、③労働者の要

求に対して工場の撤収などの不当な威嚇をし
ないこと、を守るべきである。

(3) 労働者の争議権を保障し、労働者がストライ

キや職場集会など団体行動を行ったことを理

由に、不利益な扱いをしたり、解雇をしてはな

らない。また、争議を暴力的につぶしたり弾圧
しではならない。

【雇用・労働条件・労使関係】

10 多国籍企業は、進出先国の雇用機会の拡大、

安定をはかるとともに、採用・配置・昇進・待
遇において不当な差別を行ってはならない。そ

の場合とくに、以下の事項に留意すべきである。

(1)雇用機会の拡大・安定に寄与するため、原料・

部品・設備などの供給は最大限、現地調達を原
則とし、進出先の園内企業との契約を優先する
こと。

(2) 雇用に重大な影響を及ぼすような事業活動

の変更にあたっては、労働者及びその団体の代

表に対して、計闘の変更が可能な段階で提示

し、協議すること。とくに、集団的なレイオフま
たは解雇を伴う事業閉鎖の場合は、十分な予告

と交渉が必要である。

(3) 従業員の採用、配置、教育・訓練、昇進にあ

たっては、機会および待遇の均等を原則とし、

いかなる差別も行ってはならない。また、進出

先の社会・文化的、宗教的慣習を尊重しなけれ
ばならない。

J1 多国籍企業は、進出先国の雇用水準と労働条
件の改善に寄与するため、進出先固または地域

での最高水準の労働条件の提供と良好な労使

関係の確立に努めなければならない。その場合

とくに、以下の事項に留意すべきである。
(1)賃金及び労働条件は、その国・地域における

類似の企業が提供するものに比べ、最高水準の

ものであるべきである。労使関係の基準におい
ても同様でなければならない。

(2) 労働安全・衛生に関しては、進出先閏の関連

する法律及び諸規則並びに関係する国際条約、

それに対応する勧告等を遵守し、国際条約を批
准していない聞にあってもこれら国際基準に

準拠し最高の水準を維持すべきである。とく

に、事業活動上の安全及び衛生について、当該

企業の労働者に対する責任ある教育と地域住

民に対する適切な情報の提供がなされなけれ
ばならない。

【消費者保護】

12 多国籍企業は、その事業舌動か及ぼす進出先
社会の消費生活への影響に十分留意し、進出先

国の消費者保護に関する法律や諸規則並びに

関連の国際基準を遵守しなければならない。そ

の場合とくに、以下の事項に留意すべきである。

(1) 消費者の健康に害を与え、安全を脅かし、消
費者に好ましくない影響を与えるような製品・

サービスの供給並びに進出先社会の伝統的な

消費生活・生活様式に著しい影響を与えるよ
うな製品・サービスの供給の禁止。

(2) 製造もしくは販売しようとする製品・サービ

スの内容及び判明している限りでの安全・健康

に関する情報を、正確でかつ有効な方法で消費
者に伝えること。

(3) 不当表示、不当広告の禁止。
【自然・環境・資源の保護】

13 多国籍企業は、その事業活動が及ぼす自然環

境、資源への影響に卜分留意し、進出先国の環

境・資源の保全に関する法律や規則を遵守し、関

連する国際基準を尊重しなければならない。そ
の場合とくに、以下の事項を遵守すべきである。

(1)環境アセスメン卜と事後評価の実施
(2) 環境対策・指針の策定と環境管理態勢の整備

(3) 環境対策にかかわる情報の公開

14 多国籍企業は、その事業活動において、環境
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破壊等の被害が発生した場合には、企業責任に

おいて原状回復と被害に対する補償など適切
な措置をとらなければならない。

【紛争解決の責任1
15 多国籍企業は、その事業百動にともなう労使

紛争及び地域住民とのトラブルについては、出

資企業(親会社)の責任として、紛争解決のため
に積極的に努力しなければならない。その場合

とくに、以下の事項が確認されるべきである。

(1)進出先の当該企業の労働組合または地域住

民、政府及び関係当局からの、事業活動ならび
に紛争に関わる情報提供の要請に対して、誠意

をもってこれに答えること。

(2) 当該企業の労働組合文は地域住民から交渉
の要求があった場合には、責任と誠意をもって

これに応じること。
【圏内雇用問題】

16 多国籍企業は、国内において、外国への進出

を理由とした工場閉鎖、人員削減、労働条件の

切下げを行ってはならない。また、明らかに雇

用不安に発展する対外進出を行つてはならな

い。対外進出にあたっては、当該企業の労働組
合と事前協議を行わなければならない。その場

合とくに、次の項目について予め労働組合に資
料を提供し、協議しなければならない。

(1)海外進出の目的と事業計画の内容。

(2) 進出先における中期並びに当面の生産、販
売、購入、資金、雇用計画。

(3)国内における生産、雇用計画。

［ 3多国籍企業のモニター活動

※以下の条項は、多国籍企業の監視活動と

国際的な支援・連帯活動のあり方についてま
とめたもので、多国籍企業問題に関わるアジ

アのNGOの共同行動指針の作成をめざし

τこhs

I多国籍企業のモニター活動】
1 多国籍企業に対するモニター活動のために、

多国籍企業の母国(投資国側)と進出先(投資受

入国植山の双方において、日常的なモニターの

ための組織とシステムを確立し、圏内ならびに

国際的な連携(ネットワーク)を強化していく

ことが必要である。

2 多国籍企業のモニター活動のためには、性格

や活動分野の異なるタイプのNGOのあいだの

協力、とくに市民団体と労働組合の連携を強化

していくことが必要である。また、投資国側と

投資受入国側のNGOの国際的な協力と連携が
とくに大切である。

［投資国側NGOの責任と役割］
3 投資国側においては、自国じた多国籍企業の動

向について日常的にリサーチし、問題が確認さ

れた場合には直ちに当該企業ならびに関係機

関に、事実関係¢確認と是正等の申し入れや提
言を行うことが必要である。

4 投資国側NGOは、自国の多国籍金業につい

て、進出先国のN G O (労働組合・住民団体・市民

団体など)から要請があった場合、当該企業の
経営情報等の提供を行うものとする。

5 投資国側NGOは、自国の多国籍企業が関係
する問題について、当事国のNGOから支援要

請があった場合、次のような支援活動を行う。

この場合、当事者からの直接の支援要請を原則

とし、紛争や争議の経過等に関する正確な情報

の提供を求めるものとする。

(1)当該企業ならびに関係機関への事実関係の

確認。

(2) 問題が確認された場合は、①当該企業への是
正の申し入れや抗議行動、②関係機関・団体へ

の連絡と問題解決のための協力、③自国内での

キャンベーン、などを展開する。

6 多国籍企業の紛争¢解決は、紛争の生じてい

る進出先国の当事者による交渉で解決すること
を基本に、投資国側NGOは、多国籍企業本社に

対し出資企業の責任で解決をはかるよう働きか

けるとともに、現地の労働組合や住民団体など

の代表が多国籍企業本社との交渉を求めて訪問

する場合には、受入れ態勢を提供する。この場

合、次のような原則が確認される必要がある。

(1) 交渉の当事者はあくまでも訪問する代表団

であり、企業との交渉の内容や要求、妥結は当

該代表団の判断を尊重する佼渉は当該代表団
の素任と判断で行う)。

(2) 代表団を迎えての支援活動や運動の組み立

ては、代表団を受け入れる投資国側支援団体の
判断を尊重する。

【投資受入国明IINGOの役割1
7 投資受入国｛~IJNGOは、自国において、多国籍

企業による人権侵害や環境破壊などの問題が
発生した場合には、当該企業の本社のある国の

NGOに通報し、必要な協力を求めることがで
きる。

【国際的な支援・連帯活動】

8 グローバルな事業展開を行う多国籍企業の

監視、規制のために、 NGOの国際的なネット

ワークを強化していくことが必要である。その

第一歩として、アジア各国・地域で多国籍企業
問題にかかわっているNGOの名簿・連絡網を

整備する。

9 多国籍企業によって引き起こされた問題に
対する国際的な支援、連帯活動のあり方につい

ては、労働組合組織においてはすでに多くの経

験をもち独自のネットワークと凡ールを持っ

ているが、他のNGOにおいては具体的なケー

スにおける各国での取り組みの教訓を指針と

して蓄積、共有化していくことが必要である。
10 多国籍企業の問題にかかわる国際的な支援、

連帯活動においては、とくに次の点が留意され
るべきである。

(1)正確な情報の提供、伝達。

(2) 当事者の要求内容の尊重と運動方針・目標の
意志統 。

(3) 顔の見える関係での支援、連帯活動。

※本「憲章(案)J対するご意見等を事務局 町内
までお寄せください。 組↓胤

<資料>

多国籍企業問題に関わるアジアNGO名簿

※以下、本憲章に賛同するアジア各国の多国籍企
業問題に関わるNGOの団体名連絡先活動内容
を資料として添付する。本稿では、第一次名簿とし
て、本シンポジウムの主催協賛団体と海外ゲスト
団体を記載した。

園日本(JAPAN)圃
進出企業問題を考える会 (People's Action N e冊目"kto 

Monitor Jap anese TNCs)

〔連絡先〕守204 東京都清瀬市松山 1.2 1-1 2 カト
リッケ清頼教会気付 τEL0424-91.0104/F必 (042'ト
91.9615 E.mail: JAC01227@niftyserve.or.jp
L舌動内容〕日本の海外進出企業を監視する市民ネッ
トワークで、海外進出企業に関する情報資料の収集
と提供、モニタリング活動などを行なう。 1987年2月
発足。

アジア女子労働者交流センター(Asi阻 WomenWor

kers' Center)

〔連絡先〕干160新宿区西早稲田 2.3.18.34 TEL/
F必(03.3202-4 993
〔活動内容〕アジアの女性労働者¢劣悪な状況を変
えていくための女性労働者の組織化と日本とアジア

の女性労働者の交流、連帯活動などを進める。 1983年
5月設立。

アジア女性資料センターCA s ia-Japan W o m e n ' s Re

source Center)

〔連絡先〕干150渋谷区桜丘 14.10渋谷コープ 311 
TEL03.378日.5245/FAX 03.3463.9752

〔活動内容〕アジアに生きる女たちの 21世紀を共に
創るための教育f側主・調査研究・広報出版国際協力活
動などを行なう 01995年発足。

アジア太平洋資料センタ CPacific Asia Resource 

Ce nter)
〔連絡先〕〒 101千代田区神田神保町 1.30正光ビル
303 TEL 03.3291.5901/F心 (03.3292.2437 E.

mail: parc(街ca日 apc.org

〔活動内容〕国際的な民衆連帯をめざし、研究・調査・
資料・出版などを通じて民衆の力をつけることを目的
に活動する。 1973年9月設立。

アジア太平洋労働者連帯会議日本委員会仇P W S L . J A 

P必,)
〔連絡先〕〒千代田区神田神保町 3.10宝栄ビル8 F 

TEL 03.3288.  2193/FAX 03.3288.3809

G舌動内容〕アジア太平洋地域の労働者の草の根交
流、国際連帯活動、多国籍企業の労働者の争議支援、滞
日外国人労働者の支援連帯活動などを進める。 1990
年6月設立。

原子力資料情報室 (Citizens' Nuclear Information
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Center)

〔連絡先〕〒 164中野区東中野 1-58-5寿ビル3 F

TEL0 3-5330-9520/F必 (03-5330-9530 E-mail

cruc-J併をpO.lljnet 町 lP

〔活動内容〕原子力に頼らない社会を実現するため、
市民の立場で原子力利用の安全性に隠する調査官院、
資料分析などを行い、その情報を提供している。 1975

年9月設立。
国際労働研究センター (Center for Transnational Labor 

Studies)

〔連絡先〕〒 3 3 5埼玉県戸田市下前 1-14-15-506

TEL/FAX048-441-4786 E-mail: QZM1106日動ufty

seIVe 町 lP

〔活動内容〕国際的な労働者の連帯活動に連携しな
がら、多国時企業の労使関係に関する事院や労働者の
国際連帯に関する研究などを進める。 1995年6月設立ロ

全国労働安全衛生センタ一連絡会議 (J apan Occup山 0-

nal Safe旬andH回 lth R e s o旧民Center)

〔連絡先〕干108港区三因子 1-3 M Kビル3 F TEL

03-5232-0182/F必 (03-5232-0183 E-rnail: joshrc@ 

Jca.ax.apc.org

〔活動内容〕全国2の地域安全・労災職業病センター
の連絡組織で、働く者の安全衛生、労災職業病問題に
関する相談、調査研究、提言活動などを行なう。 1990
年5月設立。

地球の友・日本 (Friends of tl記 Earth Japan)

〔連絡先〕〒 171豊島区目白3-17-24日白ビル2 F τ E L

03-3951-10811 FAX03-3951-1084

〔活動内容〕地球社会を真に持続可能なものとする
ため、地域、問、国際レベルで意識や政策を変えるよう
政府や企業、市民などへの働きかけを行なう。 1979年

12月設立。
日本インドネシアNGOネットワ-11(JapanNGONet-
work on Indonesia)

［連絡先〕千113文京区本郷2-36-8大村ビル3 F T E L

03-3818-701万F必 ω3-3818-1734E-mail:82451260
@peop1e.or. jp
c;舌動内容〕インドネシアの人権環境・開発に関わ
る問題の改善をめざし、情報正交換や日本政府への働
きかけなどを行なっている。 1993年4月設立。

日本消費者連盟(Consumers U m o n of Japan)

〔連絡先〕〒 152目黒区目黒本町 1-10-16 TEL03-

3711-7766/F必(03-3715-9378
〔活動内容〕任生命の安全と健康の確保、③消費者の
権利を守る制度の確立、信経済的不公正。 )排除と物価
の安定をはかることを目的に活動する消費者団体。

1969年4月設立。

熱帯林行動ネットワーク (J apan Tropical Forest Action

Network)

〔連絡先〕〒 150渋谷区f龍谷町ι5恵ビルl F TEL

03-3770-63081 F必 (03-3770-0727 E四 ail:ja阻n@

19C.apC.org

〔活動内容〕熱帯林・世界の森林の保全。とくに日本
と索帰林破壊正関係を調査し、日本の木材消費の見直
しをはかるための活動を進める。 1987年1月設立。

園韓国(KOREA)園
参与民主社会市民連帯 (People's Solidarity for Patici-

pato乃iDemocracy)

(連絡先) 110-734 5F Angook Bidg,A ngook-dong, 

Jongro-gu,Se oul,Ko rea τEL8 2-2-723-1246/FAX

82-2-723-5054・5E叩 ail: pspd@Soback.k o m e .t n m. k r 
〔活動内容〕市民が直接参加する民主主義の発展の
ため、人権・司法・選挙・経済など多万面にわたる活動
を進めている。

環境運動連合 (Korean Federation for Enviromental
Movement)

〔連絡先) 110-042 Nooha-Dong 251,α1ongro-gu, 

Se o込1,Korea τEL 82-2-735-7000/FAX 82-2-730

1240 E-mai :l kJem@igc.apc.org
〔活動内容〕全t Tlの環境運動団川本が協力して1993年
4月に結成。深刻化する韓国の公害を根本的に解決す
るための各種の活動を行なっているロ

圏香港(HONGKONG)圏

アジアモニターリソースセンターCAsia Monitor Re

S叩 rce Center)

〔連絡先) 444-446 Nathan Road,日 -B,Kowloon

Hong Kong TEL 852-2332-1346/FAX 852-2385

5319 E目的1: amrc@hk.super心 et

L舌動内容〕香港に十i ! l点を置く労晶i J NGOで、アジア地
域における労働問題の調査研究のほか労働者の教育
プログラムや出版など幅広い活動を進めている。

臨台湾(TAIWAN)圏

台湾環境保護連盟(Taiwan Envirorunental Protection 
Union)

〔連絡先)No.29,L ane 128,S ec.3 ,R oosvelt Rd., 

Teapei,T aiwan TEL 886-2-3636419/FP沃 886-2

3623458 E-mail: tepu@ms.l hine.t net
労働者教育情報センター(Inforrnation C e nter for Labor 

Educatj目1)
〔連絡先) 4th Floor,No .95,Se c.l ,Ho ng-cho S. Road, 

Taipe フ】Taiwan TEL 886-2-3928777/FAX 886-2

3517580 E-mail: icle間的n53.hinet

日本で初めての石綿肺がん訴訟が和解
神奈川・大内石綿肺がん訴訟の経過とその意義

日本で初めての石綿腕がん

訴訟が、 1 0月1 7日午後横浜地

裁積須賀支部で、会社が実質的

に責任を認めるかたちで和解

しました。

① 1 9 9 5年7月、大内スイさん

が、遺族原告として提訴

大内石綿肺がん訴訟は、長年

住友重機で重量物運搬工とし

て造船作業に携わり、石綿(アス

ベスト)粉じんを吸い込んで石

綿肺がんとなった大内久さん

の遺族(妻・大内スイさん)が、

1 9 9 5年7月2 8日に、住友重機

械工業を相手に提訴した裁判

です。

②住友重機械工業で、造船作業

に従事し、石綿に曝露

大内久さんは、 1943年浦賀

船渠(現、住友重機械工業)に入

社、敗戦まぎわに招集、そして敗

戦後一時期帰郷し農業に従事、

1 9 5 1年6月に浦賀船渠に再入

社しました。そして、 1979年に

退職するまで、機関蟻装関係の

重量物運搬工として造船作業

に従事。

さらに、停年退職後の1 9 8日年

から1 9 8 6年まで、住友の構内下

請けの石渡船舶で、同様の作業

に従事して、働き続けました。

1997 ,10.17 横損賀市役所記者クラブで大内スイさんと弁護団

重量物運搬工というのは、エ

ンジンなどの主機関や発電機等

の補機関を、船内の設置場所へ

運ひれ込む、また、主機関、補機関

等を設置場所から移動させて、

船外へ運び出すことを、主な仕

事にしています。

エンジン等のある機関場は、

パイプに石綿を巻いたりはがし

たりという作業が行われます

が、大内さんが主機関・補機関の

運搬作業をしている聞にも、近

くで石綿作業が行われつま

り、混在作業となり、石綿紛じん

を吸い込んだのです。

③ 1 9 9 2年、石綿肺がんで労災

認定

大内さんは1 9 8 7年8月、横須

賀共済病院において、石綿肺が

んとの診断で肺がんの切除手術

を受けました(切除した肺から、

多数の石綿小体が認められてい

る)。その後、闘病生活を送りま

したが、 1991年3月死去され

ました。

1987年 1 2月、石綿によるじ

ん腕ということで、神奈川労働

基準局へじん肺の管理区分申請

を行ないましたが、 1988年1月、

労基局は管理区分1(じん肺所見

なし)の決定となったため、労災

の補償の請求は行なえませんで

した。

1 9 9 0年2月、神奈川労災職業

病センターに労災相談をし、セ

ンターの協力のもと同年8月、

横須賀労働基準監督署へ石綿肺
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タイヤ販売・取扱業務のジストニア労災認定
京都.国のr医学的知見確立せず、 」の主張排した地裁判決

がんで労災申請し、 1992年3月

に業務上の認定が、勝ち取られま

した。

④大内スイさん、裁判を決意

じん肺の管理区分申請に当た

り、会社も所属していた労働組

合も、適切な対応をしてくれま

せんでした。また、労災申請の侍

には事業主の証明を拒否するな

ど、会社の態度は、終始不誠実な

ものでした。

一方、じん腕管理区分1の決

定となったことで、一度は労災

を諦めた大内さんに、横須賀石

綿じん肺訴訟の原告であった大

森智さんが、神奈川労災職業病

センターに相談することを勧

め、その結果、労災認定が勝ち取

られました。

そして、肺がんで亡くなる前

には在宅酸素療法となり、不自

由な生活を強いられていた夫の

姿、我慢強い夫が肺がんの痛み

に苦しんでいた姿を思い、会社

に謝罪してもらいたいと考えた

大内スイさん。そのスイさんを、

大森さんをはじめとした横須賀

石綿じん肺訴訟の原告たちと横

須賀地区じん肺被災者の会、じ

ん肺訴訟を支援している全造船

浦賀分会、労災認定に協力した

神奈川労災職業病センターが、

訴訟に全面的に協力することを

約束、その結果、大内スイさんは

訴訟を決意しました。

じん肺訴訟の弁護団も協力す

る体制を整えつつ、古川弁護士、

呉東弁護士、菅野弁護士、そして

じん肺訴訟の事務局長の森田弁

護士も加わり弁護団を結成、横

須賀中央診療所の春田医師、名

取医師が医学的な問題を中｛,、に

サポートするという、万全の体

制を確立して、提訴されたわけ

です。

⑤公判で石綿肺がんが明らかに

公判での証拠調べは、医学的

立証のみで終了しました。証人

尋問で登場したのは、原告側の

証人として出廷した、元横須賀

共済病院の病理医の木村医師で

した。木村医師は、石綿関連疾患

の病理医としては日本の第一人

者。その木村医師が、大内久さん

の解剖を行なっていたため、証

人として出廷し、次のように証

言されました。

「解剖した大内さんの肺から

は、石綿小体、そして、石綿の繊

維が多数検出されている。石綿

の職業曝露があることは明らか

だ。 J ［解剖した肺を肉眼的に

見て、胸膜肥厚斑が認められ

た。 J ［疫学的には石綿と肺が

んに因果関係があることは明ら

かである。 」

つまり、大内さんの肺がんが

石綿肺がんであるととが明らか

になったのです。これに対して、

住友側からの反対尋問は、見当

はずれな尋問に終始し、何らの

反証にもならず、主尋問での証

言はゆるぎないものとなりまし

た。

⑥石綿肺がん訴訟の意義

石泊朝克患の労災認定の事例は

すでに数多くありますが、しか

し、裁判で企業責任を聞い、解決

したのはこの裁判が日本で初め

てです。

横須賀石綿じん肺訴訟は、基

本的には、じん肺の被害を問う

裁判でしたが、大内石綿肺がん

訴訟は、発がん物質である石綿

(アスベスト)の被害を問う裁判

でした。石綿は、特化則でがん等

を引き起こす特定化学物質とし

て掲載されている物質です。こ

の観点から考えると、この訴訟

は、仕事で石綿に曝露され肺が

んとなったことの被害を明らか

にすることができたもの、と言

えるでしょう。

しかし、この訴訟はまた、石綿

の環境暗雲露の問題をもクローズ

アッフするはずです。

というのは、じん肺にまでな

るような曝露というのは、通常、

職業曝露となり、この点で考え

ると、横須賀石綿じん肺訴訟は、

あくまで労災職業病という観点

での裁判です。

他方、石綿による肺がん・悪性

中皮臆は、必ずしも職業曝露で

はない人にも起きる可能性をは

らんでいて、それゆえ、和解とは

いえ、この訴訟で石綿肺がんと

しての被害を認めさせたこと

は、石綿工場や造船所等の周辺

地域や、そしていまや一般大気

中に全検出される石綿の環境爆

露の問題を考えたとき、これら

の問題の警鐘出も四
のと言えます。

× × X

園1997年11月号14頁右14行

目の「民事不介入の原則jは「民

事不罰則の原則」の誤りでした。

お詫びして訂正します。

去る10月2 4日、京都地方裁

判所において、原告である河南

義則氏が京都大学附属病院にお

いて「右上肢ジストニア」と診断

され、これが「業務上」であると

して、京都南労働基準監督署長

に対する労災保険法に基づく療

養補償給付を支給しない旨の処

分の取り消しを求めた抗告訴訟

の判決の言い渡しがあった。

判決は、「原告の従事した業務

と本件疾病の問には相当因果関

係があるものと認めることがで

きる」として、被告の京都南労基

署の行った不支給処分の取り消

しを命じ、原告側の全面勝訴の

結論を得るととができた。

しかし、国・労働省は、この京

都地裁の判決を不服として11

月7日、控訴したために、川南義

則ジス卜ニア訴訟は、場所を大

阪高等裁判所に移して再び争わ

れることとなった。ついては、以

下3点にわたって［10・27京都

地裁判決」の意義について述べる

とともに、第2審となる大阪高裁

においても勝訴すべく支援の要

請をお願いする次第である。

①労働関連疾患としてのジスト

ニア

ジス卜ニアという疾患は、ー

般的には書庭、斜頚などと呼ば

れl、その発症原因がいまだ医学

的に解明されていないことか

ら、労働者の肉体的、精神的な負

荷との関連から考察されること

が皆無に等しかった。近年、脳血

管疾患や心疾患が「過労死」とし

てその発症メカニズムが労働関

連疾患としてようやく認められ

つつ(もちろんのこと行政側は

「過労死」という用語は使わない

が)、認定基準の緩和が進みつつ

あるが、今回のジストニア訴訟

についても、原告の主治医は「重

い大型タイヤを持ち上げるなど

¢作業に携わるかたわら強い筆

圧で伝票を作成するという作業

内容や職場における人間関係上

のストレスなどが本件疾病を少

なくとも増悪させた因子になっ

ていると考えられる」として、河

南氏がジストニアに権患したこ

とについて、仕事上のストレス

を含めた労働過程全般との関連

性を指摘している。しかし、本判

決は、「右上肢に対する身体的負

荷の強い作業によって本件疾病

に擢患し、引き続きその作業に

よって症状が急速に悪化した」

と業務起因性を認めたことは第

一義的な意味があるものの、精

神的負荷との関係については触

れていない。判決は作業関連疾

患としてはとらえていると考え

られるものの、労働環境という

広い概念で判断を示してはいな

V'o

②労働基準法上の「その他業務

に起因することの明らかな疾

病Jとして認定

労働基準法第75条の1項、 2

項に基づき業務上の疾病の範囲

は、労働基準法施行規則別表第

1の2において規定されている

が、ジストニアは、「物理的因

子」、「身体に過度の負担のかか

る作業態様」、「化学物質等j、「粉

じんJ、「細菌、ウイルスなどの病

原体」、「がん原性物質」など!司1

号から8号までのいずれにも該

当しない。ただ同9号には「同1

号ないし8号に該当しない疾病

であっても、当該疾病と業務と

の聞に相当因果関係の存すると

とが証明された場合には、同9

号に該当すると解するのが相当

である」とし、さらにその立証は

「一点の疑義も許されない自然

科学的証明でなく」、「高度の蓋

然性を証明する」ことで足りる

とした。その上でJ可南氏が従事

したタイヤ販売会社におけるタ

イヤ取扱業務の内容を検討し、

ジストニアの援患と悪化との関

連を認めたことは、わが国では

前例がなく、今後にジストニア

を「業務上」として行政側に認定

させる方向で道を聞いたことに
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電算写髄操作で頭屠腕瞳害
東京e r 6か月で治るはず」と労基署

おいて画期的な事例と言えるだ

ろう。

③ジストニア発症と業務起因性

について対立した医師の見解

原告である河南氏のジストニ

アの発症が業務上であるか否か

が争点になったことは言うまで

もないが、それについての医師

の見解も対立した。当初、原告側

の論拠は主治医の診断書および

意見書にあった。そもそも河南

氏が京都南労基署長に対し労災

申請を行うに至った契機は、京

大病院を受診し、その際アメリ

カからの研修を終え帰国した主

治医の強い勧めと、繰り返すこ

とになるが次のような意見書の

支えによるものであった。

「原告の場合、重い大型タイヤ

を持ち上げるなどの作業に携わ

るかたわら強い筆圧で伝票を作

成するという作業内容や職場に

おける人間関係上のストレスな

どが本件疾病を少なくとも増悪

させた因子になっていると考え

られる Jと。

それに対し、被告である労働

省は、「医学的立場からの業務上

外の認定jについての他の医師

の意見書を証拠書類として提出

し、「河南氏の作業は職業性ジス

卜二アを来すほどの作業量、つ

まり一定の動作を繰り返し長時

間にわたって行うというものの

中には入らない」と業務起因性

を否定した。被告側証人の医師

の意見書には、「職業性ジストニ

アと呼ばれるもの以外には、作

業によってジストニアが発症す

ることはないんまた職業性ジス

トニアは「その症状は仕事から

離れれば消失する」ものであり、

河南氏のジストニアは「突発性

ジストニアJと考えられるので

あって、「原因は不明である」に

せよ、一般的に「職業性ジス卜ニ

ア」以外に「特定の労働がジスト

ニ7(J;発症を誘発し又は一般的

に症状を増悪させる因子である

ことを否定jする見解をとって

いる。

このような医学的な立場から

する医師の意見の対立につい

て、本判決は、原告側主治医の方

にこそその専門性と権威性があ

ると軍配を上げ、その評価にし

たがって結論として「羅患筋の

過度の使用がジストニアを誘発

するものであり、かっとれが著

しく増悪する原因となり得るも

のと認めるのが相当であるjと

の判断を示した。

④控訴審における今後の若干の

課題について

すでに述べたように京都地裁

の第 1審判決は、ジストニアの

発症因子について少なくとも労

働が関与していることを認めた

点において重要であるが、第 1

審の法廷では実はとの医学的な

医師の見解の相違については、

医師の誰一人として証言に立つ

ことなく、原告と被告の双方と

も医師の意見書および文献によ

る証拠の提出によってのみ結審

したことに特徴がある。原告側

は当初予定していた法廷での主

治医の証言が、思いがけない裁

判の途上における主治医の証言

拒否に遭遇してしまい、きわめ

て苦しい局面に立たされてし

まっていたロしかし本裁判の終

盤にさしかかって原告側が、次

のふたつの証拠文献を提出した

ことが本裁判の行き詰まった局

両を打開したと言える。それは、

支援者の協力を得て日本語訳に

して提出した「ブレイン」という

医学雑誌に掲載されていた「局

所性ジストニアとしての書痕」

と題する論文(その主要な部分

については、すでに「労災・福祉j

1996年 10・11月合併号に紹介

した)であり、また支援者の紹介

によって知ることができた京都

大学神経内科のチームの研究に

よる「ジストニアとボツリヌス

治療J(監修者・木村淳教授)の文

献の提出であったことは、本京

都地裁判決文の中から充分伺え

るものである。

したがって、国・労働省側は、

控訴審においてあらためてジス

トニアの発症と労働の関与の関

連について反論を試みてくるで

あろうし、そうとなれば証拠文

献の提出にとどまらない原告、

被告双方からの医師をはじめと

した証人の証言や尋問が開始さ

れるととになるだろうことが推

測される。今後とも「河南義則氏

のジストニア訴訟を支援する

会」のネ、ソトワークを強め、拡大

し、法廷での論障を張る一方、ジ

ストニアを労災とする世論の形

成も重要な課題となってくると

思える。本誌上を借りて、今後と

も読者の方々の支援と協力の要

請をお願いする次第である。

*65 頁に判決文を紹介

河南義則ジス卜ニア訴訟

を支援する会
笹尾達朗

1997年10月末、東京・中央労

働基準監督署は、 Yさん(女性・

4 7歳)の頚肩腕障害を業務上疾

病と認定し、約1年6か月分の療

養休業補償を支給した。

Yさんは、経営者も入れて4

人の会社で、電算写植オベレー

ターとして7年間勤務していた。

女性はYさんひとりで、出版社

の注文により単行本、雑誌、パン

フレッ卜、広告などの原稿(手書

きまたはフロッビーディスク)を

受け取り、電算写植機(モリサワ

のMKIl O )を操作して、書体、歯

数計算を行いながら編集者のレ

イアウト指定にしたがって基本

データのコマンドを入力してい

く作業を行っていた。

1996年 1月頃、腕の痛みを覚

えて亀戸ひまわり診療所を受診。

その後無理をして仕事をこなし

ていたが、 5月に入り症状が悪化

し、 6月1日から休業せざるを得

なくなった。彼女は、定期雑誌4

点を担当し、 1995年の 10月頃か

ら1996年の5月の時期までは、

大学の教科書の出版の時期と重

なり、単行本の納品も重なった

ため業務量がピークに達した。

同僚に比べても業務負担の過重

性は明らかだった。使用機器も

旧式で、文字の盤面は左人指し

指、中指、薬指を使って画面操作

や外字、文字を打ち込み、右手は

中指だけで文字を拾う作業を、

1日6時間3 0分以上続けていた。

一連続作業時間は約 2時間半で、

繁忙期には4持聞を超えること

もあった。作業環境も悪く、机が

角くて椅子を高くした上に足台

を置いていた。室内は夏でも冷

房が効きすぎ、膝掛けとジャン

パーは欠かせない。手首にサ

ポーターを巻いて、首にはホカ

口ンを巻いて仕事をしていた。

Yさんは、 1996年 6月に労災

申請し、 9月に自己意見書や関連

資料をまとめて提出した。 1997

年4月に担当官が異動で替わっ

た。新たな担当宮は、「ケイワン

の認定実務の経験に乏ししりと

言い訳しつつ、療養期間が長い

のは他の疾病もあるのではない

かと言い出した。そして、彼女の

健康保険の履歴や健診結果の記

録の提出を求めた。署内の検討

会でも業務量は相当なものと認

めながら、局医の指示で頚維の

M R I検査も求められた。やむな

くM R I検査は受けたが、何の異

常もあろうはずはなかった。

1997年 10月末、中央労基署

はYさんの頚肩腕障害を業務上

認定した。労災申請以来1年5か

月が経っていた。

頚肩腕障害の認定基準は、

1997年2月、「上肢障害に基っく

疾病の業務上外の認定基準J通

達(1997年 3月号参照)により

2 2年ぶりに改定された。新認定

基準では、対象疾病を拡大した

ものの運動器障害に限定し、 f3

か月程度で症状が軽丸、手術施

行の場合でも f6か月程度で治

ゆ」するとしている。

早期認定の努力もせず、頚肩

腕障害の実態を知りもしない

で、新認定基準を鵜呑みにして

r6か月で治るはず」とされては

たまったものではない。また、や

たら M R Iなどの精密検査を強

要するのもよくない。たんなる

鑑別診断のために不必要な検査

の強要は許されない。

新認定基準による頚肩腕障害

の業務上外認定をめくvつては、

今後も注意山く必国
要があろう。

(東京東部労災職業病センター)

鋳物工場的騒動時害認定
神奈川1・畠動車部品工場の3名

いすゾ自動車の下請関連会社 である自動車鋳物海老名工場
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(神奈川)で、構内下請として働

いてきた土舘さん、小林さん(写

真)、遠藤さんの 3名(いずれも

男性)が、厚木労働基準監督署で

振動障害の業務上認定を受けた。

1995年 11月、会社・相互運

輸は、突然、 3名を含む7名の労

働者を年末で解雇すると通告し

た。以前から海老名工場の閉鎖・

移転が噂されていたが、親会社

からの契約打ち切りによる解雇

であった。 7名全員が神奈川シ

ティユニオンにに加入して相互

運輸と自動車鋳物双方との交渉

を開始し、 1年近く闘った結果、

この争議自体は解決した。

争議のなかで、小林さんの指

を見て支援の仲間が驚いた。

真っ白になっている。振動障害

によくみられるレイノー現象

だった。土舘さんも同様である。

遠藤さんも、指がしびれると

言っていたという。相互運輸で

はきちんとした特殊健康診断を

行っていなかったとのこと。

7名の職場は、鋳物の仕上げ

で叩く、鉄の玉をぶつけてさら

に研磨する。現場では粉じんは

もちろんのこと、夏は5 0度を超

える暑さと冬は厳寒の寒さで、

朝起きると指が開かない。この

4年間ほどの聞に千人以上のひ

とが入社しては辞めていったと

いう。このような条件で黙々と

働いてきた労働者たちを、会社

は「ちり紙で鼻をかんで捨てる」

ように解雇したわけである。

3名は検査の結果、振動障害

と診断され、 1997年 1月に労災

申請を行っていた。なお、土舘さ

んは、じん肺で管理区分開甘胃

工程。何千度にもなったエンジ 2の決定も受けている。魁」且

ンがながれてくると、ハンマー (神奈川労災職業病センター)

観光係長の肺塞栓症認定
長崎.基金支部審査会で逆転

1991年 1月 2 0日、長崎・平戸

市役所観光商工課に勤務する江

湖忠義さんは、日曜日にも関わ

らず休日出勤した午前中、観光

パンフレットを高週艇ビートル

に積み込むため平戸港へ行き、

積み込んだ後、市役所に戻って

業務を続け、昼食のため帰宅し

ようと車に乗った際、車を壁に

こすったため自動車整備工場へ

立ち寄り、代車で13時頃帰宅し

た。このとき身体の不調を訴え

たため、次女の車で当番医の N
医院へ行き治療を受けたが、入

院施設のある K病院を紹介さ

れ、同病院で治療を受けたが、 15

時 4 2分、肺塞栓症で死亡した

(享年50 歳入
平戸市職員組合の支援を受け

て遺族(妻)が同年 6月に、地方

公務員災害補償基金長崎県支部

に公務災害認定請求を行った

が、基金支部は 1995年 10丹に

公務外決定。過労死の公務災害

認定で全国的にも注目すべき実

績を積み重ねてきた、自治労長

崎県本部の長崎市役所現業、佐

世保市職、島原市職等の仲間や

労働者法律ネットワークなどの

全面的支援を受けて、基金支部

審査会に審査請求が行われてい

たが、 199 7年9月初日付けで、

公務上災害と認定する裁決が出

された(依頼を受けて、全国安全

センター・古谷事務局長も意見

書を提出している)。

江湖さんは、時間外勤務命令

によらない勤務や自宅における

業務をかなり行っていたが、審

査会裁決は、その事実を認めた

うえで、「一般的には、通常の勤

務に引き続く時間外労働と同様

に評価することはできない場合

もあるが、被災職員の置かれた

立場からすれば、社会通念上や

むを得ない必要性に迫られてい

たものと考えざるを得ず、その

公務生を否定することはできな

い」とした。また、軽度の肥満と多

血症傾向については、「配置転換

を契機にストレス性多血症に

焔っていたと推察される」という

長崎大学医学部医師の意見書の

見方揮をそのまま引用している(循

環器系統での受診歴等はない)。

江湖さんは、 1988年4月に、採

用以来25年間一貫して従事して

きた水産出刷、ら、一般事務職の

観光係長へ、職種変更を伴う異動

となった。この突然の異動は、「多

大な精神苦痛をもたらしたと思

われ、かつ、そのような状況がそ

の後本件被災まで継続していた

と考えることができる J(括弧内

は裁決書、以下同じ)。

さらに 1990年度の人事異動

で、「被災職員が頼りにしていた

課長補佐及び部下のベテラン女

子職員(観光課 25年勤務)が転

属し、観光課の経験がない課長

補佐と新規採用女子職員に変

わったことにより、被災職員に

新たな精神的肉体的負担がか

かったことがうかがわれるん

そのうえ、 1990年度には、 「長

崎旅博覧会Jに加え、「オープン

ヨットレース J(7月、新規イベン

ト)、「空海まつりJ(7 月)、「南蛮

まつり J(8月) 、 「旧助ハイヤまつ

りJ(10月)が加わった。「このよ

うな数多くの業務が、被災職員

に相当程度の肉体的・精神的疲

労をもたらしたであろうことは

想像に難くない」。

とくに、 1989年度から秋の

大イベントとして実施されるよ

うになった「田助ハイヤまつり」

は、通産省の電源地域産業育成

支援事業の補助事業で、常に会

計検査院の検査が入ることが予

想され、指導も厳しく、「被災職

員としても、きわめて神経を

使っていたことがうかがえるん

被災前および当日も、 2日後の

1991年 1月 2 2日に予定されて

いた実績報告書ヒアリングに向

けての準備に追われていた。「そ

のことが精神的負担になり、ひ

いては肉体的負荷を高めていた

ことが容易に推測されるj。

「以上の諸点から総合的に判

断すると、被災職員の死亡は同

人¢公務による過重負荷を原因

とするものと考えざるを得ず、

被災職員の本件疾病と公務との

間には相当因果関係を肯定すべ

きであって、本件疾病は公務に

起因して発症したものと認める

のが相当であるJ,

最後に、前述した長崎大学医

学部医師の意見書の、肺塞栓症

に関する記述を紹介しておく。

「平成5年3月 11日に某大学

医学部附属病院職員(管理課物

品調達係長)が肺塞栓症で死亡

している。その病院職員は平成

4年 11月9日の血液データでは

赤血球増多症(赤血球553万、ヘ

マトクリット値4 9.9%)、軽度中

性脂肪増多 ( 152mg/dl )以外の

所見は認められていなかった。

喫煙量は 1日60本と多かった

が、この事例は『物品係長として

の勤務が本人の内的要因を急激

に著しく促進させて本件を発症

せしめた』との判断で公務災害が

認められている。この結果を踏ま

え、人事院は平成7年1月12日に

国家公務員の過労死(脳・心臓疾

患。 ;公務災害)認定f齢十の改正案

の中で、これまでの対象疾病と

なっている脳出血、クモ膜下出

皿、心筋梗塞症などの 8つに加

え、肺謝全症についても 阿T市

追加されているん 魁↓単

抵用被では遮断効果なし
日本・電磁波防護商品を不当表示で告発

1997年10月2 2目、高圧線問 者連盟、ガウスアクションの3

題全国ネットワーク、日本消費 団体は、有害電磁波「無害化Jま
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団要闘を～ 滋 : 畿療機感 l

京都市
原告河南義則

右訴言～1～理人弁護士 井上二郎

同 中島光孝
京都市伏見区豊後橋町

被 告 京都南労働基準監督署長
藤本正敏

右訴訟代理人弁護士 上原健嗣
右指定代理人 種村好子

鈴木英昭

慶岡繁信
谷口弘美
栗原潔
梅垣正明
森峯子

田中伊佐夫

主文
一 被告が原告に対し平成5年6月25目付けでした労
働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を支給し
ない旨の処分を取り消す。

二訴訟費用は被告の負担とするD

事実及び理由

第一議求

主文と同旨

第二事案の概要

一請求の類型(訴弘明)
本件は、原告カミ従事していたタイヤ販売会社における

タイヤ取扱業務等に起因して右上肢ジスト二ア位l下「本
件疾病」という。 )に罷患し、またこれが悪化したとして、
被告の原告に対する労働者災害補償保険法(以下「労災
保険ぬという。)に基づく療蓋補償給付を苅古しない旨
¢処分 ω L下「本件処分」という。 )の取消しを求めた抗告
訴訟である。
二 前提事実(かっこ内は確定根拠を示す。)
1 原告(昭和33牢2月24目生まれ)は昭和61年4月21

日から平成4年8月までの間卜ーヨータイヤ京滋販売株
式会社(以下「トーヨ タイヤ京滋販斉むという。 )に勤務
していた(争いがない。 )
2 原告はトーヨータイヤ京滋3販売に採用された後、昭
和62年2月まで同社京都営業所(以下「京都営業所」とい
う。 )において、同年3月1目から平成2年7月まで同社京
都西営業所(以下「京都西営業所」という。 )において、同
年7月31日から同社を退職するまで京都営業所におい
て、いずれもタイヤを販売する営業員としてその業務に
従事した(争いがない。 ) 。

ところで、原告は平成元年1月ころから右手で文字を
書くことに不自由を感じるようになり、平成2年7月17

日に京都大学医学部間属病院神経内科(以下「京大病院
という。)で受診したところ、右上肢ジストニア(本件疾
病)と診断され、その後、平成4年3月24日に京大病院で
受診した際にも担当医から本件疾病のため自宅療養及
び通院加療を要すると診断され、同月25日から休職し
て通院加療を続けたが、同年8月2日日にト←ヨータイ
ヤ京滋販売を退職した(争いがない。 ) 。
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をよく考えるだろうが、その際、

たんにお互い同士から学ぶとい

うだけでなく、自らの経験をこ

えて多くを学ぶことになろう。

見習い(労働者)と指導者は、互

いの敵対的イメージを入れか
え、ただ、上下の関係ばかりで話

し合う代わりに、相互対等に話

し合うことを始めるであろう

紹介するプロジェクトで

は、すべて、社会の激変過程のな

かで、しっかりした足場とはっ

きりした視野をもつための、具

体的な試みが述べられ 開↑情

ている。to.ll凪

平成7年(行ウ)第1 0号労働者災害補償保険給付不支給処分取消請求事件

ジストニア在職業病と認めた開決文

たは「カットJをうたった電磁波

踊重グッズを、不当景品類及て郎
当表示防止法(景品表示法)違反

で、公正取引委員会に告発した。
今回告発したのは、光興業の

O A用電磁波紡護エプロンと産

陽商事の「あんしん君j、コス

ミックの「安心丸」。高圧線問題

全国ネットワークの懸樋さんが

電磁波遮断効果を計測した(注
計測結果の表は省略した)。

光興業の「スクールキュート
ワン」と「キュー卜ワン・ニューJ

とも、周波数が100kHzを超え
る高周波に対してはある程度効
果があるものの、 5Hz~2kHz

(l低周波領域では全く遮断でき

ないことがわかる。
パソコンやテレビのディスプ

レーから漏れる高周波は携帯電
話の1 0 0分の1程度で、ほとん
どが低周波。肝心の低周波に効

き目がないのでは、「電磁波9 9

%カットJのうたい文句は明ら

かに不当表示。「あんしん君j、
「安心丸jにいたっては、高周波

にも低周波にも全く遮断効果は

みられなかった。
これらは、電磁波の危険性に

気づいた消費者の不安につけこ
んだ悪質な「サギ商売」といって
も過言ではないだろう。効き目

が無いものをさも効果があるよ

うに恩わせるのは、景品表示法

第4条にある「優良誤認Jにあた
り、独占禁止法によって処罰さ
れることになっている。

もちろんこ¢他にも同類の商

品がいっぱい出回っている。日
消連は、悪質なものについては、

引き続き告発していく 阿TT:'II
予定である。御協力を。 祉岨

(安部竜郎、日消連
「消費者レポート」第1 0 2 6号)

足場をしっかり圏めよう!
ドイツ・「健康増進と教育活動」の冊子

ドイツのベルリン労働安全衛

生センターCBerliner Gesund-

heitsladen e.V.-1996年3月号
4 4頁参照)から、「お会的激変の

中における職場の健康増進と教

育活動一足場をしっかり固めよ
う!Jというタイト )vのけっこ

う部厚な冊子が届けられた。冊子

作成に協力したのは、同センター

のほか、ベルリン医師会、プロテ

スタント産業青年組織・ベルリ

ンーブランデンブルグ、労働界に
おける協会奉仕CKDA) 、(社)

フォーラム労働、人間の尊厳と

労働界基金、と記されている。同

封された「宣伝文(つ )Jだけ、斉藤
竜太氏に翻訳していただいた。
x x x

グロ←パリゼーション、産業

立地をめぐる論争(直訳すると
「墓地論争J) 、近代化という概念

は、もはや当今の社会政治的論

議における政治的決まり文句で

あるだけではない。これらの大

げさな言い方の下には長いこと

強力な構造転換と再編成の過程

が存在しているのである。つま
り、「ぜい肉を落とす」、「ジャス

ト・イン・タイム生産」、「フレッ
クスイ七」、「地方分権化」、「民営

イ己J、「経営の多角化」などとして
である。しかし、この場合、近代

化過程によってひどく変化と適
応を強いられている具体的な人

間のことはあっさりと度タM見さ

れている。ところが、これらの

人々は、今日の社会的激変と解
体の過程のなかで、ますます自

分たちの足場を失い、また、声高

なグローバリゼーションのかけ

声の前にますます自分たちの視

界を失っているロ
もはや、確かなものは何もな

いようにみえる。昔と同じものは

何もない。すべては永遠の変化の

渦の中に落ち込むのである。
教育活動の実践を通じて、わ

れわれが示す例は、無言とあき
らめを生産的に方向転換させる

ものとなろう。森林労働者は、彼

らの負担を軽くするための新し

い対応策をみつけるだろう。地

方自治体の職員は、彼らの持ち

場をとえて意見を交換し始め、
毎日そうぐうする社会的不幸と

貧困をめぐる言葉と共通の概念
をみつけ、自らの仕事が対応す

べき諸問題ι解決に向かって努
めるだろう。従業員協議会は、ほ

とんど気のつかないまま職場に

浸透してくる近代化過程に最も

すばやく対応するには、どのよ

うな形態の職場労働がよいのか
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3 そこで、原告は平成4年6月3日付けで被告に対し

本件疾病は業務上の事由によるものであるとして療養
補償給付の支給を請求したが、被告は平成5年6月25日
付けで同給付をしない旨の処分(本件処分)をした、とれ
に対し、原告は平成5年8月18日に京都労働者災害補償
保険審査官に対して審査請求をしたが、同審査官は平成
6年2月1 8 B付けで右請求を棄却した。このため、原告は
平成6年3月31日付けで労働保険審査会に対し再審査
請求をしたが、同審査会は平成9年5月7日付けで右請
求を棄却した(乙 23、争いがない。)

三主な争点
本件痴育文はその軒乞は原告が従事した業務に起因

するものか否か。

第三 争点に関する当事者の主張

一原告
1(ー) 原告は昭和 61年4月にト ヨータイヤ京滋販
売に採用されてから昭和63年2月までの問、京都営業所
に営業員として配属され、得菅先へのタイヤ販売の業務
に従事したが、実質的にはその労力の80パーセント程
度をタイヤの取扱作業に向けていた。タイヤ取扱作業に
は、数キログラムから 10数キログラムの重量のあるタ
イヤを倉庫からタイヤ交換の作業場へ降ろす作業、古い
タイヤを新しいタイヤに交換するために自動車からタ
イヤをホイールごとはずし古いタイヤを新しいタイヤ
に入れ替える作業、ホイ ルをはずしたタイヤから引き
出したフラップとチュー7"を新しいタイヤに入れこれ
を再びホィ ルに装着する作業、親会社の倉嘩から送ら
れてくるタイヤを会社¢倉庫に収納する作業、タイヤ交
換やタイヤ販売によって生じた使用済みタイヤを得意
先から回収する作業等が含まれていた。これらの作業は
いずれも相当存度の腕力を必要とする宇業であった。こ
のほか原告は伝票ι下成等筆記を伴うー殻事務にも従
事していたカえ数枚重ねのカーボン紙の伝票を使用する
ことが多く常に強い筆圧を要求された。

また、タイヤ交換作業には1 0気圧程度の空気を充填
する作業があり、タイヤが破裂するおそれがあるため、
そ¢作業には常に緊張を伴った。
(二) 原告は昭和62年3月から京都西営業所に営業員
として配置されたが、業務内容は京都営業所で¢それと

犬きな違いはなかった。
と乙ろが、原告は平成元年1月ころからときどきベン

を持てるがベン先を紙面に接触させることができない
など、右手で文字を書くことに困難を覚えるようになっ
た。また、右手が右側に捻れるような感じを持つように
もなったUその後も原告はその症状に関する診察や治療
を受けなかったが、平成2年7月 17日に至って京大病院

で受診し右上肢ジストニアと診断された。しかし、原告
はその後も特に通院を継続することもなく、本件痴青の
治療を受けなかった。
(三) 原告は平成2年7月31日に再亡京都営業所に配
置された。業務内容は昭和 61年4月から昭和 62年3月
まで同営業所で勤務していたときとほとんど変わらな
かった。しかし、同営業所ではホイー JLの重量と合わせ
て約80キログラムの重さがある 10トン車以上の大型
自動車用タイヤ(以下「大型タイヤ」という。)を取り扱う
ことが日常的にあり、原告の業務量はそれまでに比べて
増加した、さらに、平成3年の冬期にはスノータイヤの
入替作業が始まったためタイヤの取扱作業にかかる業
務量は通常時の数倍にまで増大した。また、原告は平成
3年 11月からのタイヤ販売促進キャンベーンに関する
業務を担当していたため、得意先回りやタイヤ交換等の
作業量が特に増加した。

方、原告は同キャンベーンの期間中本件痴丙の症状
が悪化し、右手で文字を書くことが全く不可能になると
ともにドライパ←でねじを回すことが困難になった。そ
こで、原告はそのころから京大病院への通院治療を開始
した。しかし、その症状は改善されなかったばかりか、平
成4年1月ころには食事の時に右手を使うことも不自由
になってきたoそのため、同年3月24日から京大病院で
の原告の担当医が梶龍見医師に交替するとともに、同医
師から本件疾病により2か月間の自宅療養、通院加療が

必要であると診断された。
その後、原告は平成4年8月までの開通院治療を継続

したものの、右手がタイヤ取扱作業を続けること古田J能
であるまでに回復しなかったため、同月ト ヨータイヤ
京滋販売を退職せざるをえなくなった。
2 ところで、労災保険法は労働者保護法制生格を有す
る労働基準法(以下「労基法」というロ)の労働災害補償制
度を補完するために制定されたものであるから、労災保
険法の解釈は労働者保護の見地からなされるべきで
あって、業務起因性の立証において労働者に過大な負担
を課すべきではない。したがって、法的な見地から労働
災害補償を認めるのが相当であると判断され、そ¢判断
が医学的見JI*Iこ必ずしも矛盾しない場合には、業務に起

因する疾病であるとしてそれに伴う休業ないし療養補

償の給付をするべきである。
そして、ジス卜ニアι発症の誘因又は増悪i悪因子として

向精神薬の長期の服用、遺伝的素因
壱筋の過度d使用及び外傷等が指摘されているが、原告
にはこのうち向精神薬の長期の服用、遺伝的素因及び外
傷の各悶子の存在が認めらW J:いから、本件胸部立精神

的ストレスや羅患筋の過度の使用を伴う前項に指摘し
た内容の業務に起因すると見るのが自然である。また、

ジストニアが職業病であることを全面的に肯定する医
争的見解はないものの、ジストニアが業務に起因する場
合があるとの報告例や局所性ジストニアとしての書痘
カヰ青神的なもので起こっているのではないとの医学的
見解が存在する。

以上に述べたような労働災害補償保険制度の趣旨並
びに原告か従事していた業務及び本件疾病に関する医
学的見解の状況とをあわせ考えると本件疾病の業務起
因性を認めるのが相当である。
二被告

1 労災保険法に基づいて疾病に対し療養補償給付の
支給をするためには当該疾病が業務上の疾病であると
認められることが必要であり、業務上の掬甫であると認
められるためには、業務上の負傷に起因する疾病のほか
その業務に内在する特定の有害因子を受けて発病する
に至ったと明らかに認められる場合等、医学上の一般的
経験則に基づき業務と疾病と¢関連が密接不可分な特
定の疾病(労基法75条2項、同法施行規則35条、別表第
1の2、1号ないし8号)以外の疾病については、業務に起
因することの明らかな疾病と認定されなければならず
(向 9号)、業務と疾病との関連性が個々具体的に医学上
の経験則によって解明されなければならない。

しかし、ジストニアは、そι発症原因カ5医学上未だに不
明であるから、医学上のー殻的経験則に基づき業務との
間に密接不可分な関連が認められる疾病とはいえない。
2 また、原告は、昭和 61年4月21日にト ヨータイヤ
京滋販売に就識し京都営業所においてタイヤを販売す
る営業織として業務に従事していたれ主として得意先
であるガソリンスタンドを回るf士事を行っていた。また、
昭和 62年3月1日に転勤した京都西営業所でも主とし
て営業の仕事に従事し、その間タイヤの取扱作業を行う
こともあったが大型タイヤを取り扱うことはなく、普通
自動車用タイヤ(以下rJ'型タイヤ」という。)の取扱いが
大半であったため、大きな力を用いる作業は少なかった。
一方、原告は平成2年7月31日に京都営業所に転勤した
後は営業の仕事のほかに1日1回はタイヤ交換作業を、
1週間に2回はタイヤを倉庫に収納する作業をそれぞれ
行うようになったoしかし、平成2年B月以降原告が従事
したタイヤの取扱作業の作業量は通常時で1日平均約
1時間程度、繁忙時でもこれが若干増加した程度であっ
て、原告の業務量カ司自の労働者のそれに比較して多かっ
たわけではないし、本件疾病の症状が悪化した平成3年
から平成4年にかけても他の冬期に比較して特に業務
量が増加したこともなかった。

3 したがって、本件疾病が原告が従事した業務に起因
するものであるということはできない。

第四 争点に対する当裁判所の判断

一証拠(甲5、乙 3Aの1、2、5の1から5、6の1、2、8の
lから3、9から 11 、14ないし 16、原告本人)並びに弁論
¢全趣旨によれば以下の事実が認められる。
1 原告の勤務及び業務の内容等(省略)
2 権患疾病とその経過等

(ー) 原告は昭和61年にトーヨータイヤ京滋販売に入
社する以前はジストニアと診断されたこともなく、その
症状も見られなかった。しかし、原告は遅くとも平成元
年1月ころから右手に力が入らない感覚を有するよう
になるとともに、ベンを持つことはできるがそのベン先
を紙面に接することが困難になるなど、右手での書字に
障害を覚えるようになった。これに対し、原告は特に病
院等に受診することもなかったが、それ以降その症状が
自然に消失することもなかった。

原告は、平成2年7月 10日に業務上の事故によって
骨折し、同日その治療にあたった医師に対して右手での
書宇に障害が見られるなどの症状を説明したところ、そ

の担当医から京大病院を紹介された。そこで、同年7月
17日に同病院で受診した原告は診察を担当した塩医師
から書痘と診断された。しかし、その当時におけるジス
トニアの症状は原告の日常生活や業務に対し支障をき
たすほどのものではなかったうえ、同医師から治療の必
要性を特に示j唆されなかったため、同病院で受診した後
も原告において右手の障害に対する治療を受けること
はなかったロ

ところが、原告は平成3年秋に実施されたタイヤの販
売促進キャンベーン期間のころからジストニアの症状
がさらに割七し、右手での書字がほとんど不可能になる
とともに、ドライバーでネジを締めたりフッシュホンの
ボタンを押したりするなどの動作をする際にも不自由
を感じ始めた。そのため、原告は平成3年 11月ころ京大
病院で再度受診した。すると、同病院の池田昭夫医師が
塩医師に代わって原告の診察治療を担当することとな
り、原告は池田医師の指示により2週間ζとに通院して

治療を受けるようになったoしかし、その症状は治療に
よっても改善しなかったばかりか、平成4年1月ころに
なると右手での書字が全くできなくなるとともにコッ
プや茶碗を持っている手首が曲がってこれらを落とし
たりするようにもなるなど、右手による日常的な動作全
般に樟害を来すようになり、池田医師から「原因不詳で
あるか治療抵抗性であり、今後増悪する可能性があり得
る」と診断されるに至った。そして、原告は平成4年3月
24日lご池田医師に代わって原告の診察を担当した梶龍
見医師により、改めて右上肢ジストニアのため2か月間
の自宅療養及ぴ通院加療を要すると診断されたD原告は
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同月2 5日から休職してさらに通院加凍を続けたものの
症状が従前の業務に復帰できる程度にまで回復しな
かったため、平成4年8月20日にトーヨータイヤ京滋販

売を退職した。
以上の事実が認められる。

二 羅患疾病と業務との関係に関する医師の意見
1 原告の主治医である梶龍児医師は概ね次のような
意見を述べる(甲2、7、8、10、11 、12の l、乙6のZ、10)。

(ー) ジストニアは持続的な筋緊張によりしばしば捻
転性又は反復性の運動や異常な姿勢を来す病態である
が、特に書字や打鍵等特定の動作だけが障害され他の日
常生活動作は障害されず(動作特異性)、異常な運動や姿
勢が常に一定の形態で現れる(常向性)という点に特徴
がある。そして、眼除、上肢等特定の部位において生じた
ジストニアを特に局所性ジストニアといい、片側又は両
側の上肢の筋緊張の異常により書字の動作に障害をき
たす書痘は局所性ジストニアの一つである。もっとも、
発症当初において書字、打鍵等特定の運動だけが障害さ
れていても後にその他の動作も障害される場合が多い。
原告は書字の動作だけが障害される形でジスト二ア

を発症し、次第に右上肢によるそ¢他の動作全般が障害
されるに至ったものであるが、症状が増悪した過程にお
いて一貫して書字の訓芋の異常が寄港であるうえ(動作
特異性)、ベンを持つことができてもベン先を紙面に接
触させようとすると右手が右側へ捻転し書字が障害さ
れたり、コップを持つと右手が捻転してこれを落とすな
ど右上肢の異常な運動が常に右側へ捻転する形態で出
現すること(常同性)が認められ、乙れに原告の大脳誘発
電位の検査結果を総合して判断すると、原告ι病型は局

所性ジス卜ニアとしての右上肢ジストニア(書痘)であ
ると考えられる。
(二) ジストニアの発症機序は現段階では必ずしも明
らかにされていない。しかし、発症初期の局所性ジスト
ニアではある特定の動作のみが障害され、常に同じ形態
の異常な動作が再現されるという特徴があり、病歴上ジ
ストニアの発症前に外傷、過激な運動や過重な負荷、不
眠、職業上の反復動作、 , usヲストレスが存在することが

多くみられる。このような医学的経験やジストニアにお
ける電気生理学的知見にかんがみると、各種の運動を制
御する大脳基底核の中にあって書字、打鍵F等特定の運動
I~際して頻用される運動プログラムには、そ￠特定の運

動を効率的に遂行するために必要な主働筋と桔抗筋の
収縮及び各収縮のタイミンゲを司るサブプログラムで
ある運動サブルーチンカ可宇在するところ、ジストニアは

この運動サブルーチンがそれ自体頗用されるとともに
向精神薬の服用、外傷、過度の加重及び1[ , -伯ヲストレスな

どの外乱要因や遺伝歴等の内的素因か作用した結果、運

動サブルチンが異常な神経回路を有するに至る疾患
であると考えられる。したがって、ジストニアは大脳の
一部に器質的変化を起こす1病変であっで心因性疾患で
はなく、 J軍曹五百の過度の使用、向精神様の長期服用、外傷、

精神的ストレス及び遺伝的素因等がその発症を誘発し
又は増悪させる因子であると思われる。
原告は大型タイヤを頻繁に取り扱う部署に配置換え

になった後、それまで軽度であった書痘の症状が明白か
っ急速に割七している。したがって、原告の場合、重い大
型タイヤを持ち上げるなどの作業に携わるかたわら強
い筆圧で伝票を作成するという作業内容や職場におけ
る人間関係上の精神的ストレスなどが本件疾病を少な
くとも増悪させた因予になっていると考えられる。
(三) また、ジストニアは器質性疾患であるから基本的
に一度発症すると治癒することはなく、ジストニアに対
する治療方法としては投薬、注射等を用いた対症療法を
一生続ける以外にない。そして、現在効果的な療法とし
てボツリヌス菌の毒素を精製したうえ、その毒性を弱め
た薬品であるボツリヌストキシンを半年ないし1年に
一回筋肉注射し、筋緊張を4寺的に緩和させるボツリヌ
ス療法があり、原告に対してもこれを実施している。ポ
ツリヌス療法によればジストニアの症状がかなり軽快
するが、これを中断すると症状がまた復活する可能性が
ある。
(四) ところで、ジストニアに関する疫学的調査や研究
は日本では非常に立ち遅れている。しかし、アメリカに
おける調査結果や日本国内の一部の診療機関で受診し
た患者を調査したところによると日本にも潜在的なジ
ストニア患者が棺当数存在するものとみられる。
2 これに対し、相1津信夫医師は概ね次のような意見を
述べる(乙 17ないし 22)。
(ー) ジストニアには目的運動に際して異常な筋緊張
充進を生じ円滑な動作が妨げられる「動作性ジスト二ア」
と、全身又は身体の一部に持続的筋収縮を生じて奇妙な
姿勢や肢位をとる「ジストニア姿勢jとがある。また、ジ
ストニアを原因において大別すると脳に明らかに存在
する病変の部分的な旋状として生じたり、ヒステリ や
職業的なストレスによって生じる「症侯性ジストニア」
と、ジストニア正佐'ixを呈するものの原因を特定できな
い「特恥宝ジストニア」とに分類される。このうち特矧生
ジストニアでは安静状態にあるときは筋緊張が消失し
て正常な場合と異ならないカ主動作性ジストニアやジス
トニア姿勢が出現したときに振戦を伴うことがあるロ
原告には書字その他右上肢による精機な動作全j般に

おける障害が認められるものの、本件疾病か培悪した経
過において他の身体部位の障害やジストニアの症状と
は見られないような運動H障害が出現しておらず、脳の変

性疾患等の存在を窺うととができないロしたがって、原
告は動作性かつ特発性ジストニアであるといえる。
(二) 方、ジストニアの発症機序や増悪留子は現在で

は明らかではないが、ジストニアは大脳の基底抜及び大
脳皮質の機能異常によるものと考えられる。そして、鍛
冶職人、旋盤工等非常に長期にわたって過剰に上肢を動
かす職業に就いていた者にジストニアの症状が出現す
ることがあるが、このようなジストニアは特に「職業性
ジストニア」とよばれ、その症状はある特定の宇業をす
る際にのみ出現し、その作業をしない取り消失するのが
一般的である。また、ジストニアに擢患している者が特
定の作業を反復することによって一時的にその症状が
増悪することがあるし、作業の反復によってジストニア
が進行する可能性があることを否定することはできな
い。しかし、との場合でも特定の作業をしない限りジス
トニアの症状が現れることはないロ

この点、原告は書字のみならすで古上肢の随意運動全般
にジストニアの症状が見られるし、原告の労働量はジス
トニアを発症させ又は増悪させるほどの作業量とはい
えないから、原告江主事していた作業がジストニアの発
症を誘因し又は症状を増悪させたとはいえない。
(三) ジストニアは治療によって時的に症状が改善
されるが完全に治癒する乙とはない。治療法としては抗
痘縮薬、筋弛緩弗jを継続して服用する方法のほかにポツ
リヌス療法があるが、同療法はまだ日本では認可されて
おらず、実験的な治療法として試みられている段階であ
る。

3 このほカ入垣回清人図師及び大谷碧医師はジストニ
アが中枢神経系の病変であるとしたうえで、吉川検医師
及び上村宏医師と同様にジストニアは発症原因が明ら
かでないし、進行性の疾患であって肉体的労働が増悪直
子であるとは考えにくいから、原告の労働が発症又は増
悪に関連したとはいえない旨の意見を述べる(乙7の2、
12、13) 。
三 1 ところで、労災保険法は労働者が労基法75条に
定める業務上の疾病に擢患した場合に療養補償給付等
の保険給付を行うこととし(労災保険法7条 1項、 21条
1項、 2項) 、労基法75条1項、 2項に基づき労基法施行規
則35条別表第1の2において業務上の疾病の範囲が規
定されているが、ジストニアは同 l号ないし8号に列挙
されたいずれの疾病にも該当しない。

これに対し、同 9号には「その他業務に起因すること
の明らかな疾病」と定められているが、この規定は業務
に起因する疾病が本来多様であることにかんがみ業務
に起因することが定型的に認められる疾病(同1号ない
し8号)には含まれないが個別具体的な検討によって業
務に起因すると認められる疾病を包括する趣旨である

と解される。したがって、同1号ないし8号に該当しない
疾病であっても当該痕病と業務との聞に相当因果関係
の存することが証明された場合には同9号に該当する
と解するのが相当である。

そして、その相当因果関係の立証は、一点の疑義も許
されない自然称学的証明ではなく、経験則に照らして全
証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来
した関係を是認しうる程度の高度の蓋然性を証明する
ことであり、その立誌の程度は、通常人が疑いを差し挟
まない程度の真実性の確信を持ちうるものであること
を必要とし、かっそれで足りるというべきである。
2(ー) そこで、第四のーに説示した事実によれば、原
告は昭和61年4月にトーヨータイヤ京滋販売に入社し
た後、京都営業所や京都西営業所に出勤すると作業場か
らの要請に応じて lC数キログラムから数十キログラム
の重さのある各種タイヤを両腕で地上から約1メート
ルの高さにまで持ち上げたり、右腕でインパクトレンチ
やハンマ←等の器具を用いたりしてタイヤの交換作業
等に従事するなど、その作業量に差はあるものの、ほぽ
連日右上肢で重量物を取り扱うことが多かった。また、
タイヤ等の重量物を取り扱うかたわら営業員として得
意先を回り、カーボン紙を重ねた状態の伝票に受注内容
を記載するなどの精鰍かつ比較的羽虫い筆圧を要する筆
記作業を重ねた。このように、全体としてみると原告の
右上肢に粗大な出力を要する作業と精微な運動を要す
る作業とが混在しており、原告は右上肢に強主の身体的
負荷を負っていたといえるロ

さらに、原告は平成2年8月以降その当時勤務してい
た京都営業所において3月、 6月、 11月における販売促進
キャンベーンに伴い判軒を超える得意先を回りタイヤ
の受注等の営業告舌動を担当する一方で、冬期にスノータ
イヤへの交換期を迎えて問営業所におけるタイヤ交換
の取扱量が培加したことに伴い、出勤日は毎日平常時を
大幅に上回る数のタイヤ取扱作業に就かざるを得な
かった。京都営業所では大型自動車のタイヤ取扱作業を
分業で行っていて、必ずしも原告が大型タイヤの交換を
すべて引き受けていたわけではなかったものの、この時
期において原告が右上肢に負っていた負荷は従前に比

べてさらに過重なものになったということができる。
そして、原告はトーヨータイヤ京滋販売に入社するま

でジストニアに症状が見られなかったが、遅くとも京都
営業所における約2年間の勤務を経て京都西営業所で
勤務していた平成元年1月ころからジストニアを発症
し、同営業所から京都営業所へ再て配転されて約1年が
経過し、第四の~l(四)に説王したとおり営業員として

江得意先回りや営業所でのタイヤ取扱作業が増加した
平成3年末ころから翌年初めにかけて症状が急遠に悪
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イ七したというのである。
(二) ところで、現時点においてジストニ7 O '発症倒序

は医学的に解明されていない。しかし、ジスト二アは大

脳基底核の一部における器質的疾患であるとしその発

症を誘発し又は症状を増悪させる因子として擢患筋の
過度広使澗等を指摘する梶医師の意見が存在する。しか

も、ジストニアは同医師が所属する京都大学医学部神経

内科において専門的に五来尭されている分野であるうえ、

同医師自身が厚生省の委員としてジスト二アに関する
研究を委嘱されている事実を窺うことができるので

あって(乙 12 、原告本人)、同医師の見解はジストニアの

病理に関する有力な見解であるというべきである。
一方、ジスト二アについて和牒医師はこれを大脳基底

核E機能障害であるとし、垣回医師や大谷医師はこれを

中枢神経系の疾患であるとしたうえで、いずれもある特
定の労働がジストニアの発症を誘発し文はー骨霊的に症

状を増悪させる因子であることを否定する(なお、柳様

医師は特定の作業の反復がジストニアを 時的に増悪
させる可能性があることを示唆している。)。しかし、柳

津医師の克解は大脳基底核の機能障害が生じる構造や、

どのような事情がジストニアの発症を誘発し又はこれ
を増悪させる因子といえるかという点を必ずしも明確

に指摘するものではない。また、垣田医師や大谷医師の
見解によってもジスト二アがいかなる因子によって発

症するかという点が明らかになるものではない。

医学上の知見等に関する前掲の各証拠及び以下に掲
げる証拠によれば、我が国においては未だ疫学的な調査

石東完が不十分であるとはいえ、イギリスにおいてはすで
にロンドン王立病院大学神経内科の医師による「局所性

ジストニアとしての書庫jと題する論文が「ブレイン」と
いう「歴史的な雑誌J(垣回医師の表現ロ乙 12)に発表さ
れ(乙6の 1.2) 、これが基本的には梶医師の見解及む診

断を支持するものと許価できるものであるうえ、梶医師

の所属する京都大学医学部神経内科はもともと電気生
理やジストニア江研究を専門としており、梶国師白身の

アメリカ及び我が国での調査研究結果が集成された「ジ

ス卜ニアとポツリヌス治療J(甲 11)の監修者である同
神経内科のオミ村淳教授は世界的にも権威者であると認

められるところである。したがって、梶医師のジストニ

アに関する医学上の知見及び原告についての臨床診断
を同教授も支持しているものと推認されるし(乙12) 、

前記垣田医師、大谷医師、吉川|医師、上村医師らの見解は、

一定の完験等結果に基つFいた科学的な仮説に立った反
論ではなく、未だ梶医師らの知見等か医学正研究者、臨

床の医師らに周知されるに至らず、したがってこれらが

寸史的な支持を得るに至っていないことを指摘するに

止まるものにすぎないのである。

このように、本件記録中の2日魁によって明らかになっ

た現時点での我が国におけるジストニアに関する研究
調査等の進度状況からすると、同民菅、に関する何らかの

医学上の知見をもっていわゆる医学上の常識又は一般

的な知見とすることはまことに困難な状況にあるとい

うほかない。
しかし、ジスト二ア¢症状や確実な治寮方法等由研究

途上の現状にあることなどにもかんがみると、労災保険

法上の疾病と業務と広間の相当因果関係の概念を前記

のとおり理解するのが相当であり、現時点においては、
ジストニアの研究及び臨床診察の専門家であり、世界的

な権威者の支持を得ている梶医師の見解がもっとも依

拠するに足りるものと評価すべきであり、同医師らの見
解に従い、擢患筋の過度の使用がジストニア¢発症を誘

発するものであり、かっこ才が著しく増悪化する原因と
なりうるものと認めるのが相当であるロそして、同医師

は、少なくとも原告が平成2年8月から京都営業所で勤
務したときにおける作業によって本件疾病が急速に増

悪したとするのである。
(三) こうして、原告が京都営業所及む京都商営業所に

おいて従事した業務の内容、本件疾病の発症とその経過
及びジストニアに関する医学的見解を基に経験則に照
らして検討すると、原告がトーヨ タイヤ京滋販売に入

社した後における右上肢に対する身体的負荷の強い作
業によって本件疾病に寵患し、引き続きその作業によっ
て症ixが急速に増悪したとの関係を是認しうる程度の

高度の蓋然性が立証され、通常人が疑いを差し挟まない

程度に真実性の確信を持ちうるものであるというに十

分であるロ
特に、原告がトーヨ←タイヤ京滋販売に入社した後に

従事した在漂作成等の筆記事務についていえば、本件記

録中の全証拠によっても第四のーに説示した内容より
さらに詳細かつ具体的に同事務の態様やその作業量を

認定することは困難であるといわざるを得ないけれど
も、そのような事情は右に述べた当裁判所の認定判断を

左右するものではない。
3 してみると、涼告の従事した業務と本件関青白簡に

は相当因果関係があるものと認めることができる。

第五 結論

以上の次第で、本件仰青カミ業務上の疾病であるとはい

えないことを理由とする本件処分は違法であって、原告

の本訴請求は理由があるからこれを認容するこ開1T百

ととし、主文のとおり判決する。

京都地方裁判所第3民事部 裁判長
裁判官
裁判官

晶品岨

大出晃之
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Vibration disorder in 
casting plant

by Hiroyuki Kawamofo
Kanagawa OSHC

The automobile ind ustry has 

been al eading export industry in 

Japan. Toy ota and Nissan are hig
na皿 es,we ll known around the 

world. Another,Is uzu Motors Ltd., 

i sone of the most impor恒 nt truck

m担lUfaclurers in Japan

As 0也 er companies do,出s
company has been t岡田ferring出

production sHes overseas and

divers均 ing its procurements.. This 
globalizing strategy is putting

many of its subcontractin呂

田田panies o n the brink of closure 

Some companies are trying to
survive by dismissing employ田 5, 

while others have c10sed down 
One way or another ,国any 

employees end up losing their
work,a nd often with their heal血 

damaged by hazardous working

conditions

We present here the case of 
three victims of av ibration disor-

der,w ho were dis皿 issed b配 a田 e

their company~ub∞ n仕 acto目 for 

Isuzu Motors Ltd-clo日 ddown

They had been working for Sogo 
Unyu,a n in-ho田 esubcontrac伽 E

company of Ji dosha Imono, a 
casting company,w hich was,i n

tum,a s ubcontracting ∞m p a n y for 

Isuzu Motors Ltd. The aut omobile 

manufacturer reduced iheir
procu rements from Jidosha Imono,

which r四 ultedin血eshutdown of 
Sogo Unyu. In December,1 995,th e

company 自red a11 of its employe田,

among whom were 曲ree vibration

disorder victims, Masayoshi 

Tsuchidate (6η ,Yo sitsugu Endo (63) 

and Masamitsu Kobayashi (43)

They had been engaged in cast
finishing operations , including

hammering and grinding with ma-

chin田, whi(主 generated intolerable

noise and dust. Additionally they 

had been working in a factory 

where the temperature exceeded

500C during summ町 "Some 20日日
work ers白血ea n d left d uri ng出国e
several years,a lthough our com

pany required only 7e mploye田 f
日 ysKobashiτ 五回rcompany was a
typical 3D workplace (i.e . dirty, 
dang erous and diffi.口出)

Vibration disorder victims have
traditionally been reported among

forestry worke目 F 由出回ction

workers,a nd miners who use 

vibrating machines. Thcre have

been few cases repo rted among 

manufacturing work ers. The fad 

that our vi ctims are included

among so few cases山田trat,自由e

poor environment in which they
had been working

This scarcity of vi brat ion

disorder 回目sm出e皿 anufacturing
industry is probably explained by 

another fador: fevγdodors can

identify 0ωLpational fa由回hidd叩

behind the apparent symptoms 

Ourv ictims did not receive the 

rel eva nt diagnosis until they

happened to visit Dr. Ryuta SaIto ,

who s p配日lizes in occupational

品目前田 Several ye ars ago Mr. 

Tsu chi date happened to see Dr. 

S aito's clinic advertised at ar ailway

station,a n d visited hin 、Dr. Saito, 

one of the organizing members ci 

Kanagawa OSHC,d iagnosed him

as sufferiI唱 from vibration disease
and informed 四 ofMr. Tsuchidate's
case. :Mr. Tsuchidate,h owever,

gave up his claim for ofl自由i
certificaHon as an 0∞L.ipati叩 al

占民国evictim at出 at time,f earing
that his company wOt U dh arass or 
perhaps fire him. Previously he 
had been fired after being

diagnosed as suffering from

p n e u皿田oniosis._Several yea四 after

his first diagnosis as av ibration
disease vidim,h e was dismis配 d, 

and then finally decided to seek
certification of his illness as

oc四 pationalI yinduced
He visited our office again to

discu田 his自由I along wi血 another
six dismissed coworkers. They
joined al ocal labor union to urge

their company as well as Jidos- l旧
Imono and Isuzu Ltd. to n叫lify
曲目rdismi田 .1四 dr四百包括出.em

Their efforts-backed by the

union-led to 印血pensation

payments by the 白血par世田,

although they could not 民間四

alt er nat ive employmen t. In
addition,l ate in 1996, Mr.

Tsuchidate and two 0曲目 workers

自led a n appli日 tionwi血 11.Labor

5匝ndards 1田 pectionO白 ce (LS10)

for insurance benefits for their
机 bration disease. In Octo ber 1997,

the LSIO certified the血 as official

victiIDS of work-related vibration

disease. They continue to receive

1,四国entunder the govern皿 en'

labor insurance scheme. They also

plan to claiID liability-in some

ways at least-of the compa回目

which had neglected to improve
their working envirorunent,

曲目mg出.eir heaJ血 tobe damaged.

Discrimination against
foreign号rs of Japanese
ancestry

by Yoko Tajima 
Kansai OSHC

In 1990, the Japanese

government revised the 

Immigration Law and decided to

grant resid ence permission to

people of Japanese ancestry living 

in foreign countries. I fthey are

second generation Japanese ,t hey
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are allowed to stay here for three 

years as the "spouse5 or

equivalent" of Japan田 e.I fthey a問

third generation,th ey are allowed 

to 5tay for a year a5 a "regular
resident ,"and their 5pouses and

childr凹 are also a110wed 10 s恒yfor

one year,u nder the same title. 

Behlnd the decision i sthe implicit 

in tent ion of making worker5 

available for unpopular sectors of 

industry
Officially, the Japanese 

I!overnment doesn't admit

山 skilled品目ign w o r k e四 A lot of
foreigners,h o wever,ar e working at 

fadories or construction sites or as 
barmaids after they are admitted to 

Japan 回 prof,田sional ente出田en;, 
siudents or industrial trainees. 

App町 enUy 由 ey are more or le田 

favorably accepted as a

supplementary labor force by the 

目 ctors suffering al abor shor恒 ge.It 
a150 Seem5 that the govemment

cormts o n血eir informal pene回位on 
into the labor marke t. This

expec恒tion i5町p出e d i n a ∞nun ent 
made by an official regarding由e 

revised law. He曲1凶d:"wehope血叫at
血t:he問revl凶s e d law wi叫l11 attract young 

戸P四e叩ople of Japanese descenl 旬t:00世
∞unt甘ry." This 印coロu田n官阻en此t碕i.s rooied inn
the as回5 U血 ption 出th計a tJ a p a問n1児ese 
d田esc四e n白d a叩n由包 will adapt 血, e m s盟elve田s 

e品 ilyto J a p an田ecustoms. Early on 

the government found 血js
a田 umption to be an ill田 10n. In fad 
thlrd generation descendants don't

share any 口曲目al inherit四 cefrom
th剖rp訂 ents or grandparents,no r

understand their grandparent's'

language
担、egovernment should 5恒. rtb y

detemrining whe曲目。,ur country

reqt町田foreign w町 ke目i,and i f50
wes hould establish and implement 

E叫 del回目,町r四p配 tive of a n c田Iry.' 
According to血eo出 cial s届出超国,

1,415,136 foreigne四 were registered

here in 1996. About 250,0∞ofthem
are Latin A皿 ericans,w i t h some

200 ,000 from Brazi l.Most of血e 

Latin A meric剖lSare allowed to s恒y
as people of "Japan田eancestry." 
Although they came here to their 

ancestors' mother country, 

encouraged by the revised

immigration law, they found 

Japanese society unprepared to

a田中t血em,A s am atter of田町民

a lot of problems, incl uding

housing,c ustoms,l an呂田g e ,etc., 

arose for them around the country 

Then 佐世間came al ot of brokers

who P凹 sue profit by dispatching

foreigners to白 ctories. T h e y take a

dispatching fee仕om血eemp lo ye rs 
and ab rokering fee from the wages

they pay to the workers they 

dispatch
This interference by broker5

r田叫包in re du ced or unpaid wag;呂
田dunfair or illegal withholding of
wages,a nd destabilizes worker-

田 nployer relations. Another serious

proble血 is labor accidents. When a 

d.i spatched foreign worker suffers a 
labor accident,hi s broker,w ho is
his direct employer,is re.司uired to 

report the case to the LSIO and 

apply for certification as aw ork-
related ac.口dent,thereby aαqu出ng

ms世田tce cover for the worker 
Officers of the LSIO then visit 

the workplace, inquire of 血e 
broker and his c1ient印皿pany
about the ca田 esof the accident, 

and examine accident preventive

血目sures. Fearfu1 that their cHents 
would dislike such investigation5

町、 d出国loosefavour,b rokers tend
to neglect to report acddents,a nd 

what'sw orse,p ay am inimum of 
compensation to the victims 
Companies,i n turn,l eave such 

C田 esto血ebroke_rsi n an attempt to 

hide their involvemen t.Foreign
workers, who are generally

unfamiliar with the Japanese labor
accident compe田 ationsystem,d o

not understand the procedures

involved,a nd 50 are unable lo
cla回 their relevant righls

In principle,t he Japanese labor 

laws,i ncluding labor江白山田田 

laws,ap ply to a11 workers,re gard-

less of血目r田 tionality or imrnigra-

tions恒h凶Inf a d ,ho wever~ foreign
m品msare faced with various d証ι

culties and if司1to exercise血eu
n俳句 as prescribed in血elabor
law5. Even foreigners w i出血n呂田3 
口ashed by ap re田 machine are left
without any compensati.on for lost 
wages. In recent years more and

more forei呂田rshave been calling

or visiting 0町仁措HCoffices looking
for advice. To resolve these cases, 

wen egotiale w i血出, eem ploy ers on

behalf of the workers,a nd 山富e血e 
LSIO's to investigate such 団関S 

Some cas四 have been brought to 

court in order to make co皿p四,es

a田ume responsibility for ha田 rdous

working conditions
The polic y adopted by the 

Japanese government to inむodu田
foreigners into the labor market
without securing出 eir rights,n ot 

o品y destabilizes worke日田ployer
relations,b ut fosters mi sbeh avio r 

on the part of employers by 

encouraging irregular e皿.ployment
relatio国 τhis trend i sas igr曲目nt 

challenge to品1workers. It pro吋d四

日 impetus fOf a11 to support our
new fri四 ds and help them im

prove their working environment

四dconditions

- E膏曹帯四彊砲事菊鹿田君臨

Thisis仕泥仕世dedition of 0町
new style English newsletteτ司 

Wea re very 四回目aged by血e

m四ymessages we are receiv

ing from readers around 血e 

world
Using a品 recto叩 supplied b y 

V円i I Nin England,w eh ave sent 
out over 800 copies of this
newsletler,a nd wen ow wish to 

establish am ailing lis t.Wew ill
of co町民 send the κ万HRC 
Newsletrer to司I血osewho have
orde red it,a nd to tho田 orgam 

zations which replied to the

questionnatre on pneumo叩血F

sis enclosed with the July edi

tion. But we do not see any

point in凹 nding ac opy 10 pla,日S 

where nobody reads it.50 we
reque世 thosewho do read itand

wish to continue to receive a 
αopy,to inform田 ofyour desire

to remain on our mailing lis t. 
Furthermore,if you know of
any place that you think i t

sho uld be sent to,p lease let us 

know (by fax or E-mail if 
preferred)
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全国労働安全衛生センタ一連絡会議
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東京・東京東部労災職業病センター
干 136 江東区亀戸1-33-7

東 京・三多摩労災職業病センター
守 185 国分寺市南町zι7丸山会館2-5

東 京.三多摩労災職業病研究会
〒 185 国分寺市本町3-13-15三多摩医療生協会館内

神奈川.社団法人神奈川労災職業病センター
〒2 3日横浜市鶴見区豊岡町20-9サンコーポ豊岡5 0 5

新潟.財団法人新潟県安全衛生センター
干 951 新潟市東堀通2-481

静 岡・清水地区労センター
〒4 2 4清水市小柴町2-8

京都.京都労働安全衛生連絡会議
〒601 京都市南区西九条東島町5 0 - 9 山本ビル3階

大 阪・関西労働者安全センター
〒540 大阪市中央区内本町 1-2-13ばんらいビル6 0 2

兵庫.尼崎労働者安全衛生センター
干66日尼崎市長洲本通1-1ι17 阪神医療生協気付

兵庫・関西労災職業病研究会
〒660 尼崎市長洲本通 1-16-17阪神医療生協長洲支部

広島.広島県労働安全衛生センター
干 7 3 2広島市南区稲荷町5-4前回ビル

鳥取・鳥取県労働安全衛生センター
干 680 鳥取市南町505 自治労会館内

愛媛.愛媛労働災害職業病対策会議
〒7 9 2新居浜市新田町 1-9-9

高知・財団法人高知県労働安全衛生センター
干7 8 0高知市前野イワ井田1275-1

熊本.熊本県労働安全衛生センター
干861-21熊本市歌津町秋田3441-却秋樟レークタウンクリニック

大分.社団法人大分県勤労者安全衛生センター
'T8 7 0大分市寿町1-3労働福祉会館内

宮崎・旧松尾鉱山被害者の会
〒883 日向市財光寺283- 211長江田地 1-14

自治体.自治体労働安全衛生研究会
〒 102 千代田区六番町1自治労会館3階

TEL (03)3683-9765 /F.必( (03)3683-9766

τEL( 0423)24-1024 /FA X(0 423)24-1024

τEL( 0423)24-1922 /FAX( 0423)25-2663

τEL( 045)573-4289 /FA X(0 45)575-1948

TEL (025)228-2127 月FAX(025)222ω14

1EL (0543)66-6888 /FAX( 0543)66-6889

1EL (075)691-6191 /FAX(075)691-6145

1EL (06)943-1527

1EL (06)488-9952

τEL( 06)488ー卯52

/FAX(日6)943-152只

/FAX(0 6)488-2762

/FAX( 0 6)4 88- 2762

1EL (082)264-4110 /FA X(0 82)264-4110

1EL (0857)22-6110 / F必( (0857)37-∞卯

τEL(日897)34-0209 /FAX( 0897)37-1467

1EL日( 888)45-3953 /F.必王 (0888)45-3953

τEL( 096)360-1991 /FA X ( I日96) 36 8-6 177

τEL( 0975)37-7991 /FA X(0 975)34-8671

1EL (0982)53-9400 /F.必主 (ω82)53-3404

τEL( 03)3239-9470 /F必((03)3264-1432
(オブザーバー)
福島.福島県労働安全衛生センター

〒9 6 0福島市船場町1占 τEL( 0245)23-3586 /F.必( (0245)23-3587

山口・山口県安全センター
宇 754 山口県小郡郵便局私書箱4 4号

ca.ax.apc.org
ttp://www.j%25e5%259b%259e%25e7%259b%25aeapc.org/joshrcl

